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まとめ資料比較表〔技術的能力 1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，「自動減圧起動阻止スイッチ」と「代替自動減圧起動阻止スイッチ」を別々に設置

② 島根２号炉は，水圧駆動のみのため識別をしていないが，柏崎6/7は，電動駆動を有するため水圧駆動を識別

③ 島根２号炉は，手動スイッチをＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の一部として整理

④ 島根２号炉の燃料補給設備は，設置許可基準規則第57条にて記載する整理

⑤ 島根２号炉は，手動スイッチをＡＴＷＳ 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の一部として整理

⑥
島根２号炉は，原子炉再循環ポンプの速度を制御することで再循環流量を調整する。東海第二は，再循環流量を流量制御弁の開度調整で行っており，低出力では低速度電源，ある
出力以上では所内高圧母線電源に切替えて使用

⑦ 島根２号炉は，ＡＴＷＳ発生時において原子炉出力が高くタービン駆動給水ポンプが運転継続している場合を想定

⑧ 島根２号炉は，原子炉保護系電源スイッチ操作（1.1.1(2)a.(f)ⅱ）により当該設備を用いた手段を包絡

⑨ 島根２号炉は，電動での制御棒挿入機能なし

⑩ 島根２号炉は，島根１号炉と中央制御室を共用しているため，当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑪ 島根２号炉は，ペアロッドなし

⑫ 設備構成，対応手段，対応する要員及び所要時間の相違

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方

(2)対応手段と設備の選定の結果

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備

(a)原子炉緊急停止

(b)原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制

(c)自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇

防止

(d)ほう酸水注入

(f)原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制

(e)制御棒挿入

(g)重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．手順等 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)EOP「スクラム」(原子炉出力)

(2)EOP「反応度制御」

(3)重大事故等時の対応手段の選択

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料 1.1.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.1.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.1.3 原子炉自動スクラム設定値リスト 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための 

手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備

(a) 原子炉緊急停止

(b) 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制

(c) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上

昇防止

(d) ほう酸水注入

(f) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑

制

(e) 制御棒挿入

(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．手順等 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラ

ム」（原子炉出力）

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制

御」

(3) 重大事故等時の対応手段の選択

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.1.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.1.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.1.3 原子炉自動スクラム設定値リスト 

添付資料1.1.4 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 説

明図 

添付資料1.1.5 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリッ

プ機能） 説明図 

添付資料1.1.6 重大事故対策の成立性 

1．非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための 

手順等 

＜目 次＞ 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備

(a) 原子炉緊急停止

(b) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制

(c) 自動減圧系等の起動阻止スイッチによる原子炉出力急

上昇防止

(d) ほう酸水注入

(e) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑

制

(f) 制御棒挿入

(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．手順等 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）

(2) ＥＯＰ「反応度制御」

(3) 重大事故等時の対応手段の選択

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料 1.1.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.1.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.1.3 原子炉自動スクラム設定値リスト 

添付資料1.1.4 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 説

明図 

添付資料1.1.5 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能） 説明図

添付資料 1.1.6 重大事故対策の成立性 

1．ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）

2．ＥＯＰ「反応度制御」 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，「自

動減圧起動阻止スイッ

チ」と「代替自動減圧

起動阻止スイッチ」を

別々に設置（以下，①

の相違） 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴ

ＷＳ緩和設備説明図を

記載 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室操作についても
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添付資料 1.1.4 解釈一覧 

1.操作手順の解釈一覧 

2.各号炉の弁番号及び弁名称一覧 

(1) スクラム・パイロット弁計器用空気

系の排気操作 

(2) スクラム個別スイッチによる制御棒

挿入操作 

添付資料1.1.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための手順等における設定根拠の考え方につい

て 

 

 

添付資料1.1.8 原子炉手動スクラムにおける設備の位置付けに

ついて 

 

 

 

添付資料1.1.9 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御

「反応度制御」における優先順位の考え方につ

いて 

 

 

 

添付資料1.1.10 解釈一覧 

 

 

 

 

 

添付資料 1.1.11 手順のリンク先について 

 

 

 

 

添付資料1.1.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための手順等における設定根拠の考え方につい

て 

 

 

添付資料1.1.8 原子炉手動スクラムにおける設備の位置付けに

ついて 

 

 

 

添付資料1.1.9 ＥＯＰ「反応度制御」における優先順位の考え

方について 

 

 

 

 

添付資料 1.1.10 解釈一覧 

1.操作手順の解釈一覧 

2.弁番号及び弁名称一覧 

 

 

 

添付資料 1.1.11 手順のリンク先について 

 

 

作業の成立性を記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順

等における設定根拠の

考え方を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手動

スクラムにおける設備

の位置付けを記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，反応

度制御における手順の

優先順位の考え方を記

載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，解釈

一覧の見出し項目を記

載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順

のリンク先を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順

等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時に

おいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却

材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持すると

ともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象のおそれがある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止して

いなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力又は原

子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないこと

が推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、手動による原子炉の

緊急停止操作を実施すること。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御す

るため、原子炉冷却材再循環ポンプが自動停止しない場合

は、手動で停止操作を実施すること。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備

（SLCS）を起動する判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生

時に不安定な出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入

設備（SLCS）を作動させること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制す

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順

等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時に

おいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却

材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持すると

ともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象のおそれがある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止

していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力

又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止してい

ないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、手動による原子炉の

緊急停止操作を実施すること。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御す

るため、原子炉冷却材再循環ポンプが自動停止しない場合

は、手動で停止操作を実施すること。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備

（SLCS）を起動する判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生

時に不安定な出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入

設備（SLCS）を作動させること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制す

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順

等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時に

おいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却

材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持すると

ともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象のおそれがある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止

していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力

又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止してい

ないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、手動による原子炉の

緊急停止操作を実施すること。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御す

るため、原子炉冷却材再循環ポンプが自動停止しない場合

は、手動で停止操作を実施すること。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備

（SLCS）を起動する判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生

時に不安定な出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入

設備（SLCS）を作動させること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制す
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るため、補助給水系ポンプが自動起動しない場合又はタービ

ンが自動停止しない場合は、手動操作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又

は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入を実施

すること。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を停止させ

るための設計基準事故対処設備は，原子炉緊急停止系である。 

この設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を

防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界にする

ための対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活

用した手順等について説明する。 

 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により発電用原子炉の緊急停止が

必要な状況における設計基準事故対処設備として，原子炉緊

急停止系を設置している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を

代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，相互

関係を明確にした（以下，「機能喪失原因対策分析」とい

う。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事

故等対処設備を選定する（第 1.1.1図）。 

重大事故等対処設備のほかに，設計基準事故対処設備によ

る対応手段並びに柔軟な事故対応を行うための対応手段及び

自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基

準規則第四十四条及び技術基準規則第五十九条（以下「基

準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，設計基準事故対処設備及

び自主対策設備との関係を明確にする。 

るため、補助給水系ポンプが自動起動しない場合又はタービ

ンが自動停止しない場合は、手動操作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又

は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入を実施

すること。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を停止させ

るための設計基準事故対処設備は，原子炉緊急停止系である。 

この設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を

防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界にする

ための対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用し

た手順等について説明する。 

 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により発電用原子炉の緊急停止が

必要な状況における設計基準事故対処設備として，原子炉緊

急停止系を設置している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を

代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，相互

関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」とい

う。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事

故等対処設備を選定する（第1.1－1図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基

準規則第四十四条及び技術基準規則第五十九条（以下「基

準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。 

るため、補助給水系ポンプが自動起動しない場合又はタービ

ンが自動停止しない場合は、手動操作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又

は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入を実施

すること。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を停止させ

るための設計基準事故対処設備は，原子炉保護系である。 

この設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を

防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界にする

ための対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用し

た手順等について説明する。 

 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により発電用原子炉の緊急停止が

必要な状況における設計基準事故対処設備として，原子炉保

護系を設置している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を

代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，相互

関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」とい

う。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事

故等対処設備を選定する（第 1.1－1図）。 

重大事故等対処設備のほかに，設計基準事故対処設備によ

る対応手段並びに柔軟な事故対応を行うための対応手段及び

自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満た

すことやすべてのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プラ

ント状況によっては，事故対応に有効

な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規

則第四十四条及び技術基準規則第五十九条（以下「基準規

則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されている

ことを確認するとともに，設計基準事故対処設備及び自主対

策設備との関係を明確にする。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過度変化時

にフロントライン系故障として，原子炉緊急停止系の故障を

想定する。サポート系故障（電源喪失）は，原子炉緊急停止

系の電源が喪失することにより制御棒が挿入されることから

想定しない。 

 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選

定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設

備，設計基準事故対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備及び自

主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.1.1 表に

整理する。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過渡変化時

にフロントライン系故障として，原子炉緊急停止系の故障を

想定する。サポート系故障（電源喪失又は計器用空気喪失）

は，原子炉緊急停止系の電源又はスクラム弁の制御に用いる

計器用空気が喪失することにより制御棒が挿入されることか

ら想定しない。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選

定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備

及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を第1.1－1表に整理する。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過渡変化時

にフロントライン系故障として原子炉保護系の故障を想定す

る。サポート系故障（電源喪失又は制御用空気喪失）は，原

子炉保護系の電源又はスクラム弁の制御用空気が喪失するこ

とにより制御棒が挿入されることから想定しない。 

 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選

定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設

備，設計基準事故対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備及び自

主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.1－1 表に

整理する。 

 

 

 

 

・故障想定の相違 

【柏崎 6/7】 

想定する事象の相違 

 

 

 

 

 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象（以下，

「ATWS」という。）が発生するおそれがある場合又は

ATWS が発生した場合に，原子炉手動スクラム又は代替

制御棒挿入機能による制御棒の緊急挿入により，発電

用原子炉を緊急停止する手段がある。 

 

ⅰ．原子炉手動スクラム 

中央制御室からの原子炉手動スクラム操作により

発電用原子炉を緊急停止する。 

原子炉手動スクラム操作により発電用原子炉を緊

急停止する設備は以下のとおり。 

・手動スクラムボタン 

・原子炉モードスイッチ「停止」 

・制御棒 

・制御棒駆動機構（水圧駆動） 

・制御棒駆動系配管 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

 

 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象（以下「Ａ

ＴＷＳ」という。）が発生するおそれがある場合又は

ＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉手動スクラム又は

代替制御棒挿入機能による制御棒の緊急挿入により，

発電用原子炉を緊急停止する手段がある。 

 

ⅰ) 原子炉手動スクラム 

中央制御室からの原子炉手動スクラム操作により

発電用原子炉を緊急停止する。 

原子炉手動スクラム操作により発電用原子炉を緊

急停止する設備は以下のとおり。 

・手動スクラム・スイッチ 

・原子炉モード・スイッチ「停止」 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動系配管・弁 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

 

 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象（以下「Ａ

ＴＷＳ」という。）が発生するおそれがある場合又は

ＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉手動スクラム又は

代替制御棒挿入機能による制御棒の緊急挿入により，

発電用原子炉を緊急停止する手段がある。 

 

ⅰ 原子炉手動スクラム 

中央制御室からの原子炉手動スクラム操作により

発電用原子炉を緊急停止する。 

原子炉手動スクラム操作により発電用原子炉を緊

急停止する設備は以下のとおり。 

・原子炉手動スクラムＰＢ 

・原子炉モード・スイッチ「停止」 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水圧

駆動のみのため識別を

していないが，柏崎
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ⅱ．代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力高又は原子炉

水位低（レベル 2）の信号により作動し，自動で制

御棒を緊急挿入する。また，上記「ⅰ.原子炉手動ス

クラム」の対応手段を実施しても全制御棒全挿入が

確認できない場合は，中央制御室からの手動操作に

より代替制御棒挿入機能を作動させて制御棒を緊急

挿入する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒を緊急挿入する

設備は以下のとおり。 

・ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）

・制御棒

・制御棒駆動機構（水圧駆動）

・制御棒駆動系配管

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

・非常用交流電源設備

（添付資料1.1.8） 

ⅱ) 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力高又は原子炉

水位異常低下（レベル２）の信号により作動し，自

動で制御棒を緊急挿入する。また，上記「ⅰ) 原子

炉手動スクラム」の対応手段を実施しても全制御棒

全挿入が確認できない場合は，中央制御室からの手

動操作により代替制御棒挿入機能を作動させて制御

棒を緊急挿入する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒を緊急挿入する

設備は以下のとおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動

スイッチ

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系配管・弁

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

・非常用交流電源設備

・燃料給油設備

・非常用交流電源設備

（添付資料 1.1.8） 

ⅱ 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力高又は原子炉

水位低（レベル２）の信号により作動し，自動で制

御棒を緊急挿入する。また，上記「ⅰ 原子炉手動

スクラム」の対応手段を実施しても全制御棒全挿入

が確認できない場合は，中央制御室からの手動操作

により代替制御棒挿入機能を作動させて制御棒を緊

急挿入する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒を緊急挿入する

設備は以下のとおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動水圧系 配管・弁

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット

・非常用交流電源設備

6/7 は，電動駆動を有

するため水圧駆動を識

別（以下，②の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 電源構成及び給電対象

負荷の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，手動

スイッチをＡＴＷＳ緩

和設備（代替制御棒挿

入機能）の一部として

整理（以下，③の相

違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉の燃料補

給設備は，設置許可基

準規則第 57条にて記載

する整理（以下，④の

相違） 
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(b) 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

ATWS が発生した場合に，代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能又は原子炉冷却材再循環ポンプの手動停

止操作により，原子炉出力を抑制する手段がある。 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，原子炉

圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の信号により 4

台，原子炉水位低（レベル 2）の信号により残りの 6 台

の原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させて原子

炉出力を抑制する。原子炉冷却材再循環ポンプが自動

で停止しない場合は，中央制御室からの手動操作によ

り原子炉冷却材再循環ポンプを停止し，原子炉出力を

抑制する。 

 

原子炉冷却材再循環ポンプの停止により原子炉出力

を抑制する設備は以下のとおり。 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリッ

プ機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，代替再循環系ポンプト

リップ機能又は再循環系ポンプの手動停止操作によ

り，原子炉出力を抑制する手段がある。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，原子炉圧力高

又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信号により再

循環系ポンプを自動で停止させて原子炉出力を抑制す

る。 

再循環系ポンプが自動で停止しない場合は，中央制

御室からの手動操作により再循環系ポンプを停止し，

原子炉出力を抑制する。 

 

 

再循環系ポンプの停止により原子炉出力を抑制する

設備は以下のとおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ

機能） 

・再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

・低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

・再循環系ポンプ遮断器 

・低速度用電源装置遮断器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，代替原子炉再循環ポン

プトリップ機能又は原子炉再循環ポンプの手動停止操

作により，原子炉出力を抑制する手段がある。 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，原子炉圧

力高又は原子炉水位低（レベル２）の信号により原子

炉再循環ポンプを自動で停止させて原子炉出力を抑制

する。 

原子炉再循環ポンプが自動で停止しない場合は，中

央制御室からの手動操作により原子炉再循環ポンプを

停止し，原子炉出力を抑制する。 

 

 

原子炉再循環ポンプ停止により原子炉出力を抑制す

る設備は以下のとおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子

炉再循環ポンプ部分台

数トリップなし 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動

スイッチをＡＴＷＳ緩

和設備（代替原子炉再

循環ポンプトリップ機

能）の一部として整理

（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉再循環ポンプの速度

を制御することで再循

環流量を調整する。東

海第二は，再循環流量

を流量制御弁の開度調

整で行っており，低出

力では低速度電源，あ

る出力以上では所内高

圧母線電源に切替えて

使用（以下，⑥の相
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・非常用交流電源設備 ・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

・非常用交流電源設備 

 

違） 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

④の相違 

(c) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上

昇防止 

ATWS が発生した場合に，自動減圧系の起動阻止スイ

ッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代

替自動減圧機能）による自動減圧を阻止し，発電用原

子炉の自動減圧による原子炉圧力容器への冷水注水量

の増加に伴う原子炉出力の急上昇を防止する手段があ

る。 

自動減圧系の起動阻止スイッチにより原子炉出力の

急上昇を防止する設備は以下のとおり。 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

・非常用交流電源設備 

(c) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上

昇防止 

ＡＴＷＳが発生した場合に，自動減圧系の起動阻止

スイッチにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能に

よる自動減圧を阻止し，発電用原子炉の自動減圧によ

る原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う原子炉

出力の急上昇を防止する手段がある。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチにより原子炉出力の

急上昇を防止する設備は以下のとおり。 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

(c) 自動減圧系等の起動阻止スイッチによる原子炉出力急

上昇防止 

ＡＴＷＳが発生した場合に，自動減圧起動阻止スイ

ッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッチにより，自動

減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止し，発電用原子炉の自動減

圧による原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う

原子炉出力の急上昇を防止する手段がある。 

自動減圧系等の起動阻止スイッチにより原子炉出力

の急上昇を防止する設備は以下のとおり。 

・自動減圧起動阻止スイッチ 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 

・非常用交流電源設備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 (d) ほう酸水注入 

ATWS が発生した場合に，ほう酸水を注入することに

より発電用原子炉を未臨界にする手段がある。 

上記「(b)原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子

炉出力抑制」の対応手段により原子炉出力を抑制した

後，中央制御室からの手動操作により十分な反応度制

御能力を有するほう酸水注入系を起動し，ほう酸水を

注入することで発電用原子炉を未臨界にする。 

ほう酸水注入系を起動させる判断基準は，ATWS 発生

直後に行う原子炉冷却材再循環ポンプの停止操作及び

自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上

昇防止操作の実施後とする。これにより，ATWS 発生時

は，不安定な出力振動の発生の有無にかかわらずほう

酸水注入系を起動させることとしている。 

 

ほう酸水注入により発電用原子炉を未臨界にする設

備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

(d) ほう酸水注入 

ＡＴＷＳが発生した場合に，ほう酸水を注入するこ

とにより発電用原子炉を未臨界にする手段がある。 

上記「(b) 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑

制」の対応手段により原子炉出力を抑制した後，中央

制御室からの手動操作により十分な反応度制御能力を

有するほう酸水注入系を起動し，ほう酸水を注入する

ことで発電用原子炉を未臨界にする。 

ほう酸水注入系を起動させる判断基準は，ＡＴＷＳ

発生直後に行う再循環系ポンプの停止操作及び自動減

圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止

操作の実施後とする。これにより，ＡＴＷＳ発生時

は，不安定な出力振動の発生の有無にかかわらずほう

酸水注入系を起動させることとしている。 

 

ほう酸水注入により発電用原子炉を未臨界にする設

備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

(d) ほう酸水注入 

ＡＴＷＳが発生した場合に，ほう酸水を注入するこ

とにより発電用原子炉を未臨界にする手段がある。 

上記「(b) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出

力抑制」の対応手段により原子炉出力を抑制した後，

中央制御室からの手動操作により十分な反応度制御能

力を有するほう酸水注入系を起動し，ほう酸水を注入

することで発電用原子炉を未臨界にする。 

ほう酸水注入系を起動させる判断基準は，ＡＴＷＳ

発生直後に行う原子炉再循環ポンプの停止操作並びに

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止

スイッチによる原子炉出力急上昇防止操作の実施後と

する。これにより，ＡＴＷＳ発生時は，不安定な出力

振動の発生の有無にかかわらずほう酸水注入系を起動

させることとしている。 

ほう酸水注入により発電用原子炉を未臨界にする設

備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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・ほう酸水注入系貯蔵タンク

・ほう酸水注入系配管・弁

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器

・非常用交流電源設備

・ほう酸水貯蔵タンク

・ほう酸水注入系配管・弁

・原子炉圧力容器

・非常用交流電源設備

・燃料給油設備

・ほう酸水貯蔵タンク

・ほう酸水注入系 配管・弁

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器

内部） 

・原子炉圧力容器

・非常用交流電源設備

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

配管構成の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

④の相違

(f) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑

制 

ATWS が発生した場合に，原子炉圧力容器内の水位を

低下させることにより原子炉出力を抑制する手段があ

る。 

上記「(b)原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子

炉出力抑制」の対応手段を実施しても，原子炉出力が

高い場合又は発電用原子炉が隔離状態である場合は，

中央制御室からの手動操作にて原子炉圧力容器内の水

位（原子炉冷却材の自然循環に必要な水頭圧）を低下

させることにより，原子炉冷却材の自然循環量を減少

させ，発電用原子炉内のボイド率を上昇させて原子炉

出力を抑制する。 

原子炉圧力容器内の水位低下操作により原子炉出力

を抑制する設備は以下のとおり。 

・給水制御系

・給水系（電動駆動原子炉給水ポンプ）

・原子炉隔離時冷却系

・高圧炉心注水系

(f) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑

制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉圧力容器内の水

位を低下させることにより原子炉出力を抑制する手段

がある。 

上記「(b) 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑

制」の対応手段を実施しても，原子炉出力が高い場合

又は発電用原子炉が隔離状態である場合は，中央制御

室からの手動操作にて原子炉圧力容器内の水位（原子

炉冷却材の自然循環に必要な水頭圧）を低下させるこ

とにより，原子炉冷却材の自然循環流量を減少させ，

発電用原子炉内のボイド率を上昇させて原子炉出力を

抑制する。 

原子炉圧力容器内の水位低下操作により原子炉出力

を抑制する設備は以下のとおり。 

・給水制御系

・給水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給

水ポンプ）

・原子炉隔離時冷却系

・高圧炉心スプレイ系

(e) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑

制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉圧力容器内の水

位を低下させることにより原子炉出力を抑制する手段

がある。 

発電用原子炉が隔離状態である場合は，中央制御室

からの手動操作にて原子炉圧力容器内の水位（原子炉

冷却材の自然循環に必要な水頭圧）を低下させること

により，原子炉冷却材の自然循環量を減少させ，発電

用原子炉内のボイド率を上昇させて原子炉出力を抑制

する。 

原子炉圧力容器内の水位低下操作により原子炉出力

を抑制する設備は以下のとおり。 

・原子炉水位制御系

・復水・給水系，タービン駆動給水ポンプ，電動機

駆動給水ポンプ

・原子炉隔離時冷却系

・高圧炉心スプレイ系

・非常用交流電源設備

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ター

ビンバイパス弁容量が

大きいため，発電用原

子炉が隔離状態でなけ

れば原子炉出力の高低

に係わらず格納容器へ

の蒸気流出は起こらな

いため，水位低下操作

は不要 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴ

ＷＳ発生時において原

子炉出力が高くタービ

ン駆動給水ポンプが運

転継続している場合を

想定（以下，⑦の相

違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 電源構成及び給電対

象負荷の相違 
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(e) 制御棒挿入

ATWS が発生した場合に，上記「(a) 原子炉緊急停

止」の対応手段を実施しても全制御棒全挿入が確認で

きない場合は，自動又は手動操作により制御棒を挿入

する手段がある。 

ⅰ.制御棒自動挿入 

原子炉スクラム信号又は代替制御棒挿入機能作動

信号が発信されたにもかかわらず全制御棒が緊急挿

入しなかった場合においても,電動駆動にて全制御棒

を自動で全挿入する。 

電動駆動にて制御棒を自動で挿入する設備は以下

のとおり。 

・ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）

・制御棒操作監視系

・制御棒

・制御棒駆動機構（電動駆動）

・非常用交流電源設備

ⅱ.制御棒手動挿入 

中央制御室でのスクラムテストスイッチ及び原子

(e) 制御棒挿入

ＡＴＷＳが発生した場合に，上記「(a) 原子炉緊急

停止」の対応手段を実施しても全制御棒全挿入が確認

できない場合は，手動操作により制御棒を挿入する手

段がある。

ⅰ) 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，選択制御棒挿入機構

により選択された制御棒を挿入し原子炉出力を抑制

する手段がある。 

選択制御棒挿入機構により原子炉出力を抑制する

設備は以下のとおり。 

・選択制御棒挿入機構

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系配管・弁

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

・非常用交流電源設備

・燃料給油設備

ⅱ) 制御棒手動挿入 

中央制御室でのスクラム・パイロット弁継電器用

(f) 制御棒挿入

ＡＴＷＳが発生した場合に，上記「 (a) 原子炉緊

急停止」の対応手段を実施しても全制御棒全挿入が確

認できない場合は，手動操作により制御棒を挿入する

手段がある。 

ⅰ 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，選択制御棒挿入機構

により選択された制御棒を挿入し原子炉出力を抑制

する手段がある。 

選択制御棒挿入機構により原子炉出力を抑制する 

設備は以下のとおり。 

・選択制御棒挿入機構

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動水圧系 配管・弁

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット

・非常用交流電源設備

ⅱ 制御棒手動挿入 

補助盤室でのスクラムテストスイッチ及び原子炉

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水圧

駆動（手動）のみ 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主

対策設備として選択制

御棒挿入機構を整備 

・記載表現の相違

【東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，電動

駆動での制御棒挿入機

能がないため自動挿入

（フォローイン）なし

・設備の相違
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炉緊急停止系電源スイッチの操作，中央制御室から

の手動操作による制御棒電動挿入により制御棒を挿

入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水圧駆動にて制御棒を手動で挿入する設備は以下

のとおり。 

・スクラムテストスイッチ 

・原子炉緊急停止系電源スイッチ 

 

 

 

 

・制御棒 

・制御棒駆動機構（水圧駆動） 

・制御棒駆動系配管 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

 

制御棒を手動で電動挿入する設備は以下のとお

り。 

・制御棒操作監視系 

・制御棒 

・制御棒駆動機構（電動駆動） 

・非常用交流電源設備 

ヒューズの引抜き操作，中央制御室からの手動操作

による制御棒挿入，現場でのスクラム・パイロット

弁計器用空気系の排気操作又は現場でのスクラム個

別スイッチの操作により制御棒を挿入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒を手動で挿入する設備は以下のとおり。 

 

・スクラム個別スイッチ 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

 

 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系配管・弁 

 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動系配管・弁 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

 

 

 

・制御棒操作監視系 

 

 

・非常用交流電源設備 

保護系電源スイッチの操作並びに中央制御室からの

手動操作による制御棒挿入，現場でのスクラムパイ

ロット弁制御用空気の排出操作により制御棒を挿入

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒を手動で挿入する設備は以下のとおり。 

 

・スクラムテストスイッチ 

・原子炉保護系電源スイッチ 

 

 

・スクラムパイロット弁計装用配管・弁 

 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

 

 

 

・制御棒手動操作・監視系 

 

 

・非常用交流電源設備 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉保護系電源スイッチ

操作（1.1.1(2)a.(f)  

ⅱ）により当該設備を

用いた手段を包絡（以

下，⑧の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，電動

での制御棒挿入機能な

し（以下，⑨の相違） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 
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(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉緊急停止で使用する設備のうち，ATWS 緩和設

備（代替制御棒挿入機能），制御棒，制御棒駆動機構

（水圧駆動），制御棒駆動系配管及び制御棒駆動系水

圧制御ユニットは重大事故等対処設備として位置付け

る。また，非常用交流電源設備は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑

制で使用する設備のうち，ATWS 緩和設備（代替冷却材

再循環ポンプ・トリップ機能）は重大事故等対処設備

として位置付ける。また，非常用交流電源設備は重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

ほう酸水注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入

系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，ほう酸水注入

系配管・弁，高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ及

び原子炉圧力容器は重大事故等対処設備として位置付

ける。また，非常用交流電源設備は重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急

上昇防止で使用する設備のうち，自動減圧系の起動阻

止スイッチは重大事故等対処設備として位置付ける。

また，非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

・燃料給油設備 

 

 

(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉緊急停止で使用する設備のうち，ＡＴＷＳ緩

和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ，制御棒，制御

棒駆動機構，制御棒駆動系配管・弁，制御棒駆動系水

圧制御ユニット，非常用交流電源設備及び燃料給油設

備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制で使用す

る設備のうち，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポン

プトリップ機能），再循環系ポンプ遮断器手動スイッ

チ，低速度用電源装置遮断器手動スイッチ，再循環系

ポンプ遮断器，低速度用電源装置遮断器，非常用交流

電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

ほう酸水注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入

ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・

弁，原子炉圧力容器，非常用交流電源設備及び燃料給

油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急

上昇防止で使用する設備のうち，自動減圧系の起動阻

止スイッチ，非常用交流電源設備及び燃料給油設備は

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

 

 

 

(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉緊急停止で使用する設備のうち，ＡＴＷＳ緩

和設備（代替制御棒挿入機能），制御棒，制御棒駆動

機構，制御棒駆動水圧系配管・弁及び制御棒駆動水圧

系水圧制御ユニットは重大事故等対処設備として位置

付ける。また，非常用交流電源設備は重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制で使

用する設備のうち，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再

循環ポンプトリップ機能）は重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，非常用交流電源設備は重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

ほう酸水注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入

ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・

弁，差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器

内部）及び原子炉圧力容器は重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，非常用交流電源設備は重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

自動減圧系等の起動阻止スイッチによる原子炉出力

急上昇防止で使用する設備のうち，自動減圧起動阻止

スイッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッチは重大事

故等対処設備として位置付ける。また，非常用交流電

源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

位置付ける。 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

・記載表現の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

③，④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

⑤，④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

配管構成の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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全て網羅されている。 

（添付資料 1.1.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉を

緊急に停止できない場合においても，原子炉出力を抑

制し，発電用原子炉を未臨界にすることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため,自主対策設備と位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・手動スクラムボタン，原子炉モードスイッチ「停

止」 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原

子炉が自動で緊急停止しなかった場合に，手動ス

クラムボタンの操作及び原子炉モードスイッチを

「停止」位置に切り替える操作により制御棒の緊

急挿入を可能とするための設計基準事故対処設備

であり，主スクラム回路を共有しているため，重

大事故等対処設備とは位置付けない。 

 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作で使用する設備 

耐震性がないものの，常用電源が健全であれば

給水系（電動駆動原子炉給水ポンプ）による原子

炉圧力容器への給水量の調整により原子炉圧力容

器内の水位を低下できることから，原子炉出力を

抑制する手段として有効である。なお，原子炉隔

離時冷却系又は高圧炉心注水系による原子炉圧力

容器への注水が行われている場合は，これらによ

る原子炉圧力容器内の水位制御を優先する。 

 

 

 

 

 

 

 

・スクラムテストスイッチ 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，当該スイッチを操作することで制御棒の 

全て網羅されている。 

（添付資料1.1.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉を

緊急に停止できない場合においても原子炉出力を抑制

し，発電用原子炉を未臨界にすることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。あわせて，その理由を示す。 

・手動スクラム・スイッチ，原子炉モード・スイッ

チ「停止」 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子

炉が自動で緊急停止しなかった場合に，手動スク

ラム・スイッチの操作及び原子炉モード・スイッ

チを「停止」位置に切り替える操作により制御棒

の緊急挿入を可能とするための設計基準事故対処

設備であり，原子炉緊急停止系の回路を共有して

いるため，重大事故等対処設備とは位置付けな

い。 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作で使用する設備 

耐震性がないものの，常用電源が健全であれば

給水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給

水ポンプ）による原子炉圧力容器への給水量の調

整により原子炉圧力容器内の水位を低下できるこ

とから，原子炉出力を抑制する手段として有効で

ある。なお，原子炉隔離時冷却系又は高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水が行われ

ている場合は，これらによる原子炉圧力容器内の

水位制御を優先する。 

・選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択された制御棒を自動的に挿入す

る機能であり，ＡＴＷＳ発生時の状況によっては

発電用原子炉の未臨界の達成又は維持は困難であ

るが，原子炉出力を抑制する手段として有効であ

る。 

・スクラム個別スイッチ 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，現場に設置してある当該スイッチを操作 

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.1.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉を

緊急に停止できない場合においても，原子炉出力を抑

制し，発電用原子炉を未臨界にすることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付け

る。併せて，その理由を示す。 

・原子炉手動スクラムＰＢ，原子炉モード・スイッ

チ「停止」 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原

子炉が自動で緊急停止しなかった場合に，原子炉

手動スクラムＰＢの操作及び原子炉モード・スイ

ッチを「停止」位置に切り替える操作により制御

棒の緊急挿入を可能とするための設計基準事故対

処設備であり，主スクラム回路を共有しているた

め，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作で使用する設備 

耐震性がないものの，常用電源が健全であれば

復水・給水系，タービン駆動給水ポンプ，電動機

駆動給水ポンプによる原子炉圧力容器への給水量

の調整により原子炉圧力容器内の水位を低下でき

ることから，原子炉出力を抑制する手段として有

効である。なお，原子炉隔離時冷却系又は高圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水が行

われている場合は，これらによる原子炉圧力容器

内の水位制御を優先する。 

・選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択された制御棒を自動的に挿入す

る機能であり，ＡＴＷＳ発生時の状況によっては

発電用原子炉の未臨界の達成又は維持は困難であ

るが，原子炉出力を抑制する手段として有効であ

る。 

・スクラムテストスイッチ 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，補助盤室に設置してある当該スイッチを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主

対策設備として選択制

御棒挿入機構を整備 

 

 

 

・設備の相違 
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緊急挿入が可能であることから，制御棒を挿入す

る手段として有効である。 

 

・制御棒駆動機構（電動駆動），制御棒操作監視系 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要するも

のの，スクラムテストスイッチ若しくは原子炉緊

急停止系電源スイッチの操作により制御棒を水 

圧駆動で挿入完了するまでの間，又はこれらの操

作が実施できない場合に，電動駆動で制御棒を挿

入する手段として有効である。なお，電動駆動で

制御棒を挿入する手段には原子炉スクラム信号又

は代替制御棒挿入機能作動信号による制御棒の自

動挿入及び制御棒操作監視系にて選択した制御棒

の手動挿入がある。 

・原子炉緊急停止系電源スイッチ 

原子炉緊急停止系の監視及び操作はできなくな

るものの，当該電源スイッチを操作し，スクラム

パイロット弁電磁コイルの電源を遮断すること

で，制御棒の緊急挿入が可能であることから，制

御棒を挿入する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，ATWS 時における運転員による一連の

対応として事故時運転操作手順書（徴候ベース）（以

下，「EOP」という。）に定める（第 1.1.1表）。 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器について

も整理する(第 1.1.2表)。 

することで制御棒の緊急挿入が可能であることか

ら，制御棒を挿入する手段として有効である。 

 

・制御棒操作監視系 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，制御棒を手動にて挿入する手段として有

効である。 

 

 

 

 

 

 

 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，スクラム・パイロット弁電磁コイルの電

源を遮断することで，制御棒の緊急挿入が可能で

あることから，制御棒を挿入する手段として有効

である。 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系配管・弁 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，現場に設置してある計器用空気系配管内

の計器用空気を排出することで制御棒のスクラム

動作が可能であることから，制御棒を挿入する手

段として有効である。 

 

ｂ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，ＡＴＷＳ時における運転員等※２によ

る一連の対応として「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベー

ス）」及び「ＡＭ設備別操作手順書」に定める（第1.1－

1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器について

も整備する（第1.1－2表）。 

※2 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対

応要員（運転操作対応）をいう。 

操作することで制御棒の緊急挿入が可能であるこ

とから，制御棒を挿入する手段として有効であ

る。 

・制御棒手動操作・監視系 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，スクラムテストスイッチ若しくは原子炉

保護系電源スイッチの操作により制御棒を水圧駆 

動で挿入完了するまでの間，又はこれらの操作が

実施できない場合に，手動で制御棒を挿入する手

段として有効である。 

 

 

 

 

・原子炉保護系電源スイッチ 

原子炉保護系の監視及び操作はできなくなるも

のの，当該電源スイッチを操作し，スクラムパイ

ロット弁電磁コイルの電源を遮断することで，制

御棒の緊急挿入が可能であることから，制御棒を

挿入する手段として有効である。 

・スクラムパイロット弁計装用配管・弁 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要する

ものの，現場に設置してある計装用配管内の制御

用空気を排出することで制御棒のスクラム動作が

可能であることから，制御棒を挿入する手段とし

て有効である。 

 

ｂ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，ＡＴＷＳ時における運転員による一

連の対応として事故時操作要領書（徴候ベース）（以下

「ＥＯＰ」という。）に定める（第 1.1－1表）。 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器について

も整理する（第 1.1－2表）。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員にて対応 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＥＯ

Ｐにて対応 
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1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) EOP 「スクラム」(原子炉出力) 

 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム

信号が発信した場合又は原子炉手動スクラム操作を実施した

場合は，原子炉スクラムの成否を確認するとともに，原子炉

モードスイッチを「停止」位置に切り替えることにより原子

炉スクラムを確実にする。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉手

動スクラム操作をした場合。 

 

ｂ．操作手順 

EOP「スクラム」(原子炉出力)における操作手順の概要

は以下のとおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ラン

プの点灯及び原子炉出力の低下により確認する。手順の

対応フローを第 1.1.2 図に，タイムチャートを第 1.1.3

図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に原子炉スクラム状況の確認を指示

する。原子炉スクラムが成功していない場合は，

原子炉手動スクラム操作及び手動による代替制御

棒挿入操作を指示する。 

②中央制御室運転員 A は，スクラム警報の発生の有

無，制御棒の挿入状態及び原子炉出力の低下の状

況を状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員 A は，原子炉スクラムが成功し

ていない場合は，原子炉手動スクラム操作及び手

動による代替制御棒挿入操作を実施する。 

④中央制御室運転員 A は，原子炉モードスイッチを

「停止」位置に切り替える。 

 

 

 

 

 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラ

ム」（原子炉出力） 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム

信号が発信した場合又は原子炉手動スクラム操作を実施した

場合は，原子炉スクラムの成否を確認するとともに，原子炉

モード・スイッチを「停止」位置に切り替えることにより原

子炉スクラムを確実にする。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉手動ス

クラム操作をした場合。 

 

ｂ．操作手順 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スク

ラム」（原子炉出力）における操作手順の概要は以下の

とおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯

及び原子炉出力の低下により確認する。手順の対応フロ

ーを第1.1－2図に，タイムチャートを第1.1－3図に示

す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に原子炉スクラム状況の確認を指示する。原子炉ス

クラムが成功していない場合は，手動スクラム・ス

イッチによる原子炉手動スクラム及び手動による代

替制御棒挿入機能を作動させるように指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，スクラム警報の発生の

有無，制御棒の挿入状態及び原子炉出力の低下の状

況を状態表示にて確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉スクラムが成功

していない場合は，手動スクラム・スイッチによる

原子炉手動スクラムを実施する。 

④運転員等は中央制御室にて，原子炉モード・スイッ

チを「停止」位置に切り替える。 

⑤運転員等は中央制御室にて，代替制御棒挿入機能を

手動で作動させる。 

 

 

 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力） 

 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム

信号が発信した場合又は原子炉手動スクラム操作を実施した

場合は，原子炉スクラムの成否を確認するとともに，原子炉

モード・スイッチを「停止」位置に切り替えることにより原

子炉スクラムを確実にする。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉手

動スクラム操作をした場合。 

 

ｂ．操作手順 

ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）における操作手順

の概要は以下のとおり。各手順の成功は，全制御棒全挿

入ランプの点灯及び原子炉出力の低下により確認する。

手順の対応フローを第 1.1－2 図に，タイムチャートを第

1.1－3図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に原子炉スクラム状況の確認を指示

する。原子炉スクラムが成功していない場合は，

原子炉手動スクラム操作及び手動による代替制御

棒挿入操作を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，スクラム警報の発報の有

無，制御棒の挿入状態及び原子炉出力の低下の状

況を状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉スクラムが成功し

ていない場合は，原子炉手動スクラム操作及び手

動による代替制御棒挿入操作を実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉モード・スイッチ

を「停止」位置に切り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根

１号炉と中央制御室を

共用しているため，当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施

（以下，⑩の相違） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

東海第二は，手順⑤

にて実施 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手順

③にて実施 
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⑤当直副長は，上記④の操作を実施しても全制御棒

が全挿入とならず，未挿入の制御棒がペアロッド

1 組又は制御棒 1 本よりも多い場合は，ATWS と判

断し，中央制御室運転員に EOP「反応度制御」へ

移行を指示する。 

 

 

 

c. 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから EOP

「反応度制御」への移行まで 1分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

(2) EOP「反応度制御」 

 

ATWS発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

ａ．手順着手の判断基準 

EOP「スクラム」(原子炉出力)の操作を実施しても，ペ

アロッド 1 組又は制御棒 1 本よりも多くの制御棒が未挿

入の場合。 

なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒の位置

が確認できない場合も ATWSと判断する。 

 

ｂ．操作手順 

EOP「反応度制御」における操作手順の概要は以下のと

おり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及

び原子炉出力の低下により確認する。手順の対応フロー

を第 1.1.4 図に，概要図を第 1.1.5 図に，タイムチャー

トを第 1.1.6図に示す。 

 

⑥発電長は，上記⑤の操作を実施しても全制御棒全挿

入位置とならず，未挿入の制御棒が1本よりも多い場

合は，ＡＴＷＳと判断し，運転員等に非常時運転手

順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」へ

の移行を指示する。 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転

員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制

御」への移行まで2分以内で可能である。 

 

 

 

 

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制

御」 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

ａ．手順着手の判断基準 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スク

ラム」（原子炉出力）の操作を実施しても，制御棒1本よ

りも多くの制御棒が未挿入の場合。 

なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒の位置

が確認できない場合もＡＴＷＳと判断する。 

 

ｂ．操作手順 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応

度制御」における操作手順の概要は以下のとおり。各手

順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及び原子炉出

力の低下により確認する。手順の対応フローを第1.1－4

図及び第1.1－5図に，概要図を第1.1－6図及び第1.1－7

図に，タイムチャートを第1.1－8図に示す。 

⑤当直副長は，上記④の操作を実施しても全制御棒

が全挿入とならず，未挿入の制御棒が 1本よりも

多い場合は，ＡＴＷＳと判断し，中央制御室運転

員にＥＯＰ 「反応度制御」へ移行を指示する。 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してからＥＯＰ「反応度制御」へ

の移行まで２分以内で可能である。 

（添付資料 1.1.6） 

 

 

 

 

(2) ＥＯＰ「反応度制御」 

 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

ａ．手順着手の判断基準 

ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）の操作を実施して

も，制御棒 1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。 

 

なお，制御棒手動操作・監視系の故障により，制御棒

の位置が確認できない場合もＡＴＷＳと判断する。 

 

ｂ．操作手順 

ＥＯＰ「反応度制御」における操作手順の概要は以下

のとおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点

灯及び原子炉出力の低下により確認する。手順の対応フ

ローを第 1.1－4図及び第 1.1－5図に，概要図を第 1.1－

6図に，タイムチャートを第 1.1－7図に示す。 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ペア

ロッドなし（以下，⑪

の相違） 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成，対応手

段，対応する要員及び

所要時間の相違（以

下，⑫の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 
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①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に原子炉冷却材再循環ポンプ停止に

よる原子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系及

び代替自動減圧系の自動起動阻止操作を指示す

る。 

②中央制御室運転員 Aは，代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能による原子炉冷却材再循環ポン

プの自動停止状況を状態表示にて確認する。代替

冷却材再循環ポンプ・トリップ機能が作動してい

ない場合又は原子炉冷却材再循環ポンプが部分台

数のみ停止している場合は，手動操作により停止

していない原子炉冷却材再循環ポンプを停止す

る。 

③中央制御室運転員 Aは，自動減圧系及び代替自動

減圧系の自動起動阻止操作を実施する。 

 

④当直副長は，原子炉冷却材再循環ポンプ停止によ

る原子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系及び

代替自動減圧系の自動起動阻止操作が完了したこ

とを確認し，中央制御室運転員にほう酸水注入系

の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操作及

び制御棒の挿入操作を同時に行うことを指示す

る。同時に行うことが不可能な場合は，ほう酸水

注入系の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下

操作，制御棒の挿入操作の順で優先させる。 

⑤中央制御室運転員 Aは，ほう酸水注入系ポンプ(A)

又は(B)の起動操作(ほう酸水注入系起動用キー・

スイッチを「ポンプ A」位置（B系を起動する場合

は「ポンプ B」位置）にすることで，ほう酸水注

入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が全

開となり，ほう酸水注入系ポンプが起動し，原子

炉圧力容器へのほう酸水注入が開始される。)を実

施し，併せて，ほう酸水注入系タンク液位指示値

の低下，平均出力領域モニタ指示値及び起動領域

モニタ指示値の低下を確認する。 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に再循環系ポンプ停止による原子炉出力の抑制操

作，並びに自動減圧系の起動阻止スイッチによる自

動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動阻止操

作を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，代替再循環系ポンプト

リップ機能による再循環系ポンプの自動停止状況を

状態表示にて確認する。代替再循環系ポンプトリッ

プ機能が作動していない場合は，手動操作により再

循環系ポンプを停止する。 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，自動減圧系の起動阻止

スイッチによる自動減圧系及び過渡時自動減圧機能

の自動起動阻止操作を実施する。 

④発電長は，再循環系ポンプ停止による原子炉出力の

抑制操作，並びに自動減圧系の起動阻止スイッチに

よる自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動

阻止操作が完了したことを確認し，運転員等にほう

酸水注入系の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低

下操作及び制御棒の挿入操作を同時に行うことを指

示する。同時に行うことが不可能な場合は，ほう酸

水注入系の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下

操作，制御棒の挿入操作の順で優先させる。 

⑤運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入ポンプ

（Ａ）又は（Ｂ）の起動操作（ほう酸水注入系起動

用キー・スイッチを「ＳＹＳ Ａ」位置（Ｂ系を起

動する場合は「ＳＹＳ Ｂ」位置）にすることで，

ほう酸水貯蔵タンク出口弁及びほう酸水注入系爆破

弁が全開となり，ほう酸水注入ポンプが起動し，原

子炉圧力容器へのほう酸水注入が開始される。）を

実施し，併せて，ほう酸水貯蔵タンク液位指示値の

低下，平均出力領域計装指示値及び起動領域計装指

示値の低下を確認する。 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に原子炉再循環ポンプ停止による原

子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系及び代替

自動減圧機能の自動起動阻止操作を指示する。 

 

②中央制御室運転員Ａは，代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能による原子炉再循環ポンプの自動停

止状況を状態表示にて確認する。代替原子炉再循

環ポンプトリップ機能が作動していない場合は，

手動操作により原子炉再循環ポンプを停止する。 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，自動減圧系及び代替自動

減圧機能の自動起動阻止操作を実施する。 

 

④当直副長は，原子炉再循環ポンプ停止による原子

炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系及び代替自

動減圧機能の自動起動阻止操作が完了したことを

確認し，中央制御室運転員にほう酸水注入系の起

動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操作及び制

御棒の挿入操作を同時に行うことを指示する。同

時に行うことが不可能な場合は，ほう酸水注入系

の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操作，

制御棒の挿入操作の順で優先させる。 

⑤中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入ポンプ

（Ａ）又は（Ｂ）の起動操作（ＳＬＣ起動操作ス

イッチを「Ａ系統」位置（Ｂ系を起動する場合は

「Ｂ系統」位置）にすることで，Ａ（Ｂ）－ＳＬ

Ｃタンク出口弁及びＡ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁が全

開となり，ほう酸水注入ポンプが起動し，原子炉

圧力容器へのほう酸水注入が開始される。）を実

施し，併せて，ほう酸水貯蔵タンク液位指示値の

低下，平均出力領域計装指示値又は中性子源領域

計装指示値の低下を確認する。 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子

炉再循環ポンプ部分台

数トリップなし 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7及び東海第

二はＳＲＮＭのため常

時監視可能，島根２号
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⑥中央制御室運転員 Aは，原子炉出力が 60%以上の

場合又は発電用原子炉が隔離状態である場合は，

給水系（電動駆動原子炉給水ポンプ），原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉圧力

容器への注水量を減少させ，原子炉圧力容器内の

水位を低下させることで原子炉出力を 3%以下に維

持する。 

原子炉出力を 3%以下に維持できない場合は，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

1.5）以上に維持するよう原子炉圧力容器内の水位

低下操作を実施する。 

 

 

 

⑦中央制御室運転員 A及び Bは，以下の操作により

制御棒を挿入する。 

 

・原子炉手動スクラム操作 

・手動操作による代替制御棒挿入機能の作動 

 

・制御棒手動挿入操作(制御棒自動挿入が作動しな

い場合) 

・スクラムテストスイッチの操作 

 

 

⑥発電長は，運転員等に逃がし安全弁からの蒸気流入

によるサプレッション・プール水温度の上昇を抑制

するため，残留熱除去系（サプレッション・プール

冷却系）ポンプの起動を指示する。 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（サプレ

ッション・プール冷却系）ポンプを起動する。 

⑧発電長は，サプレッション・プール水温度指示値が

106℃に到達した場合は，運転員等にサプレッショ

ン・チェンバを水源として運転している原子炉隔離

時冷却系の停止操作を指示する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，手動操作により原子炉

隔離時冷却系の停止操作を実施する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，原子炉出力が55％以上

の場合又は発電用原子炉が隔離状態である場合は，

給水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水

ポンプ），原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水量を減少させ，

原子炉圧力容器内の水位を低下させることで原子炉

出力を3％未満に維持する。 

原子炉出力を3％未満に維持できない場合は，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位異常低下（レベル

１）より＋500mm ～ ＋1,500mmに維持するように原

子炉圧力容器内の水位低下操作を実施する。 

 

 

 

⑪運転員等は中央制御室又は原子炉建屋原子炉棟に

て，以下の操作により制御棒を挿入する。 

 

 

・手動操作による代替制御棒挿入機能の作動 

・手動操作による選択制御棒挿入機構の作動 

・制御棒手動挿入操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員Ｂは，発電用原子炉が隔離状態

の場合は，復水・給水系，タービン駆動給水ポン

プ，電動機駆動給水ポンプ，原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ

の注水量を減少させ，原子炉圧力容器内の水位を

低下させることで原子炉出力を３％未満に維持す

る。 

原子炉出力を３％未満に維持できない場合は，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル１

Ｈ）以上に維持するように原子炉圧力容器内の水

位の低下操作を実施する。 

 

 

 

⑦中央制御室運転員Ａ及びＢ又は現場運転員Ｃ及び

Ｄは，以下の操作により制御棒を挿入する。 

 

・原子炉手動スクラム操作 

・手動操作による代替制御棒挿入機能の作動 

・手動操作による選択制御棒挿入機構の作動 

・制御棒手動挿入操作 

 

・スクラムテストスイッチの操作 

炉は必要によりＳＲＭ

を挿入し監視を行う 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手順

⑨にて実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ター

ビンバイパス弁容量が

大きいため，発電用原

子炉が隔離状態でなけ

れば原子炉出力の高低

に係わらず格納容器へ

の蒸気流出は起こらな

いため，水位低下操作

は不要 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

対応要員の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段の相違 
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・原子炉緊急停止系電源スイッチの操作

⑧当直副長は，上記⑦の操作を実施中に制御棒をペ

アロッド１ 組以下まで挿入完了した場合又は未挿

入の制御棒を 16 ステップ以下（ 0 ステップが全

挿入位置，200ステップが全引抜き位置）まで挿

入完了した場合は，中央制御室運転員にほう酸水

注入系の停止を指示する。 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズの引抜

き操作 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作

・原子炉スクラム・リセット後の手動スクラム・ス

イッチによる原子炉手動スクラム操作

・原子炉スクラム・リセット後の手動操作による代

替制御棒挿入機能の作動

・原子炉スクラム・リセット後のスクラム個別スイ

ッチの操作

⑫発電長は，上記⑪の操作を実施中に全制御棒全挿入

位置又は最大未臨界引抜位置（全制御棒“02”位

置）まで挿入完了した場合は，運転員等にほう酸水

注入系の停止を指示する。

・原子炉保護系電源スイッチの操作

・スクラムパイロット弁制御用空気の排出操作

・原子炉スクラムリセット後の手動スクラムＰＢ

による原子炉手動スクラム操作 

・原子炉スクラムリセット後の手動操作による代

替制御棒挿入機能の作動 

・原子炉スクラムリセット後のスクラムテストス

イッチの操作

⑧当直副長は，上記⑦の操作を実施中に全制御棒全

挿入又は１本のみ制御棒未挿入の状態まで挿入完

了した場合は，中央制御室運転員にほう酸水注入

系の停止を指示する。

⑨当直副長は，中央制御室運転員に逃がし安全弁か

らの蒸気流入によるサプレッション・プール水温

度の上昇を抑制するため，残留熱除去系（サプレ

ッション・プール水冷却モード）の起動を指示す

る。 

⑩中央制御室運転員Ｂは，残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モード）を起動する。

⑪当直副長は，サプレッション・プール水温度指示

値が規定値に到達した場合は，中央制御室運転員

にサプレッション・チェンバを水源として運転し

ている原子炉隔離時冷却系の停止操作を指示す

る。 

⑫中央制御室運転員Ｂは，手動操作により原子炉隔

離時冷却系の停止操作を実施する。 

・運用の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

・体制の相違

【東海第二】 

⑩の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＥＯ

Ｐ「反応度制御」導入

条件を採用 

・運用の相違

【東海第二】 

東海第二は，ペアロ

ッドがなく全制御棒全

挿入又は最大未臨界引

抜位置までの挿入 

・運用の相違

【東海第二】 

東海第二は，手順⑥

にて実施 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴ

ＷＳ時におけるサプレ

ッション・プール水温

度上昇時の抑制操作を

記載 
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制御棒を挿入できなかった場合は，ほう酸水の全量注

入完了を確認し， 中央制御室運転員にほう酸水注入系の

停止を指示する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は， 1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名にて作業を実施した場合， 作業開始を判断してからの

各操作の所要時間は以下のとおり。 

・原子炉冷却材再循環ポンプ手動停止 ： 1 分以内 

 

・自動減圧系，代替自動減圧系の自動起動阻止： 1 分

以内 

・ほう酸水注入開始 ： 1 分以内 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作開始 ： 1 分以内 

 

・制御棒挿入操作開始 ： 2 分以内 

 

 

・スクラムテストスイッチ操作完了 ： 約 7 分 

・原子炉緊急停止系電源スイッチ操作完了 ： 約 10 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒を挿入できなかった場合は，ほう酸水の全量注

入完了を確認し，運転員等にほう酸水注入系の停止を指

示する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転

員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

らの各操作の所要時間は以下のとおり。 

・代替再循環系ポンプトリップ機能の作動確認完了：1

分以内 

・自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の起動阻止操作

完了：2分以内 

・ほう酸水注入系の起動操作完了：4分以内 

・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）操

作完了：15分以内 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作開始：4分以内 

 

・制御棒手動挿入操作開始：139分以内 

 

 

 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ引抜き操

作完了：27分以内 

 

 

 

 

 

・代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入操作完

了：13分以内 

 

 

 

 

制御棒を挿入できなかった場合は，ほう酸水の全量注

入完了を確認し，中央制御室運転員にほう酸水注入系の

停止を指示する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員２名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからの各操作の想定時間

は以下のとおり。 

・代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の作動確認完

了：１分 30 秒以内 

・自動減圧系及び代替自動減圧機能の起動阻止操作完

了：２分 30 秒以内 

・ほう酸水注入系の起動操作完了：５分 30秒以内 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）操作完了：46分30秒以内 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作開始：５分 30秒以  

 内 

・制御棒手動挿入操作開始：６分 30秒以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機能に

よる制御棒緊急挿入操作完了：６分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴＷ

Ｓ時におけるサプレッシ

ョン・プール水温度上昇

時の抑制操作を記載 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，現場

運転員が実施 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

対応手段の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，反応
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・選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制操作完

了：14分以内 

・原子炉スクラム・リセット後の原子炉手動スクラム

操作完了：23分以内 

・原子炉スクラム・リセット後の代替制御棒挿入機能

による制御棒緊急挿入操作完了：34分以内 

 

現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからの各操作の所要時間

は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作完

了：72分以内 

・スクラム個別スイッチによる制御棒挿入操作完了：

139分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制操作完

了：６分30秒以内 

・原子炉スクラムリセット後の原子炉手動スクラム操

作完了：16分以内 

・原子炉スクラムリセット後の代替制御棒挿入機能に

よる制御棒緊急挿入操作完了：26分 30秒以内 

 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してからの各操作の想定時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

・スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作完

了：15分 30秒以内 

・原子炉保護系電源スイッチ操作完了：21分 30秒以内 

 

 

 

 

 

・スクラムパイロット弁制御用空気の排出操作完了：

36分 30秒以内 

・原子炉スクラムリセット後のスクラムテストスイッ 

チによる制御棒挿入操作完了：46分 30秒以内 

 

 

 

度制御における原子炉

手動スクラム操作及び

代替制御棒挿入機能に

よる制御棒緊急挿入操

作についても想定時間

を記載 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，現場

作業を実施することか

ら想定時間を記載 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

対応手段の相違 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，現場

運転員が実施 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常

運転時と同程度である。 

（添付資料1.1.4，添付資料1.1.5，添付資料1.1.6 

添付資料1.1.7，添付資料1.1.9） 

 

 (3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.1－9図に示す。 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉の運転

を緊急に停止すべき状況にもかかわらず，全制御棒が発電用

原子炉へ全挿入されない場合，非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ

ース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力）に従い，中央

制御室から速やかに操作が可能である手動スクラム・スイッ

チの操作，原子炉モード・スイッチの「停止」位置への切替

え操作及び手動での代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿

入操作により，発電用原子炉を緊急停止させる。 

手動スクラム・スイッチの操作，原子炉モード・スイッチ

の「停止」位置への切替え操作及び手動での代替制御棒挿入

機能による制御棒緊急挿入操作を実施しても発電用原子炉の

緊急停止ができない場合は，原子炉停止機能喪失と判断す

る。非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度

制御」に従い，再循環系ポンプ停止による原子炉出力の抑制

操作，並びに自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動

阻止操作を行うとともに，発電用原子炉を未臨界にするた

め，ほう酸水注入系を速やかに起動させる。 

また，原子炉出力を抑制するため，原子炉圧力容器内の水

位低下操作を行う。 

さらに，制御棒挿入により発電用原子炉を未臨界にするた

め，スクラム弁の開閉状態に合わせた操作により全制御棒挿

入操作を行う。 

 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプ

レッション・プールの除熱手順は「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」にて整備する。 

 

 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

（添付資料 1.1.4，添付資料 1.1.5，添付資料 1.1.6， 

添付資料 1.1.7，添付資料 1.1.9） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，現場

作業を実施することか

ら成立性を記載 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.1.7 図に示す。 

運転時の異常な過渡変化時において， 発電用原子炉の運

転を緊急に停止すべき状況にもかかわらず， 全制御棒が発

電用原子炉へ全挿入されない場合， EOP「スクラム」（原子

炉出力） に従い， 中央制御室から速やかに操作が可能であ

る手動スクラムボタンの操作，手動による代替制御棒挿入操

作及び原子炉モードスイッチの「停止」位置への切替え操作

により， 発電用原子炉を緊急停止させる。 

 

手動スクラムボタンの操作，手動による代替制御棒挿入操

作及び原子炉モードスイッチの「停止」位置への切替え操作

を実施しても発電用原子炉の緊急停止ができない場合は， 

原子炉停止機能喪失と判断する。EOP「反応度制御」に従

い， 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力の抑

制操作，並びに自動減圧系及び代替自動減圧系の自動起動阻

止操作を行うとともに，発電用原子炉を未臨界にするため，

ほう酸水注入系を速やかに起動させる。 

 

また， 原子炉出力を抑制するため， 原子炉圧力容器内の

水位低下操作を行う。 

さらに，制御棒挿入により発電用原子炉を未臨界にするた

め，スクラム弁の開閉状態に合わせた操作により全制御棒挿

入操作を行う。 

 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.1－8図に示す。 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉の運転

を緊急に停止すべき状況にもかかわらず，全制御棒が発電用

原子炉へ全挿入されない場合，ＥＯＰ「スクラム」（原子炉

出力）に従い，中央制御室から速やかに操作が可能である原

子炉手動スクラムＰＢの操作，手動による代替制御棒挿入操

作及び原子炉モード・スイッチの「停止」位置への切替え操

作により，発電用原子炉を緊急停止させる。 

 

原子炉手動スクラムＰＢの操作，手動による代替制御棒挿

入操作及び原子炉モード・スイッチの「停止」位置への切替

え操作を実施しても発電用原子炉の緊急停止ができない場合

は，原子炉停止機能喪失と判断する。ＥＯＰ「反応度制御」

に従い，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力の抑制操

作，並びに自動減圧系及び代替自動減圧機能の自動起動阻止

操作を行うとともに，発電用原子炉を未臨界にするため，ほ

う酸水注入系を速やかに起動させる。 

 

また，原子炉出力を抑制するため，原子炉圧力容器内の水

位低下操作を行う。 

さらに，制御棒挿入により発電用原子炉を未臨界にするた

め，スクラム弁の開閉状態に合わせた操作により全制御棒全

挿入操作を行う。 

 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によ

るサプレッション・プール水の除熱手順は「1.6 原子炉格納

容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴＷ

Ｓ時におけるサプレッシ

ョン・プール水温度上昇

1.1-23



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

非常用交流電源設備への燃料給油手順は「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

時の抑制操作を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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第 1.1.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と 

整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/2） 

 

第1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と 

整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／3） 

 

第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と 

整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／３) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応設備の相違によ

る表の内容の相違（詳

細は 1.1.1(2)対応手段

と設備の選定の結果に

記載） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自動

減圧系の起動阻止スイ

ッチによる原子炉出力

急上昇防止について，

対応手段，対処設備，

手順書一覧(２／３)に

て記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2/2） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／3） 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(２／３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応設備の相違によ

る表の内容の相違（詳

細は 1.1.1(2)対応手段

と設備の選定の結果に

記載） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自動減

圧系の起動阻止スイッ

チによる原子炉出力急

上昇防止について，対

応手段，対処設備，手

順書一覧（1/2）にて記

載 

【東海第二】 

東海第二は，自動減

圧系の起動阻止スイッ

チによる原子炉出力急

上昇防止について，対

応手段，対処設備，手

順書一覧（1／3）にて

記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3／3） 対応手段，対処設備，手順書一覧(３／３) ・設備の相違

【東海第二】 

対応設備の相違によ

る表の内容の相違（詳

細は 1.1.1(2)対応手段

と設備の選定の結果に

記載） 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，原子炉

圧力容器内の水位低下

操作による原子炉出力

抑制について，対応手

段，対処設備，手順書

一覧（2/2）にて記載 
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第 1.1.2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1/2） 

 

第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／3） 

 

第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／３) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-28



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（2/2） 監視計器一覧（2／3） 監視計器一覧(２／３) ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

東海第二は，原子炉

圧力容器内の水位低下

操作について，監視計

器一覧（3／3）にて記

載 
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監視計器一覧（3／3） 監視計器一覧(３／３) ・設備の相違

【東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，制御棒

手動挿入について，監

視計器一覧（2/2）にて

記載 
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第
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・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の相違に基づく

機能喪失想定及び対応

手段の相違 
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第 1.1.1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

第1.1－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備の相違に基づく

機能喪失想定及び対応

手段の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，機能

喪失原因対策分析を基

に設計基準事故対処設

備の機能喪失に関連す

る機器について補足と

して表にて記載 
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第
1.
1
.2
図
 
EO
P「

ス
ク
ラ
ム
」
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
の
緊
急

停
止
対
応
フ
ロ
ー
 

第
1.
1－

2図
 
非
常
時
運
転
手
順
書
Ⅱ
（
徴
候
ベ
ー
ス
）
原
子
炉
制
御
「
ス
ク
ラ
ム
」
（
原
子
炉
出
力

）
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
の
緊
急
停
止
対
応
フ
ロ
ー
 

第1.1－2図 ＥＯＰ「スクラム」における発電用原子炉の 

緊急停止対応フロー 
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・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違
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第 1.1.4図 EOP「反応度制御」における原子炉の緊急停止対応

フロー 第1.1－4図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反

応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応フロー 

第1.1－4図 ＥＯＰ「反応度制御」における発電用原子炉の緊急

停止対応フロー 
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第1.1－5図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「Ｓ／Ｐ温度制

御」における対応フロー 

第1.1－5図 ＥＯＰ「Ｓ／Ｃ温度制御」における対応フロー 
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【東海第二】 

島根２号炉は，添付

資料 1.1.4及び添付資
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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・体制及び運用の相違 
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⑫の相違 
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第 1.1.7 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

第 1.1－9図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 第 1.1－8図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応設備の相違によ

る表の内容の相違（詳

細は 1.1.1(2)対応手段

と設備の選定の結果に

記載） 
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添付資料 1.1.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/3） 

添付資料1.1.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／6） 

添付資料 1.1.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／６) 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/3) 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／６) ・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応設備の相違によ

る表の内容の相違（詳

細は 1.1.1(2)対応手段

と設備の選定の結果に

記載） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑨の相違

【東海第二】 

⑧の相違
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/3) 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／６) ・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応設備の相違によ

る表の内容の相違（詳

細は 1.1.1(2)対応手段

と設備の選定の結果に

記載） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／６) ・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，技術

的能力審査基準に対す

る適合方針を記載 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／６) ・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，技術

的能力審査基準に対す

る適合方針を記載 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／６) ・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，技術

的能力審査基準に対す

る適合方針を記載 
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手順の相違による

供給対象設備の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手順の相違による

供給対象設備の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手順の相違による

供給対象設備の相違 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申
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添付資料 1.1.3 

原子炉自動スクラム設定値リスト 

添付資料1.1.3 

原子炉自動スクラム設定値リスト 

添付資料 1.1.3 

原子炉自動スクラム設定値リスト 
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 添付資料1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.1.4 

 

第１図 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴ

ＷＳ緩和設備説明図を

記載 
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添付資料 1.1.5 

 
 

 

 

 

 

第 1図 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.1.5 

 

第１図 ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＴ

ＷＳ緩和設備説明図を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成及びインタ

ーロックの相違 
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添付資料1.1.6 

重大事故対策の成立性 

添付資料 1.1.6 

重大事故対策の成立性 

１．ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力） 

ａ．操作概要 

  運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム信

号が発信した場合又は原子炉手動スクラム操作を実施した場合

は，原子炉スクラムの成否を確認するとともに，原子炉モー

ド・スイッチを「停止」位置に切り替えることにより原子炉ス

クラムを確実にする。

ｂ．作業場所 

  制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

  ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：２分以内（所要時間目安※１：１分 40秒） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定

した時間 

  想定時間内訳 

  【中央制御室運転員】 

●スクラム成否の確認：想定時間 20秒，所要時間目安 20秒

・確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

●原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機能による制

御棒緊急挿入操作：想定時間 30秒，所要時間目安 20秒 

・操作：所要時間目安 20秒（中央制御室）

●原子炉モード・スイッチ「停止」位置切替え：想定時間

20秒，所要時間目安 10秒

・操作：所要時間目安 10秒（中央制御室）

・記載表現の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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1．非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制

御」

(1) スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作

ａ．操作概要 

スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作が必

要な状況において，   まで移動す

るとともに，現場に設置してあるスクラム・パイロット

弁計器用空気系配管内の計器用空気を排気することでス

クラム弁ダイアフラムの空気圧を喪失させスクラム弁を

開とし，制御棒をスクラム動作させる。 

ｂ．作業場所 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

制御棒挿入の手段のうち，現場におけるスクラム・パ

イロット弁計器用空気系の排気操作に必要な要員数，所

●全制御棒全挿入状況確認：想定時間 20秒，所要時間目安

20秒 

・確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

●制御棒挿入状況確認（制御棒１本よりも多くの制御棒が未

挿入）：想定時間 20秒，所要時間目安 20秒 

・確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

●ＥＯＰ「反応度制御」への移行：想定時間 10秒，所要時

間目安 10秒 

・移行：所要時間目安 10秒（中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

（a）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚 

タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及 

びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可 

能である。 

２．ＥＯＰ「反応度制御」 

ａ．操作概要 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

ｂ．作業場所 

  制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

  廃棄物処理建物１階（非管理区域）（補助盤室） 

  原子炉建物原子炉棟２階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

  ＥＯＰ「反応度制御」に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 
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要時間は以下のとおり。 

必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：72分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は45分以内） 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：40分（移動経路：中央制御室から

（放射線防護具着用を 

む）） 

・排気操作：5分（操作対象1弁：

必要要員数 ：４名（中央制御室運転員２名，現場運転員 

２名） 

想定時間  ：「スクラム弁が閉の場合」 

36分 30秒以内（所要時間目安※１：17分） 

「スクラム弁が開の場合」 

46分 30秒以内（所要時間目安※１：31分 20 

秒） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定

した時間 

想定時間内訳 

「共通対応」 

【中央制御室運転員】 

●代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の作動確認：想定時

間１分 30秒，所要時間目安 20秒 

・確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

●自動減圧系及び代替自動減圧機能の起動阻止操作：想定時

間：１分，所要時間目安 40秒 

・操作：所要時間目安 40秒（中央制御室）

●ほう酸水注入系の起動操作：想定時間３分，所要時間目安

２分 

・操作：所要時間目安２分（中央制御室）

●原子炉圧力容器内の水位低下操作：想定時間「適宜実施」

・操作：「適宜実施」（中央制御室）

「スクラム弁が閉の場合」 

【中央制御室運転員】 

●原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機能による制

御棒緊急挿入操作：想定時間 30秒，所要時間目安 20秒 

・操作：所要時間目安 20秒（中央制御室）

●選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制操作：想定時間

30秒，所要時間目安 10秒 

・操作：所要時間目安 10秒（中央制御室）
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●制御棒手動挿入操作：想定時間「全制御棒全挿入まで連続

実施」 

・手動挿入準備：所要時間目安１分（中央制御室）

・手動挿入操作：「全制御棒全挿入まで連続実施」

（中央制御室） 

●残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

操作：想定時間 10分，所要時間目安３分 

・操作：所要時間目安３分（中央制御室）

  【現場運転員】 

●スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作：想定時間

10分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から

補助盤室） 

・操作：所要時間目安３分（操作対象 137個：補助盤室）

●原子炉保護系電源スイッチ操作：想定時間６分，所要時間

目安２分 

・操作：所要時間目安２分（補助盤室）

●スクラムパイロット弁制御用空気の排出操作：想定時間

15分，所要時間目安８分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：中央制御室から

原子炉建物原子炉棟２階） 

・操作：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子炉建物原

子炉棟２階） 

「スクラム弁が開の場合」 

【中央制御室運転員】 

●制御棒手動挿入操作：想定時間「全制御棒全挿入まで連続

実施」 

・手動挿入準備：所要時間目安１分（中央制御室）

・手動挿入操作：「全制御棒全挿入まで連続実施」

（中央制御室） 

●原子炉スクラムリセット操作：想定時間 10分，所要時間
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ｄ．操作の成立性について 

目安８分 

・操作：所要時間目安８分（中央制御室）

●原子炉手動スクラム操作：想定時間 30秒，所要時間目安

10秒 

・操作：所要時間目安 10秒（中央制御室）

●原子炉スクラムリセット操作：想定時間 10分，所要時間

目安８分 

・操作：所要時間目安８分（中央制御室）

●代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入操作：想定時間

30秒，所要時間目安 10秒 

・操作：所要時間目安 10秒（中央制御室）

●原子炉スクラムリセット操作：想定時間 10分，所要時間

目安８分 

・操作：所要時間目安８分（中央制御室）

●残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

操作：想定時間 10分，所要時間目安３分 

・操作：所要時間目安３分（中央制御室）

【現場運転員】 

●スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作：想定時間

10分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から

補助盤室） 

・操作：所要時間目安３分（操作対象 137個：補助盤室）

ｄ．操作の成立性について 

  （a）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚 

タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及

びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可 

能である。 
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作業環境：非常用照明を配備しており，常用照明消灯

時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し放射線

防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，タイベック）を着用又は携

行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常の弁操作であり容易に操作可能であ

る。また，操作対象弁は操作性が確保され

た場所に設置されており，操作性に支障は

ない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

(b) 補助盤室操作

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を 

作業エリアに配備している。また，ヘッドライ 

ト又は懐中電灯を携行している。

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備して 

いること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行し 

ていることから接近可能である。また，アクセ 

スルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペー 

スもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所 

内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち， 

使用可能な設備により，中央制御室との連絡が 

可能である。 

  （c）現場操作 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており， 

建物内照明消灯における操作性を確保してい 

る。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行し 

ている。操作は汚染の可能性を考慮し防護具 

(全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手 

袋，汚染防護服)を着用又は携行して作業を行 

う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備して 

いること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行し 

ていることから接近可能である。また，アクセ 

スルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常運転時等に行う弁操作と同等であり，十分 

な作業スペースもあることから，容易に実施可 

能である。 

連絡手段：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所 

内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち， 

使用可能な設備により，中央制御室との連絡が 

可能である。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室空調換気系バウ

ンダリ内の操作におい

ては放射線防護具着用

が不要であることから

個別に作業の成立性を

記載 
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スクラムテストスイッチによる個別スクラム操作

原子炉保護系電源スイッチの操作 

スクラムパイロット弁制御用空気の排出操作
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 (2) スクラム個別スイッチによる制御棒挿入操作 

ａ．操作概要 

スクラム個別スイッチによる制御棒挿入操作が必要な

状況において，                         まで移動する

とともに，現場に設置してあるスクラム個別スイッチを

操作することでスクラム・パイロット弁を動作し，制御

棒をスクラム動作させる。 

ｂ．作業場所 

 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

制御棒挿入の手段のうち，現場におけるスクラム個別

スイッチによる制御棒挿入操作に必要な要員数，所要時

間は以下のとおり。 

必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：139分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は95分以内） 

 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：45分（移動経路：中央制御室から  

（放射線防護具着用を含

む）） 

・スクラム個別スイッチ操作：50分（操作対象370

個：  

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：非常用照明を配備しており，常用照明消灯

時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し放射線

防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，タイベック）を着用又は携

行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常のスイッチ操作であり容易に操作可能

である。また，操作対象スイッチは操作性

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＥＯ

Ｐ手順毎に重大事故対

策の成立性を記載 
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が確保された場所に設置されており，操作

性に支障はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能であ

る。 
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添付資料1.1.7 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

における設定根拠の考え方について 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等に

おける設定根拠の考え方を以下に示す。 

1．サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え方に

ついて

サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え方を

第 1表に示す。 

第 1表 

2．原子炉出力における設定根拠の考え方について 

原子炉出力における設定根拠の考え方を第 2表に示す。 

第 2表 

添付資料 1.1.7 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

における設定根拠の考え方について 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

における設定根拠の考え方を以下に示す。 

1．サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え方

について 

サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え

方を第 1表に示す。 

第 1表 

2．原子炉出力における設定根拠の考え方について 

原子炉出力における設定根拠の考え方を第 2表に示す。 

第 2表 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順

等における設定根拠の

考え方を記載 

・設備の相違

【東海第二】 

設備設計の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ター

ビンバイパス弁容量が

大きいため，発電用原

子炉が隔離状態でなけ

れば原子炉出力の高低

に係わらず格納容器へ

の蒸気流出は起こらな

いため，水位低下操作

は不要 
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 添付資料1.1.8 

 

原子炉手動スクラムにおける設備の位置付けについて 

 

現在，原子炉自動スクラムに失敗した場合，手動スクラム・ス

イッチ及び原子炉モード・スイッチを使用して，手動で発電用原

子炉を停止する手順としている。これら手動で発電用原子炉を停

止するために使用する設備は，技術的能力審査基準「1.1 緊急

停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」におい

て，自主対策設備として位置付けている。 

以下，これらの設備を自主対策設備として位置付けている理由

とその妥当性について整理する。 

 

1．原子炉手動スクラムに係る設備を自主対策設備とする理由に

ついて 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉を停止さ

せるための設計基準事故対処設備は，原子炉緊急停止系であ

る。このため，技術的能力審査基準「1.1 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするための手順等」での機能喪失原因対

策分析では，原子炉緊急停止系を故障想定対象として抽出して

いる。 

原子炉緊急停止系で原子炉手動スクラムと共用している箇所

は，スクラム回路であり，これらの故障を想定した場合，手動

による発電用原子炉の緊急停止に失敗するおそれがある。 

一方，共用している箇所以外の故障によって原子炉スクラム

に失敗した場合には，手動スクラム・スイッチ又は原子炉モー

ド・スイッチの手動操作によって，原子炉停止できることがあ

る。 

このため，機能喪失原因対策分析上，必ず期待し得る対策で

はないものの，故障の状況によっては有効となる対策であるこ

とから，自主対策設備として整理している。 

2．原子炉手動スクラムに係る設備を自主対策設備とした場合の

基準適合性について 

設置許可基準規則（第 44条）において重大事故等対処設備に

位置付ける設備は，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）

の自動信号による発電用原子炉を緊急停止する機能である。 

 

一方，技術的能力審査基準（1.1）では，解釈の第 2項(1)ａ) 

添付資料 1.1.8 

 

原子炉手動スクラムにおける設備の位置付けについて 

 

現在，原子炉自動スクラムに失敗した場合，原子炉手動スク

ラムＰＢ及び原子炉モード・スイッチを使用して，手動で発電

用原子炉を停止する手順としている。これら手動で発電用原子

炉を停止するために使用する設備は，技術的能力審査基準

「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手

順等」において，自主対策設備として位置付けている。 

以下，これらの設備を自主対策設備として位置付けている理

由とその妥当性について整理する。 

 

1．原子炉手動スクラムに係る設備を自主対策設備とする理由に  

ついて 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉を停止さ

せるための設計基準事故対処設備は，原子炉保護系である。こ

のため，技術的能力審査基準「1.1 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための手順等」での機能喪失原因対策分析

では，原子炉保護系を故障想定対象として抽出している。 

 

原子炉保護系で原子炉手動スクラムと共用している箇所は，

スクラム回路であり，これらの故障を想定した場合，手動によ

る発電用原子炉の緊急停止に失敗するおそれがある。 

一方，共用している箇所以外の故障によって原子炉スクラム

に失敗した場合には，原子炉手動スクラムＰＢ又は原子炉モー

ド・スイッチの手動操作によって，原子炉停止できることがあ

る。 

このため，故障の状況によっては有効となる対策であること

から，自主対策設備として整理している。 

 

2．原子炉手動スクラムに係る設備を自主対策設備とした場合の 

基準適合性について 

設置許可基準規則（第 44 条）において重大事故等対処設備

に位置付ける設備は，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）の自動信号による発電用原子炉を緊急停止する機能であ

る。 

一方，技術的能力審査基準（1.1）では，解釈の第 2 項(1)

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手動

スクラムにおける設備

の位置付けを記載 
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を満足する手順として，自動で作動するＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）を手動にて操作する手順を整備し，その際

に使用する設備を重大事故等対処設備としている。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，設計基準事故

対処設備に対して，独立性を有し共通要因によって機能喪失す

ることがない設計としているため，基準適合に係る重大事故等

対処設備として整理できる。このため，手動スクラム・スイッ

チ及び原子炉モード・スイッチを自主対策設備としても，基準

適合性の観点から問題となることはないと考える。 

第 1表 

ａ) を満足する手順として，自動で作動するＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能）を手動にて操作する手順を整備し，そ

の際に使用する設備を重大事故等対処設備としている。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，設計基準事故

対処設備に対して，独立性を有し共通要因によって機能喪失す

ることがない設計としているため，基準適合に係る重大事故等

対処設備として整理できる。このため，原子炉手動スクラムＰ

Ｂ及び原子炉モード・スイッチを自主対策設備としても，基準

適合性の観点から問題となることはないと考える。 

第 1表 
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・設備の相違

【東海第二】 
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添付資料1.1.9 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

における優先順位の考え方について 

ＡＴＷＳが発生した場合，発電用原子炉は臨界状態が継続し，

原子炉出力が高い状態で維持され，発電用原子炉で発生する熱に

よって原子炉格納容器内の圧力が上昇することで，炉心損傷より

先に原子炉格納容器破損に至るため，発電用原子炉を未臨界状態

に移行させ発電用原子炉での発生熱量を低下させるとともに，原

子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。この場合の対応とし

て，発電用原子炉を未臨界に移行させるための「ほう酸水注入系

の起動操作」，原子炉出力及びサプレッション・プール水温度の

上昇を抑制する「原子炉圧力容器内の水位低下操作」がある。ま

た，操作時間を要するが発電用原子炉を未臨界にすることが可能

である「制御棒挿入操作」がある。以下に各々の操作における優

先順位の考え方について示す。 

1．ほう酸水注入系の起動操作における優先順位の考え方

制御棒に代わり，発電用原子炉の未臨界を維持するため

の手段として，ほう酸水注入系によるほう酸注入手段があ

る。ほう酸水による発電用原子炉の未臨界移行には時間を

要するため，速やかに実施する必要がある。 

2．原子炉圧力容器内の水位低下操作における対応手段の考え方 

ほう酸水注入による発電用原子炉の未臨界移行までの間

の，原子炉格納容器への熱負荷を低減させるために，注水

量抑制によって，原子炉圧力容器内の水位低下措置を講じ

る。 

(1) 原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプ

が自動起動していない場合

給水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水ポン

プ）は注水量が多いため，給水系（タービン駆動給水ポン

プ及び電動駆動給水ポンプ）が作動している場合は，原子

炉圧力容器内の水位が高めに維持され，原子炉出力が増加

するため，原子炉圧力容器への注水量を減少させる。な

お，タービン駆動給水ポンプは原子炉発生蒸気を使用する

ことから，原子炉圧力容器内の水位低下操作により原子炉

出力が低下した場合は，電動駆動給水ポンプに切り替え，

添付資料1.1.9 

ＥＯＰ「反応度制御」における優先順位の考え方について 

ＡＴＷＳが発生した場合，発電用原子炉は臨界状態が継続し，

原子炉出力が高い状態で維持され，発電用原子炉で発生する熱に

よって原子炉格納容器内の圧力が上昇することで，炉心損傷より

先に原子炉格納容器破損に至るため，発電用原子炉を未臨界状態

に移行させ発電用原子炉での発生熱量を低下させるとともに，原

子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。この場合の対応とし

て，発電用原子炉を未臨界に移行させるための「ほう酸水注入系

の起動操作」，原子炉出力及びサプレッション・プール水温度の

上昇を抑制する「原子炉圧力容器内の水位低下操作」がある。ま

た，操作完了までには時間を要するが発電用原子炉を未臨界にす

ることが可能である「制御棒挿入操作」がある。以下に各々の操

作における優先順位の考え方について示す。 

1．ほう酸水注入系の起動操作における優先順位の考え方

制御棒に代わり，発電用原子炉の未臨界を維持するための

手段として，ほう酸水注入系によるほう酸注入手段がある。

ほう酸水による発電用原子炉の未臨界移行には時間を要する

ため，速やかに実施する必要がある。 

2．原子炉圧力容器内の水位低下操作における対応手段の考え方 

ほう酸水注入による発電用原子炉の未臨界移行までの間

の，原子炉格納容器への熱負荷を低減させるために，注水量

抑制によって，原子炉圧力容器内の水位低下措置を講じる。 

(1) 原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧炉心スプレイ・ポンプが

自動起動していない場合 

復水・給水系，タービン駆動給水ポンプ，電動機駆動給

水ポンプは注水量が多いため，復水・給水系，タービン駆

動給水ポンプ，電動機駆動給水ポンプが作動している場合

は，原子炉圧力容器内の水位が高めに維持され，原子炉出

力が増加するため，原子炉圧力容器への注水量を減少させ

る。なお，タービン駆動給水ポンプは原子炉発生蒸気を使

用することから，原子炉圧力容器内の水位低下操作により

原子炉出力が低下した場合は，電動機駆動給水ポンプに切

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，反応

度制御における手順の

優先順位の考え方を記

載 
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原子炉圧力容器内の水位低下操作を継続する。 

(2) 原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポン

プが自動起動した場合

原子炉水位異常低下（レベル２）に到達すると高圧炉心

スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプが自動起

動し，これらのポンプにより原子炉注水が開始される。給

水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水ポンプ）

が作動している場合は，(1)の状況よりも原子炉圧力容器へ

の注水量が多く，より原子炉出力が増加するため，給水系

（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水ポンプ）を待

機状態にする。 

部分制御棒挿入失敗時，又はほう酸水が注入されて原子

炉発生蒸気量を高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離

時冷却系ポンプの注水量が上回った場合は，給水系（ター

ビン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水ポンプ）を待機状態

にする。 

3．制御棒挿入操作 

制御棒挿入操作は，スクラム弁の開・閉状態により，その後

の操作が選択されることから，最初に実施すべきことは，スク

ラム弁の状態を確認することである。以下にスクラム弁の状態

による制御棒挿入操作の優先順位の考え方を示す。 

(1) スクラム弁が閉の場合

スクラム弁が閉の場合は，スクラム弁を開とする手段及

び中央制御室から容易に操作が可能な手段を優先する。そ

のため，主制御盤から容易にスクラム弁を開とすることが

可能なＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び補助

制御盤にてスクラム弁を電気的に開放するスクラム・パイ

ロット弁継電器用ヒューズの引抜き操作を実施する。

り替え，原子炉圧力容器内の水位低下操作を継続する。 

(2) 原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧炉心スプレイ・ポンプが

自動起動した場合 

原子炉水位低（レベル２）に到達すると原子炉隔離時冷

却ポンプが，原子炉水位低（レベル１Ｈ）に到達すると高

圧炉心スプレイ・ポンプが自動起動し，これらのポンプに

より原子炉注水が開始される。復水・給水系，タービン駆

動給水ポンプ，電動機駆動給水ポンプが作動している場合

は，(1)の状況よりも原子炉圧力容器への注水量が多く，よ

り原子炉出力が増加するため，復水・給水系，タービン駆

動給水ポンプ，電動機駆動給水ポンプを待機状態にする。 

部分制御棒挿入失敗時，又はほう酸水が注入されて原子

炉発生蒸気量を高圧炉心スプレイ・ポンプ及び原子炉隔離

時冷却ポンプの注水量が上回った場合は，復水・給水系，

タービン駆動給水ポンプ，電動機駆動給水ポンプを待機状

態にする。 

3．制御棒挿入操作 

制御棒挿入操作は，スクラム弁の開・閉状態により，その

後の操作が選択されることから，最初に実施すべきことは，

スクラム弁の状態を確認することである。以下にスクラム弁

の状態による制御棒挿入操作の優先順位の考え方を示す。 

(1) スクラム弁が閉の場合

スクラム弁が閉の場合は，スクラム弁を開とする手段及

び中央制御室から容易に操作が可能な手段を優先する。そ

のため，主制御盤から容易にスクラム弁を開とすることが

可能な原子炉手動スクラムＰＢによる原子炉手動スクラ

ム，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び選択制

御棒手動挿入操作並びに補助盤室にて操作可能なスクラム

テストスイッチ操作及び原子炉保護系電源スイッチ切操作

を実施する。 

また，主制御盤において速やかに制御棒挿入操作開始が

可能な制御棒手動挿入操作を実施する。 

・設備の相違

【東海第二】 

自動起動水位の相違 

・運用の相違

【東海第二】 

対応手段の相違 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，スク

ラム弁開閉にかかわら

ず速やかに制御棒挿入

操作開始が可能な制御

棒手動挿入操作を実施 

1.1-69



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 (2) スクラム弁が開の場合 

スクラム弁が開の場合は，原子炉スクラムをリセットし，

制御棒を挿入するための方法を試みる準備を実施する。原子

炉スクラムのリセットが成功した場合は，原子炉スクラムが

可能な手段及び中央制御室から容易に操作が可能な手段を優

先することから，手動スクラム・スイッチによる原子炉手動

スクラムを実施する。 

 

 

 

 

 

 

また，制御棒の挿入が確認されない場合は，原子炉スクラ

ムをリセットし，スクラム個別スイッチの操作を実施する。 

 

 

スクラム個別スイッチの操作により制御棒が挿入できな

い場合は，原子炉圧力容器内の圧力と御棒駆動水圧系駆動

水圧力の差圧を確保し，制御棒の挿入を実施する。ただ

し，中央制御室対応を行っている運転員等の作業状況によ

り，手動操作による制御棒挿入は現場操作より優先して実

施する場合がある。 

 (2) スクラム弁が開の場合 

スクラム弁が開の場合は，原子炉スクラムをリセット

し，制御棒を挿入するための方法を試みる準備の実施及び

中央制御室から容易に操作が可能な手段を実施する。その

ため，原子炉スクラムのリセットが成功した場合は，中央

制御室から容易に操作が可能な原子炉手動スクラムＰＢに

よる原子炉手動スクラムを実施する。 

また，制御棒の挿入が確認されない場合は，原子炉スク

ラムをリセットし，手動による代替制御棒挿入操作を実施

する。 

 

 

 

さらに，制御棒の挿入が確認されない場合は，原子炉ス

クラムをリセットし，スクラムテストスイッチの操作を実

施する。 

 

並行して，主制御盤において速やかに制御棒挿入操作開

始が可能な制御棒手動挿入操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉スクラムリセット後

の手動による代替制御

棒挿入操作を記載 
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・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備，運用の相違に

よる判断基準の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る操作対象の相違 
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添付資料 1.1.11 

手順のリンク先について 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等に

ついて，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサ

プレッション・プールの除熱手順

＜リンク先＞ 1.6.2.3(2) 残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール冷却系）によるサプ

レッション・プールの除熱

・非常用交流電源設備への燃料給油手順

＜リンク先＞ 1.14.2.7(3) 軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機への給油 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

添付資料 1.1.11 

手順のリンク先について 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等に

ついて，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）に

よるサプレッション・プール水の除熱手順 

＜リンク先＞ 1.6.2.3 (2) 残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）に

よるサプレッション・プール

水の除熱 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順

のリンク先を記載 

・記載表現の相違

【東海第二】 

④の相違
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 柏崎6/7は，自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置

② 整備する自主対策設備の監視計器の相違

③ 島根２号炉は，自主対策設備として直流給電車を整備

④ 島根２号炉は，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時には，補助盤室の原子炉水位及び原子炉圧力で確認

⑤ 島根２号炉の原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備は，設置許可基準規則第46条にて記載する整理

⑥ 島根２号炉は，原子炉隔離時冷却系による注水を給水スパージャで行う

⑦ 島根２号炉は，ＳＡ水源としてサプレッション・チェンバを使用

⑧ 配管構成の相違

⑨ 島根２号炉の燃料補給設備は，設置許可基準規則第57条にて記載する整理

⑩ 島根２号炉は，高圧原子炉代替注水系による注水を給水スパージャで行う

⑪ 島根２号炉は，中央制御室及び現場で確認できる計器を識別

⑫ 島根２号炉は，テストタンクを使用した原子炉注水手順を整備

⑬ 島根２号炉は，島根1号炉と中央制御室を共用しているため，当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑭ 島根２号炉は，操作者の1名を記載。柏崎6/7号炉は，操作者及び確認者の２名を記載

⑮ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違

⑯ 島根２号炉は，発電機起動で水中ポンプを起動し制御盤を設置しない系統構成

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.2.1対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発

電用原子炉の冷却 

(b)復旧 

(c)重大事故等対処設備と自主対策設備 

c.監視及び制御 

(a)監視及び制御 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

d.重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a)重大事故等の進展抑制 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

e.手順等 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

a. 中央制御室からの高圧代替注水系起動 

b. 現場手動操作による高圧代替注水系起動 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

(b) 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の

発電用原子炉の冷却 

(b) 復旧 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御 

(b) 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｅ．手順等 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 

ｂ．現場手動操作による高圧代替注水系起動 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却 

(b) 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の

発電用原子炉の冷却 

(b) 復旧 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｅ．手順等 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自主対

策設備として第二代替

交流電源設備を設置

（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 整備する自主対策設

備の監視計器の相違

（以下，②の相違） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

力容器への注水 

a. 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(2) 復旧 

a.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

b.可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

 

c.直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

b.制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水 

a.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

及び注水 

c.高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1)原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

(2)高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

 

圧力容器への注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

ｂ．代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ｂ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.4 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

  

 

 

 

 

 

圧力容器への注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

ｂ．可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給

電 

ｃ．直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，自主

対策設備として直流給

電車を整備（以下，③

の相違） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.2.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

 

 

 

 

添付資料 1.2.2 対応手順として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.2.3 重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

1.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

 

 

 

2.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 

 

 

3.現場手動操作による高圧代替注水系又は原子

炉隔離時冷却系起動における可搬式原子炉水

位計接続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入及び注水 

 

 

添付資料1.2.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.2.2 自主対策設備仕様 

 

 

 

添付資料1.2.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.2.4 重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

1．現場手動操作による高圧代替注水系起動 

 

(1) 現場手動操作による高圧代替注水

系起動 

2．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系

起動 

(1) 現場手動操作による原子炉隔離時

冷却系起動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入及び注水 

(1) ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器への注水（継続注水） 

添付資料 1.2.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.2.2 自主対策設備仕様 

 

 

 

添付資料 1.2.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.2.4 重大事故対策の成立性 

1．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

 

 

 

 

2．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起

動 

 

 

3．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への

注水 

 

 

 

5．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入及び注水 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主

対策の設備概要を記載 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系及び

原子炉隔離時冷却系の

現場起動時には，補助

盤室の原子炉水位及び

原子炉圧力で確認（以

下，④の相違） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.2.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧

2.操作手順の解釈一覧

3.各号炉の弁番号及び弁名称一覧

添付資料1.2.5 原子炉水位計の校正条件について 

添付資料1.2.6 全交流動力電源喪失時に高圧注水系の起動に失

敗した場合の処置について 

添付資料1.2.7 解釈一覧 

添付資料1.2.8 手順のリンク先について 

6．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水 

7．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ

の注水 

添付資料 1.2.5 原子炉水位計の校正条件について 

添付資料1.2.6 全交流動力電源喪失時に高圧注水系の起動に失

敗した場合の処置について 

添付資料 1.2.7 解釈一覧 

1．判断基準の解釈一覧

2．操作手順の解釈一覧 

3．弁番号及び弁名称一覧 

添付資料 1.2.8 手順のリンク先について 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子

炉水位について，使用

用途と校正条件を整理 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，全交

流動力電源喪失時に高

圧注水系の起動に失敗

した場合の処置につい

て記載 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，解釈

一覧の見出し項目を記

載 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，手順

のリンク先を記載 
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1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定

し、原子炉隔離時冷却系（RCIC）若しくは非常用復水

器（BWRの場合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR

の場合）（以下「RCIC等」という。）により発電用原子

炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等を整備

すること。 

ａ ） 可搬型重大事故防止設備 

ⅰ ） 現場での可搬型重大事故防止設備（ 可搬型バッテ

リ又は窒素ボンベ等） を用いた弁の操作により、

RCIC等の起動及び十分な期間※ の運転継続を行う手

順等（ 手順及び装備等）を整備すること。ただし、

下記（１）ｂ）ⅰ） の人力による措置が容易に行え

る場合を除く。 

ｂ ） 現場操作 

ⅰ ） 現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起

動及び十分な期間※の運転継続を行う手順等（ 手順

及び装備等）を整備すること。 

※ ： 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｃ ） 監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR及びPWR）及び蒸気発生器水位

（PWRの場合）を推定する手順等（手順、計測機器
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及び装備等）を整備すること。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する

手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備する

こと。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等

（手順及び装備等）を整備すること。 

（２） 復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態におい

て、注水（循環を含む。）すること及び原子炉を冷却

できる設備に電源を接続することにより、起動及び

十分な期間の運転継続ができること。（BWR の場合） 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続すること

により、起動及び十分な期間の運転継続ができるこ

と。（PWRの場合） 

 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系

（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）等から注水する

手順等を整備すること。（ BWR の場合） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心注水系による冷却機能である。 

 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため，発電用原子炉を冷却する対処設備を整備しており，

ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，発

電用原子炉を冷却し炉心の著しい損傷を防止するための設

計基準事故対処設備として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心注水系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これら

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事

故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した

場合は，その機能を代替するために，設計基準事故対処設

及び装備等）を整備すること。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する

手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備するこ
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備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失

原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる

対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.2.1

図）。 

また，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内

の水位を監視及び制御する対応手段及び重大事故等対処設

備，重大事故等の進展を抑制するための対応手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満た

すことや全てのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プ

ラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則

第四十五条及び技術基準規則第六十条（以下「基準規則」とい

う。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認

するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時

冷却系又は高圧炉心注水系が健全であれば重大事故等の対処

に用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却で使用する

設備は以下のとおり。 

 

 

 

原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応でき

る対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.2－1

図）。 

 

また，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内

の水位を監視及び制御する対応手段及び重大事故等対処設

備，重大事故等の進展を抑制するための対応手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基

準規則第四十五条及び技術基準規則第六十条（以下「基準

規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されて

いることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明

確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系又は高

圧炉心スプレイ系が健全であれば重大事故等対処設備とし

て重大事故等の対処に用いる。また，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な設

備として，逃がし安全弁（安全弁機能）を重大事故等対処

設備と位置付け，重大事故等の対処に用いる。なお，逃が

し安全弁（安全弁機能）は，蒸気圧力がスプリングの設定

圧力に達すると自動開放することから，運転員等による操

作を必要としない。 

 

原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却※２で使用

する設備は以下のとおり。 

 

 

 

備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失

原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる

対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.2－1

図）。 

 また，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内

の水位を監視及び制御する対応手段及び重大事故等対処設

備，重大事故等の進展を抑制するための対応手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段及び自主対策設備※1を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満

たすことやすべてのプラント状況に

おいて使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則

第四十五条及び技術基準規則第六十条（以下「基準規則」とい

う。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認

するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離

時冷却系又は高圧炉心スプレイ系が健全であれば重大事故

等対処設備として重大事故等の対処に用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備

は，設置許可基準規則

第 46条にて記載する整

理（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系による

注水を給水スパージャ

相違No. 相違理由

① 柏崎6/7は，自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置

② 整備する自主対策設備の監視計器の相違

③ 島根２号炉は，自主対策設備として直流給電車を整備

④ 島根２号炉は，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時には，補助盤室の原子炉水位で確認

⑤ 島根２号炉の原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備は，設置許可基準規則第46条にて記載する整理

⑥ 島根２号炉は，原子炉隔離時冷却系による注水を給水スパージャで行う

⑦ 島根２号炉は，ＳＡ水源としてサプレッション・チェンバを使用

⑧ 配管構成の相違

⑨ 島根２号炉の燃料補給設備は，設置許可基準規則第57条にて記載する整理

⑩ 島根２号炉は，高圧原子炉代替注水系による注水を給水スパージャで行う

⑪ 島根２号炉は，中央制御室及び現場で確認できる計器を識別

⑫ 島根２号炉は，テストタンクを使用した原子炉注水手順を整備

⑬ 島根２号炉は，島根1号炉と中央制御室を共用しているため当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑭ 島根２号炉は，操作者の1名を記載。柏崎6/7号炉は，操作者及び確認者の２名を記載

⑮ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違

⑯ 島根２号炉は，発電機起動で水中ポンプを起動し制御盤を設置しない系統構成

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

 

・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

・直流 125V 蓄電池 A 

・直流 125V 充電器 A 

 

 

 

また，上記直流 125V充電器 Aへの継続的な給電で使用す

る設備は以下のとおり。 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・所内常設直流電源設備 

 

※2：原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却は，

ヘッドスプレイノズルによる原子炉圧力容器への注

水である。 

また，所内常設直流電源設備への継続的な給電で使用す

る設備は以下のとおり。 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレー

ナ  

・原子炉浄化系 配管 

 

 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

 

 

 

 

また，上記所内常設蓄電式直流電源設備への継続的な給

電で使用する設備は以下のとおり。 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

で行う（以下，⑥の相

違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＳＡ

水源としてサプレッシ

ョン・チェンバを使用

（以下，⑦の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違（以

下，⑧の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違  

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の燃料補
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高圧炉心注水系による発電用原子炉の冷却で使用する設備

は以下のとおり。 

・高圧炉心注水系ポンプ 

 

 

 

・復水貯蔵槽 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧炉心注水系配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

 

・復水補給水系配管 

 

 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障と

して，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の故障を想

定する。また，サポート系故障として，全交流動力電源及

び常設直流電源系統の喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求によ

り選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対

処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備す

る手順についての関係を第 1.2.1 表に整理する。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパージ

ャ 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障と

して，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の故障

を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電

源及び常設直流電源系統の喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求によ

り選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対

処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備す

る手順についての関係を第1.2－1表に整理する。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

・高圧炉心スプレイ・ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパー

ジャ 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障と

して，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の故障

を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電

源及び常設直流電源系統の喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求によ

り選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対

処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備す

る手順についての関係を第 1.2－1表に整理する。 

 

 

給設備は，設置許可基

準規則第 57条にて記載

する整理（以下，⑨の

相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高

圧炉心注水系の故障により発電用原子炉の冷却ができない

場合は，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起

動し発電用原子炉を冷却する手段がある。 

 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動でき

ない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧代替

注水系を起動し発電用原子炉を冷却する手段がある。 

 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間，高圧代替注水系の運転を継

続する。 

ⅰ.高圧代替注水系の中央制御室からの操作による発電用

原子炉の冷却 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し

発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

・高圧代替注水系ポンプ 

 

 

 

・復水貯蔵槽 

 

 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却が

できない場合は，中央制御室からの操作により高圧代替

注水系を起動し発電用原子炉を冷却する手段がある。 

 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧

代替注水系を起動し発電用原子炉を冷却する手段があ

る。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，高圧代替注水系の運

転を継続する。 

ⅰ) 高圧代替注水系の中央制御室からの操作による発

電用原子炉の冷却 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起

動し発電用原子炉を冷却※３する設備は以下のとお

り。 

 

 

 

 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

 

 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却が

できない場合は，中央制御室からの操作により高圧原子

炉代替注水系を起動し発電用原子炉を冷却する手段があ

る。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を

起動できない場合は，現場での人力による弁の操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動し発電用原子炉を冷却す

る手段がある。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，高圧原子炉代替注水

系の運転を継続する。 

ⅰ 高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作によ

る発電用原子炉の冷却 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系

を起動し発電用原子炉を冷却する設備は以下のとお

り。 

 

 

 

 

 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

 

 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系によ

る注水を給水スパージ

ャで行う（以下，⑩の

相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 
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・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 

 

 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電で

使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

なお，6 号炉の注水配管は直接給水系に接続するが，7

号炉の注水配管は残留熱除去系配管を経由して給水系に

接続する。 

 

ⅱ.高圧代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

 

現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を

起動し発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

 

 

・高圧代替注水系ポンプ 

 

・高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型代替直流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

※3：高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却

は，ヘッドスプレイノズルによる原子炉圧力

容器への注水である。 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電

で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 高圧代替注水系の現場操作による発電用原子炉の

冷却 

現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系

を起動し発電用原子炉を冷却※４する設備は以下のと

おり。 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給

電で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 高圧原子炉代替注水系の現場操作による発電用原子

炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替

注水系を起動し発電用原子炉を冷却する設備は以下の

とおり。 

 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7号炉間の相

違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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・復水貯蔵槽 

 

 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

 

 

 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 

 

 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

なお，6 号炉の注水配管は直接給水系に接続するが，7

号炉の注水配管は残留熱除去系配管を経由して給水系に

接続する。 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

 

高圧代替注水系の中央制御室からの操作及び現場操作

による発電用原子炉の冷却で使用する設備のうち，高圧

代替注水系ポンプ，復水貯蔵槽，高圧代替注水系（蒸気

系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁，高圧代替注水系（注水系） 配管・

弁，復水補給水系配管，高圧炉心注水系配管・弁，残留

・サプレッション・チェンバ 

 

 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・高圧代替注水系タービン止め弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

 

・高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

※4：高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却

は，ヘッドスプレイノズルによる原子炉圧力

容器への注水である。 

(b) 重大事故等対処設備 

 

 

高圧代替注水系の中央制御室からの操作及び現場操

作による発電用原子炉の冷却で使用する設備のうち，

常設高圧代替注水系ポンプ，高圧代替注水系タービン

止め弁，逃がし安全弁（安全弁機能），サプレッショ

ン・チェンバ，高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁，

主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配

・サプレッション・チェンバ 

 

 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

 

・主蒸気系 配管 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

 

 

 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

 

 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備 

 

 

高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作及び現

場操作による発電用原子炉の冷却で使用する設備のう

ち，高圧原子炉代替注水ポンプ，サプレッション・チェ

ンバ，高圧原子炉代替注水系（蒸気系）配管・弁，主蒸

気系配管，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，高

圧原子炉代替注水系（注水系）配管・弁，原子炉隔離時

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7号炉間の相

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 
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熱除去系配管・弁（7号炉のみ），給水系配管・弁・スパ

ージャ，原子炉圧力容器，常設代替直流電源設備，可搬

型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替

交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した

設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て

網羅されている。 

（ 添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処

設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が故

障した場合においても，発電用原子炉を冷却することが

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき

た場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発

電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心注水系による発電用原子炉の冷却ができない

場合は，上記「a.(a) 高圧代替注水系による発電用原子

炉の冷却」の手段に加え，現場での人力による弁の操作

により原子炉隔離時冷却系を起動し発電用原子炉を冷却

する手段がある。 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運

管・弁，高圧代替注水系（注水系）配管・弁，高圧炉

心スプレイ系配管・弁・ストレーナ，原子炉隔離時冷

却系（注水系）配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替

直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設

備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対

処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の

発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却が

できない場合は，上記「ａ．(a) 高圧代替注水系によ

る発電用原子炉の冷却」の手段に加え，現場での人力

による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し発

電用原子炉を冷却する手段がある。 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷

却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系

冷却系（注水系）配管・弁，残留熱除去系配管・弁・ス

トレーナ，原子炉浄化系配管，給水系配管・弁・スパー

ジャ，原子炉圧力容器，常設代替直流電源設備，可搬型

直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交

流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した

設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべ

て網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処

設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系

が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の

発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却が

できない場合は，上記「ａ．(a) 高圧原子炉代替注水

系による発電用原子炉の冷却」の手段に加え，現場で

の人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起

動し発電用原子炉を冷却する手段がある。 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤，⑩の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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転を継続する。 

ⅰ.原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の

冷却 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却

系を起動し発電用原子炉を冷却する設備は以下のとお

り。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレー

ナ 

・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

また，上記原子炉隔離時冷却系を現場での人力による

弁の操作で起動したことにより発生する排水を処理する

手段がある。 

排水設備による排水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・水中ポンプ 

・ホース 

の運転を継続する。 

ⅰ) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子

炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時

冷却系を起動し発電用原子炉を冷却※５する設備は以

下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・スト

レーナ 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

※5：原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の

冷却は，ヘッドスプレイノズルによる原子

炉圧力容器への注水である。 

また，上記原子炉隔離時冷却系を現場での人力に

よる弁の操作で起動したことにより発生する排水を

処理する手段がある。 

排水設備による排水で使用する設備は以下のとお

り。 

・水中ポンプ 

・ホース 

系の運転を継続する。 

ⅰ 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子

炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時

冷却系を起動し発電用原子炉を冷却する設備は以下

のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

 

・主蒸気系 配管 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ス

トレーナ 

 

 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

 

 

 

また，上記原子炉隔離時冷却系を現場での人力に

よる弁の操作で起動したことにより発生する排水を

処理する手段がある。 

排水設備による排水で使用する設備は以下のとお

り。 

・水中ポンプ 

・ホース 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 
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・仮設発電機 

・燃料補給設備 

(b) 復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設

備により給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備

の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備，可搬型直流

電源設備及び直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運

転継続に必要な直流電源を確保する手段がある。 

 

ⅰ.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給

電 

常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備により充電器を受電し，原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保し

て発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレ

ーナ 

・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・仮設発電機 

・燃料給油設備 

(b) 復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起

動又は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源

設備により給電している場合は，所内常設直流電源設

備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備及び代替

直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に

必要な直流電源を確保する手段がある。 

 

ⅰ) 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への

給電 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

により所内常設直流電源設備のうち直流125V充電器に

給電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流

電源を確保して発電用原子炉を冷却※６する設備は以

下のとおり。 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレ

ーナ 

 

 

 

 

 

 

・仮設発電機 

・燃料補給設備 

(b) 復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流

電源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備，可

搬型直流電源設備及び直流給電車により原子炉隔離時冷

却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段があ

る。 

ⅰ 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への

給電 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備により所内常設蓄電式直流電源設備のうちＢ－

115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）に給電し，原子炉隔離時

冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して発電

用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ス

トレーナ 

 

 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 
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・原子炉圧力容器 

・所内蓄電式直流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，代替交流電源設備へ燃料を補給し，復水貯蔵

槽へ水を補給することにより，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離

時冷却系の運転を継続することが可能である。 

 

ⅱ.可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への

給電 

可搬型直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運

転継続に必要な直流電源を確保して発電用原子炉を冷

却する設備は以下のとおり。 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

・復水貯蔵槽 

 

・原子炉圧力容器 

・所内常設直流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6：原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷

却は，ヘッドスプレイノズルによる原子炉圧

力容器への注水である。 

なお，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流

電源設備へ燃料を給油することにより，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原

子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能であ

る。 

ⅱ) 代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への

給電 

可搬型代替直流電源設備により原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を確保して発電用原

子炉を冷却※７する設備は以下のとおり。 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流

電源設備へ燃料を補給することにより，原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可

能である。 

ⅱ 可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系へ

の給電 

可搬型直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の

運転継続に必要な直流電源を確保して発電用原子炉

を冷却する設備は以下のとおり。 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，常設

代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設

備を使用する際に SA

電路として，代替所内

電気設備を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレ

ーナ 

・復水補給水系配管 

・高圧炉心注水系配管・弁 

 

 

 

 

・給水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

・所内蓄電式直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型直流電源設備へ燃料を補給し，復水貯

蔵槽へ水を補給することにより，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔

離時冷却系の運転を継続することが可能である。 

ⅲ.直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続に

必要な直流電源を確保して発電用原子炉を冷却する設

備は以下のとおり。 

 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・スト

レーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器 

・所内常設直流電源設備 

・可搬型代替直流電源設備 

・燃料給油設備 

 

 

※7：原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却

は，ヘッドスプレイノズルによる原子炉圧力容

器への注水である。 

なお，可搬型代替直流電源設備へ燃料を給油する

ことにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対

策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の

運転を継続することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

 

 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ス

トレーナ 

 

 

 

・原子炉浄化系 配管 

 

 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

 

 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型直流電源設備へ燃料を補給すること

により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の

準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転

を継続することが可能である。 

ⅲ 直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続

に必要な直流電源を確保して発電用原子炉を冷却す

る設備は以下のとおり。 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・復水貯蔵槽

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁

・主蒸気系配管・弁

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレ

ーナ

・復水補給水系配管

・高圧炉心注水系配管・弁

・給水系配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器

・直流給電車及び電源車

・所内蓄電式直流電源設備

なお，直流給電車へ接続する電源車へ燃料を補給

し，復水貯蔵槽へ水を補給することにより，原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能

である。 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備

原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の

冷却で使用する設備のうち，復水貯蔵槽，サプレッショ

ン・チェンバ及び原子炉圧力容器は重大事故等対処設備

として位置付ける。また，原子炉隔離時冷却系ポンプ，

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配

管・弁，原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・スト

レーナ，復水補給水系配管，高圧炉心注水系配管・弁及

び給水系配管・弁・スパージャ，は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として位置付ける。 

復旧にて使用する設備のうち，復水貯蔵槽，サプレッ

ション・チェンバ，原子炉圧力容器，所内蓄電式直流電

源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備

原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉

の冷却で使用する設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁，逃がし安全弁

（安全弁機能），サプレッション・チェンバ，主蒸気

系配管・弁，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・

弁・ストレーナ，原子炉隔離時冷却系（注水系）配

管・弁及び原子炉圧力容器は重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

復旧にて使用する設備のうち，原子炉隔離時冷却系

ポンプ，逃がし安全弁（安全弁機能），サプレッショ

ン・チェンバ，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁

・主蒸気系 配管

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ス

トレーナ

・原子炉浄化系 配管

・給水系 配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備

・所内常設蓄電式直流電源設備

なお，直流給電車へ接続する可搬型代替交流電源

設備へ燃料を補給することにより，原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能で

ある。 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備

原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉

の冷却で使用する設備のうち，サプレッション・チェ

ンバ及び原子炉圧力容器は重大事故等対処設備として

位置付ける。また，原子炉隔離時冷却ポンプ，原子炉

隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管，原

子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ，

原子炉浄化系配管及び給水系配管・弁・スパージャは

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け

る。 

復旧にて使用する設備のうち，サプレッション・チ

ェンバ，原子炉圧力容器，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑤，⑥の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違
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備及び可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。また，原子炉隔離時冷却系ポンプ，原子炉

隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，

原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ，

復水補給水系配管，高圧炉心注水系配管・弁及び給水系

配管・弁・スパージャは重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した

設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て

網羅されている。 

（ 添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源が

喪失した場合，又は全交流動力電源の喪失に加えて常設

直流電源系統が喪失した場合においても，発電用原子炉

を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・直流給電車

給電開始までに時間を要するが，給電が可能であれ

ば原子炉隔離時冷却系の運転に必要となる直流電源を

確保できることから，発電用原子炉を冷却するための

直流電源を確保する手段として有効である。 

弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁・ストレーナ，原子炉圧力容器，所内常

設直流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び燃料給油

設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源

が喪失した場合，又は全交流動力電源の喪失に加えて

常設直流電源系統が喪失した場合においても，発電用

原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。あわせて，その理由を示す。 

備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備は重大

事故等対処設備として位置付ける。また，原子炉隔離

時冷却ポンプ，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・

弁，主蒸気系配管，原子炉隔離時冷却系（注水系）配

管・弁・ストレーナ，原子炉浄化系配管及び給水系配

管・弁・スパージャは重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定し

た設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源

が喪失した場合，又は全交流動力電源の喪失に加えて

常設直流電源系統が喪失した場合においても，発電用

原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。併せて，その理由を示す。 

・直流給電車

代替交流電源設備による給電時に高圧発電機車を

配備することから，可搬型直流電源設備としての給

電は可能である。直流給電車は追加で配備すること

により，重大事故等の対処に必要となる直流電源を

確保するための手段として有効である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，常設

代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設

備を使用する際に SA

電路として，代替所内

電気設備を記載 

・設備の相違

【東海第二】 

⑤，⑥の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違

【東海第二】 

③の相違

・記載の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に高圧発電

機車を配備すること

で，可搬型直流電源設

備として使用可能な設

計であり，直流給電車

は追加で配備が必要と
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・排水設備

排水を行わなかった場合においても， 原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原

子炉隔離時冷却系の運転を継続することができるが，

排水が可能であれば原子炉隔離時冷却系の運転継続時

間を延長できることから， 原子炉隔離時冷却系の機能

を維持する手段として有効である。 

・第二代替交流電源設備

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認でき

た場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

c. 監視及び制御

(a) 監視及び制御

上記「a.(a)高圧代替注水系による発電用原子炉の冷

却」及び「b.(a)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系

統喪失時の発電用原子炉の冷却」により発電用原子炉を冷

却する際は，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力容

器内の水位を監視する手段がある。 

また，原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系

及び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認する手段があ

る。 

さらに，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力容器

内の水位を制御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下のとお

り。 

高圧代替注水系（中央制御室起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA）

・排水設備

排水を行わなかった場合においても，原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続することができる

が，排水が可能な場合は，原子炉隔離時冷却系の運転

継続時間を延長できることから，原子炉隔離時冷却系

の機能を維持する手段として有効である。 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御

上記「ａ．(a) 高圧代替注水系による発電用原子炉

の冷却」及び「ｂ．(a) 全交流動力電源喪失及び常設

直流電源系統喪失時の発電用原子炉の冷却」により発

電用原子炉を冷却する際は，発電用原子炉を冷却する

ための原子炉圧力容器内の水位を監視する手段があ

る。 

また，原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注

水系及び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認する手

段がある。 

さらに，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力

容器内の水位を制御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下の

とおり。なお，現場計器については，ＳＳ機能維持を担

保する設計である。 

高圧代替注水系（中央制御室起動時）の監視計器 

・原子炉水位（広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，Ｓ

Ａ燃料域）

・排水設備

排水を行わなかった場合においても， 原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの

期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが

できるが，排水が可能な場合は，原子炉隔離時冷却

系の運転継続時間を延長できることから， 原子炉

隔離時冷却系の機能を維持する手段として有効であ

る。 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御

上記「ａ．(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用

原子炉の冷却」及び「ｂ．(a) 全交流動力電源喪失及

び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉の冷却」に

より発電用原子炉を冷却する際は，発電用原子炉を冷

却するための原子炉圧力容器内の水位を監視する手段

がある。 

また，原子炉圧力容器へ注水するための高圧原子炉

代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認

する手段がある。 

さらに，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力

容器内の水位を制御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下の

とおり。 

高圧原子炉代替注水系（中央制御室起動時）の監視

計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）

なるため自主設備とし

ている 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，判断

基準に使用する計器が

対象 

・設備の相違

【東海第二】
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・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水貯蔵槽水位 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

高圧代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬式原子炉水位計 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

・高圧代替注水系タービン入口圧力 

・高圧代替注水系タービン排気圧力 

・高圧代替注水系ポンプ吸込圧力 

 

原子炉隔離時冷却系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA） 

 

 

 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・高圧代替注水系系統流量 

・サプレッション・プール水位 

 

 

高圧代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（広帯域※８，燃料域※８，ＳＡ広帯域

※８，ＳＡ燃料域※８） 

 

 

 

 

・高圧代替注水系系統流量 

 

 

 

 

 

・可搬型計測器 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

・高圧代替注水系タービン入口圧力 

・高圧代替注水系タービン排気圧力 

・常設高圧代替注水系ポンプ入口圧力 

 

原子炉隔離時冷却系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（広帯域※８，燃料域※８，ＳＡ広帯域

※８，ＳＡ燃料域※８） 

 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

 

 

高圧原子炉代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※２，燃料域※２，Ｓ

Ａ※２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉水位（可搬型計測器） 

 

 

・原子炉圧力※２ 

・原子炉圧力（ＳＡ）※２ 

・原子炉圧力（可搬型計測器） 

 

 

 

・高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

・高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

・高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

 

原子炉隔離時冷却系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※２，燃料域※２，Ｓ

Ａ※２） 

 

 

監視計器の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，中央

制御室及び現場で確認

できる計器を識別（以

下，⑪の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系の流

量によらず原子炉の水

位を制御 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，駆動

源があることを原子炉

圧力で確認 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

・設備の相違 
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・可搬式原子炉水位計 

 

 

・原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込圧力 

・可搬型回転計 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

監視及び制御にて使用する設備のうち，原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（SA），原

子炉圧力，原子炉圧力（SA），高圧代替注水系系統流量及

び復水貯蔵槽水位（SA）は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型計測器 

 

 

・原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込圧力 

・可搬型回転計 

 

※8：中央制御室にて監視可能であるが，現場にお

いても監視可能。 

 

(b) 重大事故等対処設備 

監視及び制御にて使用する設備のうち，原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域），原子炉水位（ＳＡ燃料域），原子炉圧

力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧代替注水系系統流量，

原子炉隔離時冷却系系統流量，サプレッション・プー

ル水位，可搬型計測器，常設高圧代替注水系ポンプ吐

出圧力，常設高圧代替注水系ポンプ入口圧力，高圧代

替注水系タービン入口圧力，高圧代替注水系タービン

排気圧力，原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力及び

原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込圧力は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉水位（可搬型計測器） 

 

 

・原子炉圧力※２ 

・原子炉圧力（ＳＡ）※２ 

・原子炉圧力（可搬型計測器） 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

・可搬型回転計 

 

※２：中央制御室にて監視可能であるが，現場に

おいても監視可能。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

監視及び制御にて使用する設備のうち，原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（Ｓ

Ａ），原子炉水位（可搬型計測器），原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ），原子炉圧力（可搬型計測器），高圧原

子炉代替注水流量及びサプレッション・プール水位

（ＳＡ）は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系の流量

によらず原子炉の水位

を制御 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，駆動

源があることを原子炉

圧力で確認 

④の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

島根２号炉は，原子

炉水位（狭帯域），高圧

原子炉代替注水系及び

原子炉隔離時冷却系の

現場起動時に使用する

現場監視計器を自主対

1.2-23



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備を用いて原子炉圧力容器内の

水位及び高圧代替注水系の作動状況を監視することによ

り，発電用原子炉を冷却するために必要な監視及び制御が

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・原子炉水位（狭帯域），復水貯蔵槽水位，高圧代替注

水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時に使用する

現場監視計器 

高圧代替注水系の操作盤は中央制御室裏盤に設置されて

おり，高圧代替注水系を中央制御室裏盤から起動した際

は，中央制御室表盤に設置されている原子炉水位（狭帯

域）及び復水貯蔵槽水位は監視に適さないが，複数の計器

で監視する手段としては有効である。 

 

なお，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起

動時に使用する現場監視計器は，中央制御室での監視はで

きないため重大事故等対処設備としては位置付けていない

が，耐震性は有しており，現場起動時に原子炉圧力容器内

の水位の監視及び制御を行う手段として有効である。 

 

 

 

 

d. 重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水により原子炉圧力容器内の水位が維持

できない場合は，重大事故等の進展を抑制するため，ほ

う酸水注入系，制御棒駆動系及び高圧炉心注水系により

原子炉圧力容器へ注水する手段がある。 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備を用いて原子炉圧力容器

内の水位及び高圧代替注水系の作動状況を監視するこ

とにより，発電用原子炉を冷却するために必要な監視

及び制御ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水により原子

炉圧力容器内の水位が維持できない場合は，重大事故

等の進展を抑制するため，ほう酸水注入系及び制御棒

駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水する手段があ

る。 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備を用いて原子炉圧力容器

内の水位及び高圧原子炉代替注水系の作動状況を監視

することにより，発電用原子炉を冷却するために必要

な監視及び制御ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため,自主対策設備として位置付

ける。併せて，その理由を示す。 

・原子炉水位（狭帯域），高圧原子炉代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系の現場起動時に使用する現場監視

計器 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現

場起動時に使用する現場監視計器は，中央制御室での

監視はできないため重大事故等対処設備としては位置

付けていないが，現場起動時に原子炉圧力容器内の水

位の監視及び制御を行う手段として有効である。 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高

圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水によ

り原子炉圧力容器内の水位が維持できない場合は，重

大事故等の進展を抑制するため，ほう酸水注入系及び

制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水する手

段がある。 

 

策設備として位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系の操

作盤を中央制御室表盤

に設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，判断

基準に使用する計器が

対象 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故
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ⅱ.制御棒駆動系による進展抑制 

復水貯蔵槽を水源とした制御棒駆動系による原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

制御棒駆動系により原子炉圧力容器へ注水する設備は

以下のとおり。 

 

・制御棒駆動水ポンプ 

 

 

 

・復水貯蔵槽 

・制御棒駆動系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ.ほう酸水注入系による進展抑制 

ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入

系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を実施する。 

 

さらに，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系

貯蔵タンクに水を補給することで，ほう酸水注入系貯蔵

タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器

 

 

ⅱ) 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水を実施する。 

制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水す

る設備は以下のとおり。 

 

・制御棒駆動水ポンプ 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

 

 

・復水貯蔵タンク 

・制御棒駆動水圧系配管・弁 

・補給水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・非常用交流電源設備 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) ほう酸水注入系による進展抑制 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を実施す

る。 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンク

に水を補給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用

したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

 

 

ⅰ 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水を実施する。 

制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水す

る設備は以下のとおり。 

 

・制御棒駆動水圧ポンプ 

 

 

 

・復水貯蔵タンク 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

ⅱ ほう酸水注入系による進展抑制 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を実施す

る。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵

タンクに水を補給することで，ほう酸水貯蔵タンク

を使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

等時の対応手段として

期待しない 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，常設

代替交流電源設備を使

用する際に SA電路と

して，代替所内電気設

備を記載 
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への注水を継続する 

また，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系テ

ストタンクに水を補給することで，ほう酸水注入系テス

トタンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容

器への注水も可能である。 

 

 

ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へほう酸水を注

入する設備及び注水する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

 

・ほう酸水注入系テストタンク 

・ほう酸水注入系配管・弁 

 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

 

 

・復水補給水系 

・消火系 

 

 

 

 

 

・純水補給水系 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

を継続する。 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へほう酸水

を注入する設備及び注水する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

・ほう酸水貯蔵タンク 

 

 

・ほう酸水注入系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・純水系 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

の注水を継続する。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系

テストタンクに水を補給することで，ほう酸水注入

系テストタンクを使用したほう酸水注入系による原

子炉圧力容器への注水も可能である。 

 

 

ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へほう酸水

を注入する設備及び注水する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

 

・ほう酸水貯蔵タンク 

 

・ほう酸水注入系 テストタンク 

・ほう酸水注入系 配管・弁 

 

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容

器内部） 

 

・復水輸送系 

・消火系 

 

 

 

 

 

・補給水系 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，テス

トタンクを使用した原

子炉注水手順を整備

（以下，⑫の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう

酸水貯蔵タンク及びテ

ストタンクへの水張り

が補給水系，消火系及

び復水輸送系で可能 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉のほう酸

水注入系は，可搬型代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない 
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ⅲ.高圧炉心注水系緊急注水による進展抑制 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備を用

いて非常用高圧母線へ電源を供給することで高圧炉心注

水系を一定時間運転し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉

圧力容器への緊急注水を実施する。 

高圧炉心注水系により原子炉圧力容器へ緊急注水する

設備は以下のとおり。 

・高圧炉心注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・復水補給水系配管 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

ほう酸水注入系による進展抑制で使用する設備のうち，

ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，ほう

酸水注入系配管・弁，高圧炉心注水系配管・弁・スパージ

ャ，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備及び可搬型代

替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ほう酸水注入系による進展抑制で使用する設備のう

ち，ほう酸水注入ポンプ，逃がし安全弁（安全弁機

能），ほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・

弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ほう酸水注入系による進展抑制で使用する設備のう

ち，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，ほう

酸水注入系配管・弁，差圧検出・ほう酸水注入系配管

（原子炉圧力容器内部），原子炉圧力容器，常設代替交

流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故等対処設

備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，常設

代替交流電源設備を使

用する際に SA電路と

して，代替所内電気設

備を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉心

スプレイ系は，常設代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない

ことから，重大事故等

時の対応手段として期

待しない 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，常設

代替交流電源設備を使

用する際に SA電路と

して，代替所内電気設
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これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時における注水機能が喪失した場合において

も，重大事故等の進展を抑制することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・制御棒駆動系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保

できず，加えて耐震性が確保されていないが，原子炉

冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大事故等の進

展を抑制する手段として有効である。 

 

 

・ほう酸水注入系（原子炉圧力容器へ注水する場合） 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保

できず，加えてほう酸水注入系貯蔵タンク及びほう酸

水注入系テストタンクへの補給ラインの耐震性が確保

されていないが，復水補給水系等を水源としてほう酸

水注入系貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンク

に水を補給することができれば，ほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器への注水が可能となることから，原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大事故等

の進展を抑制する手段として有効である。 

 

 

 

・高圧炉心注水系 

モータの冷却水がない状態での運転となるため運転

時間に制限があり，十分な期間の運転継続はできない

が，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧時における注水機能が喪失した場合に

おいても，重大事故等の進展を抑制することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。あわせて，その理由を示す。 

・制御棒駆動水圧系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が

確保できず，加えて耐震性が確保されていない

が，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における

重大事故等の進展を抑制する手段として有効であ

る。 

（添付資料1.2.2） 

・ほう酸水注入系（原子炉圧力容器へ注水する場合） 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が

確保できず，加えてほう酸水貯蔵タンクへの補給

ラインの耐震性が確保されていないが，純水系か

らほう酸水貯蔵タンクに水を補給することができ

れば，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

注水が可能となることから，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時における重大事故等の進展を抑制

する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時における注水機能が喪失した場合

においても，重大事故等の進展を抑制することができ

る。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置

付ける。併せて，その理由を示す。 

・制御棒駆動水圧系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が

確保できず，加えて耐震性が確保されていない

が，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における

重大事故等の進展を抑制する手段として有効であ

る。 

 

・ほう酸水注入系（原子炉圧力容器へ注水する場

合） 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が

確保できず，加えてほう酸水貯蔵タンク及びほう

酸水注入系テストタンクへの補給ラインの耐震性

が確保されていないが，復水輸送系等からほう酸

水貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに

水を補給することができれば，ほう酸水注入系に

よる原子炉圧力容器への注水が可能となることか

ら，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における

重大事故等の進展を抑制する手段として有効であ

る。 

（添付資料 1.2.2） 

 

 

 

 

備を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設
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事故等の進展を抑制する手段として有効である。 

 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが， 常設代替交流電源

設備と同等の機能を有することから，健全性が確認で

きた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を

確保するための手段として有効である。 

e.手順等 

上記「a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，

「b サポート系故障時の対応手段及び設備」，「c.監視及び制

御」及び「d.重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし

て事故時運転操作手順書（徴候ベース）（以下「EOP」とい

う。），AM 設備別操作手順書及び多様なハザード対応手順に

定める（第 1.2.1表）。 

 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が

必要となる設備についても整備する（第 1.2.2表，第 1.2.3

表）。 

 

 

 

 

（添付資料 1.2.2） 

 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

a.中央制御室からの高圧代替注水系起動 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が故障により使用

できない場合は，中央制御室からの操作により高圧代替注

水系を起動し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設

備」，「ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備」，

「ｃ．監視及び制御」及び「ｄ．重大事故等の進展抑制

時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る

手順を整備する。 

これらの手順は，運転員等※９及び重大事故等対応要員

の対応として，「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベー

ス）」，「非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベー

ス）」，「ＡＭ設備別操作手順書」及び「重大事故等対

策要領」に定める（第1.2－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電

が必要となる設備についても整備する（第1.2－2表，第

1.2－3表）。 

※9 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対

応要員（運転操作対応）をいう。 

 

 

（添付資料1.2.3） 

 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障

により使用できない場合は，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動し，サプレッション・チェンバ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設

備」，「ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備」，

「ｃ．監視及び制御」及び「ｄ．重大事故等の進展抑制

時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る

手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応と

して事故時操作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」と

いう。），ＡＭ設備別操作要領書及び原子力災害対策手順

書に定める（第 1.2－1表）。 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電

が必要となる設備についても整理する（第 1.2－2 表，第

1.2－3表）。 

 

 

 

 

（添付資料 1.2.3） 

 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障

により使用できない場合は，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッション・チ

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，中央

制御室の運転員にて対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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の注水を実施する。 

 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベ

ル 8）の間で維持するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，

燃料域，SA）により監視する。また，これらの計測機器が

故障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメ

ータの値を推定する手順を整備する。 

 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

(a)手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系

による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない

場合。 

 

(b)操作手順 

中央制御室からの高圧代替注水系起動手順の概要は以下

のとおり。手順の対応フローを第 1.2.2図及び第 1.2.3図

に，概要図を第 1.2.4図に，タイムチャートを第 1.2.5図

に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に中央制御室からの高圧代替注水系起動の準

備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員 A及び Bは，中央制御室からの高圧

代替注水系起動に必要な電動弁及び監視計器の電源が

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持するように原子炉水位（狭帯

域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃料域）により

監視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲

（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定

する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順について

は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

（添付資料1.2.5） 

(a) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合。 

 

(b) 操作手順 

中央制御室からの高圧代替注水系起動手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.2－2図及び第

1.2－3図に，概要図を第1.2－4図に，タイムチャート

を第1.2－5図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に中央制御室からの高圧代替注水系起動の準備開始

を指示する。 

 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系起動に

よる原子炉圧力容器への注水に必要な原子炉隔離時

冷却系原子炉注入弁の電源の受電操作を実施する。 

 

③運転員等は中央制御室にて，中央制御室からの高圧

代替注水系起動に必要な電動弁及び監視計器の電源

ェンバを水源とした原子圧力容器への注水を実施する。 

 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持するように原子炉水位（狭帯

域，広帯域，燃料域，ＳＡ）により監視する。また，こ

れらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超え

た場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備す

る。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順について

は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

（添付資料 1.2.5） 

(a) 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合。 

 

(b) 操作手順 

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図

及び第 1.2－3 図に，概要図を第 1.2－4 図に，タイム

チャートを第 1.2－5図示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

制御室運転員に中央制御室からの高圧原子炉代替

注水系起動の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの高圧原

子炉代替注水系起動に必要な電動弁及び監視計器

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根

1号炉と中央制御室を

共用しているため，当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施

（以下，⑬の相違） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，電源

確保を 1.14にて整理 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 
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確保されていることを状態表示にて確認する。 

 

 

 

 

③中央制御室運転員 A及び Bは，中央制御室からの高圧

代替注水系起動の系統構成として，高圧代替注水系注

入弁の全開操作を実施し，当直副長に中央制御室から

の高圧代替注水系起動の準備完了を報告する。 

 

 

なお，高圧代替注水系の駆動蒸気を確保するため原子

炉隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必要があ

る場合は，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁

を全閉とする。 

④当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室からの高

圧代替注水系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を

指示する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，高圧代替注水系タービ

ン止め弁を全開操作することにより高圧代替注水系を

起動し，原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを高圧代替注水系系統流量指示値

の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し当直

副長に報告するとともに，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル

8）の間で維持する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

が確保されていることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

④運転員等は中央制御室にて，中央制御室からの高圧

代替注水系起動の系統構成として，原子炉隔離時冷

却系トリップ・スロットル弁の閉の確認及び高圧代

替注水系注入弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入

弁の全開操作を実施し，発電長に中央制御室からの

高圧代替注水系起動の準備完了を報告する。 

なお，高圧代替注水系の駆動蒸気を確保するため

原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必

要がある場合は，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め

弁を全閉とする。 

⑤発電長は，運転員等に中央制御室からの高圧代替注

水系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を指示す

る。 

⑥運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系タービ

ン止め弁を全開操作することにより高圧代替注水系

を起動し，原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを高圧代替注水系系統流量指示

値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し

発電長に報告するとともに，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

 

 

 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの高圧原

子炉代替注水系起動の系統構成として，ＨＰＡＣ

注水弁の全開操作を実施し，当直副長に中央制御

室からの高圧原子炉代替注水系起動の準備完了を

報告する。 

 

なお，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気を確保す

るため原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔

離する必要がある場合は，原子炉隔離時冷却系の

タービン蒸気入口弁を全閉とする。 

④当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室から

の高圧原子炉代替注水系起動及び原子炉圧力容器

への注水開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣター

ビン蒸気入口弁を全開操作することにより高圧原

子炉代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注

水を開始する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを高圧原子炉代替注水流量指示

値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認

し当直副長に報告するとともに，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉

水位高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実

島根２号炉は，操作

者の 1名を記載。柏崎

6/7号炉は，操作者及

び確認者の２名を記載

（以下，⑭の相違） 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 

 

・体制及び運用の相違 
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（操作者及び確認者）にて操作を実施した場合，作業開始

を判断してから高圧代替注水系による原子炉圧力容器への

注水開始まで 15分以内で可能である。 

 

 

b.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が故障により使用

できない場合において，中央制御室からの操作により高圧

代替注水系を起動できない場合は，現場での人力による弁

の操作により高圧代替注水系を起動し，復水貯蔵槽を水源

とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベ

ル 8）の間で維持するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，

燃料域，SA）及び可搬式原子炉水位計により監視する。ま

た，これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を

超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備す

る。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については

「1.15事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

(a)手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系

による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない

場合で，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起

動できない場合。 

(b)操作手順 

現場手動操作による高圧代替注水系起動手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを第 1.2.2図及び第 1.2.3

図に，概要図を第 1.2.4図に，タイムチャートを第 1.2.6

図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

現場手動操作による高圧代替注水系起動の準備開始を

指示する。 

転員）2名にて操作を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水

開始まで10分以内で可能である。 

 

 

ｂ．現場手動操作による高圧代替注水系起動 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障

により使用できない場合において，中央制御室からの操

作により高圧代替注水系を起動できない場合は，現場で

の人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持するように原子炉水位（狭帯

域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃料域）及び可

搬型計測器により監視する。また，これらの計測機器が

故障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラ

メータの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順について

は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

（添付資料1.2.5） 

(a) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動できない場合。 

(b) 操作手順 

現場手動操作による高圧代替注水系起動手順の概要

は以下のとおり。手順の対応フローを第1.2－2図及び

第1.2－3図に，概要図を第1.2－6図に，タイムチャー

トを第1.2－7図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に現場手動操作による高圧代替注水系起動の準

備開始を指示する。 

施した場合，作業開始を判断してから高圧原子炉代替

注水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以

内で可能である。 

 

（添付資料 1.2.4‐1） 

ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障

により使用できない場合において，中央制御室からの操

作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合は，

現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持するように原子炉水位（狭帯

域，広帯域，燃料域，ＳＡ）及び原子炉水位（可搬型計

測器）により監視する。また，これらの計測機器が故障

又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメー

タの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順について

は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

（添付資料 1.2.5） 

(a) 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。 

(b) 操作手順 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2

図及び第 1.2－3 図に，概要図を第 1.2－4 図に、タイ

ムチャートを第 1.2－6図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場

運転員に現場手動操作による高圧原子炉代替注水

系起動の準備開始を指示する。 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違（以下，⑮の相違） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 
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②現場運転員 E及び Fは，原子炉圧力容器内の水位を確

認するため，原子炉建屋地上 1階北西通路（管理区

域）の可搬式原子炉水位計の接続を実施し，当直副長

に原子炉圧力容器内の水位を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③現場運転員 C及び Dは，高圧代替注水系の駆動蒸気圧

力が確保されていることを原子炉建屋地下 3階原子炉

隔離時冷却系ポンプ室（管理区域）の原子炉隔離時冷

却系タービン入口圧力指示値が規定値以上であること

により確認する。 

 

 

④現場運転員 C及び Dは，現場手動操作による高圧代替

注水系起動の系統構成として，高圧代替注水系注入弁

を現場操作用のハンドルにて全開操作し，当直副長に

高圧代替注水系現場起動による原子炉圧力容器への注

水の準備完了を報告する。 

 

 

なお，高圧代替注水系の駆動蒸気を確保するため原子

炉隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必要があ

る場合は，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁

を全閉とする。 

⑤当直副長は，現場運転員に現場手動操作による高圧代

替注水系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を指示

する。また，中央制御室運転員に原子炉圧力容器内の

水位の監視を指示する。 

 

 

⑥現場運転員 C及び Dは，高圧代替注水系タービン止め

弁を現場操作用のハンドルにて全開操作することによ

②運転員等は中央制御室にて，原子炉水位及び高圧

代替注水系系統流量の計器端子台に可搬型計測器

の接続を実施し，発電長に原子炉圧力容器内の水

位を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，高圧代替注

水系の駆動蒸気圧力が確保されていることを原子

炉建屋原子炉棟地下1階（管理区域）の高圧代替注

水系タービン入口圧力指示値が規定値以上である

ことにより確認する。 

 

 

④運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，現場手動操

作による高圧代替注水系起動の系統構成として，

原子炉隔離時冷却系トリップ・スロットル弁の閉

を確認するとともに，高圧代替注水系注入弁及び

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁を全開操作し，

発電長に高圧代替注水系現場起動による原子炉圧

力容器への注水の準備完了を報告する。 

なお，高圧代替注水系の駆動蒸気を確保するため

原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する

必要がある場合は，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気

止め弁を全閉とする。 

⑤発電長は，運転員等に現場手動操作による高圧代

替注水系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を

指示する。 

 

 

 

⑥運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，高圧代替注

水系タービン止め弁を現場操作用のハンドルにて

②現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器の水位を

確認するため，廃棄物処理建物１階補助盤室（非

管理区域）にて，原子炉水位（可搬型計測器）の

接続を実施し，当直副長に原子炉圧力容器内の水

位を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

③現場運転員Ａ及びＢは，高圧原子炉代替注水系の

駆動蒸気圧力が確保されていることを廃棄物処理

建物１階補助盤室（非管理区域）にて，原子炉圧

力（可搬型計測器）の接続により原子炉圧力指示

値が規定値以上であることを確認し，当直副長に

報告する。 

 

④現場運転員Ｃ及びＤは，現場手動操作による高圧

原子炉代替注水系起動の系統構成として，ＨＰＡ

Ｃ注水弁を現場操作用のハンドルにて全開操作

し，当直副長に高圧原子炉代替注水系現場起動に

よる原子炉圧力容器への注水の準備完了を報告す

る。 

 

なお，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気を確保す

るため原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔

離する必要がある場合は，原子炉隔離時冷却系の

タービン蒸気入口弁を全閉とする。 

⑤当直副長は，現場運転員に現場手動操作による高

圧原子炉代替注水系起動，原子炉圧力容器への注

水開始及び原子炉圧力容器内の水位の監視を指示

する。 

 

 

⑥現場運転員Ｃ及びＤは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣター

ビン蒸気入口弁を現場操作用のハンドルにて全開

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系の流

量によらず，原子炉の

水位を制御 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，駆動

源があることを原子炉

圧力で確認 

④の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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り高圧代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注水

を開始する。また，原子炉建屋地下 2階高圧代替注水

系ポンプ室（管理区域）の現場監視計器により高圧代

替注水系の作動状況を確認し，現場運転員 E及び Fに

作動状況に異常がないことを報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑦現場運転員 E及び Fは，原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを原子炉建屋地上 1階北西通路（管理区

域）の可搬式原子炉水位計指示値の上昇により確認

し，作動状況に異常がないことを当直副長に報告する

とともに， 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系タービン止め弁を現場操作用のハンド

ルにて操作することにより原子炉水位低（レベル 3）

から原子炉水位高（レベル 8）の間で原子炉圧力容器

内の水位を制御する。なお，可搬式原子炉水位計によ

る監視ができない場合は，中央制御室運転員の指示に

基づき，原子炉圧力容器内の水位を制御する。 

 

 

 

 

⑧中央制御室運転員 Aは，原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

全開操作することにより高圧代替注水系を起動

し，原子炉圧力容器への注水を開始する。また，

可搬型計測器により高圧代替注水系の作動状況を

確認し，発電長に作動状況に異常がないことを報

告する。 

 

 

 

 

 

 

⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを可搬型計測器による原子

炉水位指示値及び高圧代替注水系系統流量の上昇

により確認し，作動状況に異常がないことを発電

長に報告するとともに，原子炉建屋原子炉棟に

て， 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系タービン止め弁を現場操作用のハ

ンドルにて操作することにより原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で原

子炉圧力容器内の水位を制御する。なお，中央制

御室にて可搬型計測器による原子炉水位及び高圧

代替注水系系統流量の監視ができない場合は，原

子炉建屋原子炉棟にて可搬型計測器により原子炉

水位指示値を監視し，現場計器にて常設高圧代替

注水系ポンプ吐出圧力指示値を確認することで，

原子炉圧力容器の水位を制御する。 

 

 

 

 

 

操作することにより高圧原子炉代替注水系を起動

し，原子炉圧力容器への注水を開始する。また，

原子炉建物原子炉棟地下２階Ｃ－ＲＨＲポンプ室

（管理区域）の現場監視計器により高圧原子炉代

替注水系の作動状況を確認し，当直副長に作動状

況に異常がないことを報告する。 

 

 

 

 

 

⑦現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを原子炉水位（可搬型計測器）

による原子炉水位指示値の上昇により確認し，作

動状況に異常がないことを当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧現場運転員Ｃ及びＤは，蒸気外側隔離弁を現場操

作用のハンドルにて操作することにより原子炉水

位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で原子炉圧力容器内の水位を制御する。な

お，当直副長の指示に基づき，原子炉圧力容器内

の水位を制御する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系の作

動状況を現場監視計器

で確認 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系の流

量によらず，原子炉の

水位を制御 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1名

及び現場運転員 4名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注

水開始まで約 40分で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が

開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備す

る。室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

（ 添付資料 1.2.3－1，1.2.3－3） 

(2)重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.2.18図に示す。 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が故障により使用できない

場合は，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し

原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない

場合は，現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を

起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準

備が整うまでの期間，高圧代替注水系の運転を継続する。 

 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧

力容器への注水 

a.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員及び重大

事故等対応要員）4名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから現場手動操作による高圧代替注水系

起動での原子炉圧力容器への注水開始まで58分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

 

 

（添付資料1.2.4） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.2－19図に示す。 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用

できない場合は，中央制御室からの操作により高圧代替注水

系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できな

い場合は，現場での人力による弁の操作により高圧代替注水

系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の

準備が整うまでの期間，高圧代替注水系の運転を継続する。 

 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉

圧力容器への注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから現場手動操作による高

圧原子炉代替注水系起動での原子炉圧力容器への注水

開始まで 35分以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

 

 

 

（添付資料 1.2.4‐2） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.2－18図に示す。 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用

できない場合は，中央制御室からの操作により高圧原子炉代

替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動

できない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧原

子炉代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策

の準備が整うまでの期間，高圧原子炉代替注水系の運転を継

続する。 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉

圧力容器への注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 ⑦の相違 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑮の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，可搬

型計測器を補助盤室に

配備 
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全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉圧力

容器への注水ができず，中央制御室からの操作及び現場で

の人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動できな

い場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水

位を維持できない場合は，現場での人力による弁の操作に

より原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベ

ル 8）の間で維持するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，

燃料域，SA）及び可搬式原子炉水位計により監視する。ま

た，これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を

超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備す

る。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

また，現場手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し

た場合は，潤滑油冷却器の冷却水を確保するため，真空タ

ンクドレン弁等を開操作することにより，原子炉隔離時冷

却系ポンプ室に排水が滞留することとなるが， この排水を

処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系を

水没させずに継続して運転できる。 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中

央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心注水系での原子炉圧力容器への注水ができない場合にお

いて，中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の

操作により高圧代替注水系を起動できない場合，又は高圧

代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル 3）以上に維持できない場合。 

 

(b) 操作手順 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，中央制御室からの操

作及び現場での人力による弁の操作により高圧代替注水

系を起動できない場合，又は高圧代替注水系により原子

炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人

力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持するように原子炉水位（広帯

域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃料域）及び可搬型計測

器により監視する。また，これらの計測機器が故障又は

計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの

値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順について

は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

（添付資料1.2.5） 

また，現場手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動

した場合は，潤滑油冷却器の冷却水を確保するため，真

空タンク点検口を開放することにより，原子炉隔離時冷

却系ポンプ室に排水が滞留することとなるが，この排水

を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時

冷却系を水没させずに継続して運転できる。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注水が

できない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起

動できない場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維

持できない場合。 

(b) 操作手順 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，中央制御室からの操

作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代

替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水

系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場合

は，現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷

却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持するように原子炉水位（狭帯

域，広帯域，燃料域，ＳＡ）及び原子炉水位（可搬型計

測器）により監視する。また，これらの計測機器が故障

又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメー

タの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順について

は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

（添付資料 1.2.5） 

また，現場手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動

した場合は，潤滑油冷却器の冷却水を確保するため，Ｒ

ＣＩＣ真空タンクドレン弁等を開操作することにより，

ＲＣＩＣポンプ室に排水が滞留することとなるが，この

排水を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔

離時冷却系を水没させずに継続して運転できる。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注水が

できない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系に

より原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合。 

(b) 操作手順 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動手順の概要

は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2.2図及び第

1.2.3図に，概要図を第 1.2.7図，第 1.2.8図に，タイム

チャートを第 1.2.9図に示す。 

［現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（運転員

操作）］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動の準備開

始を指示する。 

②当直長は，当直副長の依頼に基づき，緊急時対策本部

に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動にて発

生する排水の処理を依頼する。 

③現場運転員 E及び Fは，原子炉圧力容器内の水位を確

認するため，原子炉建屋地下 1階北西通路（管理区

域）の可搬式原子炉水位計の接続を実施し，当直副長

に原子炉圧力容器内の水位を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現場運転員 C及び Dは，原子炉隔離時冷却系の駆動蒸

気圧力が確保されていることを原子炉建屋地下 3階原

子炉隔離時冷却系ポンプ室（管理区域）の原子炉隔離

時冷却系タービン入口圧力指示値が規定値以上である

ことにより確認する。 

 

 

⑤現場運転員 C及び Dは，原子炉隔離時冷却系タービン

及びポンプに使用している潤滑油冷却器の冷却水を確

保するため，原子炉隔離時冷却系冷却水ライン止め

弁，原子炉隔離時冷却系真空タンクドレン弁，原子炉

隔離時冷却系真空タンク水位検出配管ドレン弁及び原

子炉隔離時冷却系セパレータドレン弁の全開操作を実

施し，当直副長に原子炉隔離時冷却系の冷却水確保完

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.2－2図

及び第1.2－3図に，概要図を第1.2－8図，第1.2－9図

に，タイムチャートを第1.2－10図に示す。 

【現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（運転

員操作）】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動の

準備開始を指示する。 

②発電長は，災害対策本部長代理に現場手動操作によ

る原子炉隔離時冷却系起動にて発生する排水の処

理を依頼する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉水位及び原子炉

隔離時冷却系系統流量の計器端子台に可搬型計測

器の接続を実施し，発電長に原子炉圧力容器内の

水位を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉隔離時

冷却系の駆動蒸気圧力が確保されていることを原

子炉建屋原子炉棟地下1階（管理区域）の原子炉隔

離時冷却系タービン入口圧力指示値が規定値以上

であることにより確認する。 

 

 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉隔離時

冷却系タービン及びポンプに使用している潤滑油

冷却器の冷却水を確保するため，原子炉隔離時冷

却系真空タンク点検口の開放操作を実施後，原子

炉隔離時冷却系潤滑油クーラ冷却水供給弁の全開

操作を実施し，発電長に原子炉隔離時冷却系の冷

却水確保完了を報告する。 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図

及び第 1.2－3 図に，概要図を第 1.2－7 図，第 1.2－8

図に，タイムチャートを第 1.2－9図に示す。 

[現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（運転

員操作）] 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場

運転員に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系

の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長の依頼に基づき，緊急時対策

本部に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起

動にて発生する排水の処理を依頼する。 

③現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器の水位を

確認するため，廃棄物処理建物１階補助盤室（非

管理区域）にて，原子炉水位（可搬型計測器）の

接続を実施し，当直副長に原子炉圧力容器内の水

位を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

④現場運転員Ａ及びＢは，原子炉隔離時冷却系の駆

動蒸気圧力が確保されていることを廃棄物処理建

物１階補助盤室（非管理区域）にて，原子炉圧力

（可搬型計測器）の接続により原子炉圧力指示値

が規定値以上であることを確認し，当直副長に報

告する。 

 

⑤現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉隔離時冷却系ター

ビン及びポンプに使用している潤滑油冷却器の冷

却水を確保するため，復水器冷却水入口弁，ＲＣ

ＩＣ真空タンクドレン弁，ＲＣＩＣ真空タンク水

位検出配管ドレン弁の全開操作を実施し，当直副

長に原子炉隔離時冷却系の冷却水確保完了を報告

する。 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系の流量

によらず原子炉の水位

を制御 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑬の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，駆動

源があることを原子炉

圧力で確認 

 ④の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 
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了を報告する。 

⑥現場運転員 C及び Dは，現場手動操作による原子炉隔

離時冷却系起動の系統構成として，原子炉隔離時冷却

系注入弁を現場操作用のハンドルにて全開操作すると

ともに，原子炉隔離時冷却系タービングランド部から

の蒸気漏えいに備え防護具（酸素呼吸器及び耐熱服）

を装着（現場運転員 E及び Fはこれを補助する）し，

当直副長に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起

動の準備完了を報告する。 

 

 

⑦当直副長は，現場運転員に現場手動操作による原子炉

隔離時冷却系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を

指示する。また，中央制御室運転員に原子炉圧力容器

内の水位の監視を指示する。 

 

⑧現場運転員 C及び Dは，原子炉隔離時冷却系タービン

止め弁を現場操作用のハンドルにて徐々に開操作する

ことにより原子炉隔離時冷却系を起動し，原子炉隔離

時冷却系タービンの回転数を可搬型回転計にて確認し

ながら規定回転数に調整する。また，原子炉建屋地下

3階原子炉隔離時冷却系ポンプ室（管理区域）の現場

監視計器により原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認

し，現場運転員 E及び Fに作動状況に異常がないこと

を報告する。 

 

 

 

 

 

⑨現場運転員 E及び Fは，原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを原子炉建屋地下 1階北西通路（管理区

域）の可搬式原子炉水位計指示値の上昇により確認

し，作動状況に異常がないことを当直副長に報告する

とともに， 

 

 

 

 

⑥運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，現場手動操作

による原子炉隔離時冷却系起動の系統構成とし

て，原子炉隔離時冷却系トリップ・スロットル弁

の全開を確認するとともに，原子炉隔離時冷却系

ポンプ出口弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入

弁の全開操作を実施後，原子炉隔離時冷却系ター

ビングランド部からの蒸気漏えいに備え防護具

（自給式呼吸用保護具及び耐火服）を装着し，発

電長に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起

動の準備完了を報告する。 

⑦発電長は，運転員等に現場手動操作による原子炉隔

離時冷却系起動及び原子炉圧力容器への注水開始

を指示する。 

 

 

⑧運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉隔離時

冷却系蒸気供給弁を徐々に開操作することにより

原子炉隔離時冷却系を起動し，原子炉隔離時冷却

系タービンの回転数を可搬型回転計にて確認しな

がら規定回転数に調整する。また，原子炉建屋原

子炉棟地下2階原子炉隔離時冷却系ポンプ室（管理

区域）の現場監視計器により原子炉隔離時冷却系

の作動状況を確認し，発電長に作動状況に異常が

ないことを報告する。 

 

 

 

 

 

⑨運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを可搬型計測器による原子炉

水位指示値及び原子炉隔離時冷却系系統流量指示

値の上昇により確認し，作動状況に異常がないこ

とを発電長に報告するとともに， 

 

 

 

 

⑥現場運転員Ｃ及びＤは，現場手動操作による原子

炉隔離時冷却系起動の系統構成として，ＲＣＩＣ

注水弁及びミニマムフロー弁を現場操作用のハン

ドルにて全開操作するとともに，原子炉隔離時冷

却系タービングランド部からの蒸気漏えいに備え

保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を装着し，当直

副長に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起

動の準備完了を報告する。 

 

 

⑦当直副長は，現場運転員に現場手動操作による原

子炉隔離時冷却系起動，原子炉圧力容器への注水

開始及び原子炉圧力容器内の水位の監視を指示す

る。 

 

⑧現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉隔離時冷却系のタ

ービン蒸気入口弁を現場操作用のハンドルにて

徐々に開操作することにより原子炉隔離時冷却系

を起動し，原子炉隔離時冷却系タービンの回転数

を可搬型回転計にて確認しながら規定回転数に調

整し，ミニマムフロー弁を現場操作用のハンドル

にて全閉操作する。また，原子炉建物原子炉棟地

下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）の現場監視

計器により原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認

し，当直副長に作動状況に異常が無いことを報告

する。 

 

 

 

⑨現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを原子炉水位（可搬型計測器）

による原子炉水位指示値の上昇により確認し，作

動状況に異常がないことを当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 ⑬の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，補助

要員なしで着用可能 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑬の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系起動後

にミニマムフロー弁の

全閉操作をする 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系の流量

によらず原子炉の水位
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原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を現場操作

用のハンドルにて操作することにより原子炉水位低

（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で原

子炉圧力容器内の水位を制御する。なお，可搬式原子

炉水位計による監視ができない場合は，中央制御室運

転員の指示に基づき，原子炉圧力容器内の水位を制御

する。 

 

 

 

⑩中央制御室運転員 Aは，原子炉圧力容器への注水が開

始されたことを原子炉水位指示値の上昇により確認

し，当直副長に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

［原子炉隔離時冷却系排水処理（緊急時対策要員操

作）］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に排水処理を指示

する。 

②緊急時対策要員は，排水処理に必要な発電機，制御

盤，水中ポンプ，電源ケーブル，ホース及びホース用

吐出弁（吊り具含む）の準備を行い，6号及び 7号炉

サービス建屋屋外入口まで移動する。 

 

 

 

③緊急時対策要員は，防護扉を開放する。 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁を現場手動操

作にて操作することにより原子炉水位低（レベル

３）から原子炉水位高（レベル８）の間で原子炉

圧力容器内の水位を制御する。なお，中央制御室

にて原子炉水位及び原子炉隔離時冷却系系統流量

の監視ができない場合は，原子炉建屋原子炉棟に

て可搬型計測器により原子炉水位指示値を監視

し，現場計器にて原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出

圧力指示値を確認することで，原子炉圧力容器の

水位を制御する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉隔離時冷却系排水処理（重大事故等対応要員

操作）】 

①災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に排水

処理を指示する。 

②重大事故等対応要員は，排水処理に必要な発電機，

水中ポンプ，電源ケーブル及びホースの準備を行

い，原子炉建屋屋外まで移動する。 

 

 

 

 

③重大事故等対応要員は，防護扉を開放する。 

 

 

 

 

 

⑩現場運転員Ｃ及びＤは，蒸気外側隔離弁を現場操

作用のハンドルにて操作することにより原子炉水

位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で原子炉圧力容器内の水位を制御する。な

お，当直副長の指示に基づき，原子炉圧力容器内

の水位を制御する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［原子炉隔離時冷却系排水処理（緊急時対策要員操

作）］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に排水処理を

指示する。 

②緊急時対策要員は，排水処理に必要な発電機，電

源盤，水中ポンプ，電源ケーブル，ホース及びホ

ース用吐出弁（吊り具含む）の準備を行い，大物

搬入口防護扉まで移動する。 

 

 

 

③緊急時対策要員は，防護扉を開放する。 

 

を制御 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，発電

機起動で水中ポンプを

起動し制御盤を設置し

ない系統構成(以下，⑯

の相違) 
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④緊急時対策要員は，防護扉手前に発電機を設置，6号

及び 7号炉廃棄物処理建屋地上 1階（管理区域）に制

御盤を設置，原子炉建屋地下 3階残留熱除去系ポンプ

室(A)内（管理区域）の高電導度廃液系サンプ(A)に水

中ポンプを設置，6号及び 7号炉コントロール建屋地

上 1階（管理区域）に電源ケーブル及びホースを搬入

する。 

⑤緊急時対策要員は，発電機－制御盤間及び制御盤－水

中ポンプ間の電源ケーブルを敷設し，制御盤及び水中

ポンプ各端子へ電源ケーブルを接続する。 

 

⑥緊急時対策要員は，原子炉建屋地下 3階残留熱除去系

(A)ポンプ室水密扉及び高電導度廃液系サンプ(D)室扉

を開放し固縛する。 

 

⑦緊急時対策要員は，水中ポンプの吐出側にホースを接

続し，接続したホースを原子炉建屋地下 3階高電導度

廃液系サンプ(D)室内（管理区域）の高電導度廃液系

サンプ(D)まで敷設する。また，吐出口にホース用吐

出弁を取付け固縛する。 

 

⑧緊急時対策要員は，発電機を起動させるため，発電機

本体から起動操作を行い発電機を起動させる。 

 

 

 

⑨緊急時対策要員は，水中ポンプを起動させるため，制

御盤から起動操作を行い水中ポンプを起動させ，高電

導度廃液系サンプ(D)へ送水を開始する。 

 

⑩緊急時対策要員は，水中ポンプの運転状態を制御盤の

状態表示にて確認する。 

 

⑪緊急時対策要員は，排水処理を開始したことを緊急時

対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長

に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

④重大事故等対応要員は，原子炉建屋屋外に発電機を

設置，原子炉建屋原子炉棟地下2階（管理区域）の

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に水中ポンプ及びホ

ースを設置，原子炉建屋原子炉棟地下1階（管理区

域）に電源ケーブルを搬入する。 

 

 

⑤重大事故等対応要員は，発電機－モータコントロー

ルセンタ間及び発電機－水中ポンプ間の電源ケー

ブルを敷設し，モータコントロールセンタの各端

子へ電源ケーブルを接続する。 

⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋原子炉棟地下 2

階原子炉隔離時冷却系ポンプ室の水密扉を開放し

固縛する。 

 

⑦重大事故等対応要員は，水中ポンプの吐出側にホー

スを接続し，接続したホースを原子炉建屋原子炉

棟地下2階原子炉棟床ドレン・サンプまで敷設す

る。 

 

 

⑧重大事故等対応要員は，発電機を起動させるため，

発電機本体から起動操作を行い発電機を起動させ

る。 

 

 

⑨重大事故等対応要員は，水中ポンプを起動させるた

め，制御盤から起動操作を行い水中ポンプを起動

させ，原子炉棟床ドレン・サンプへ送水を開始す

る。 

⑩重大事故等対応要員は，水中ポンプの運転状態を制

御盤の状態表示にて確認する。 

 

⑪重大事故等対応要員は，排水処理を開始したことを

災害対策本部長代理に報告する。また，災害対策

本部長代理は発電長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

④緊急時対策要員は，防護扉手前に発電機を設置，

原子炉建物原子炉棟地下２階Ｃ－ＲＨＲポンプ室

内（管理区域）に電源盤を設置し，水中ポンプの

吐出側にホースを接続しＲＨＲ室床ドレンサンプ

タンクに水中ポンプを設置，電源ケーブル及びホ

ースを搬入する。 

 

⑤緊急時対策要員は，発電機－電源盤間及び電源盤

－水中ポンプ間の電源ケーブルを敷設し，電源盤

及び水中ポンプ各端子へ電源ケーブルを接続す

る。 

⑥緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟地下２階

Ｃ－ＲＨＲポンプ室水密扉及びトーラス室扉を開

放し固縛する。 

 

⑦緊急時対策要員は，水中ポンプに接続したホース

を原子炉建物原子炉棟地下１階トーラス室内（管

理区域）まで敷設する。また，吐出口にホース用

吐出弁を取付け固縛する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧緊急時対策要員は，水中ポンプを起動させるた

め，発電機を起動し，水中ポンプを起動させ，ト

ーラス室へ送水を開始する。 

 

⑨緊急時対策要員は，水中ポンプの運転状態を発電

機の出力電流にて確認する。 

 

⑩緊急時対策要員は，排水処理を開始したことを当

直長に報告する。また，当直長は緊急時対策本部

に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 排水先の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 排水先の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

排水先の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，発電

機起動で水中ポンプを

起動する 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

排水先の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 
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上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 4名及び緊急時対策要員 4名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系

による原子炉圧力容器への注水開始まで約 90分，緊急時

対策要員による排水処理開始まで約 180分で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具

（酸素呼吸器及び耐熱服），照明及び通信連絡設備を整備

する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資

機材は作業場所近傍に配備する。 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室するの

は原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速やかに退

室する手順とする。したがって，原子炉隔離時冷却系ター

ビングランド部からの蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇に

よる運転員への影響はないものと考えており，防護具（酸

素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより本操作

が可能である。 

（添付資料 1.2.3－2，1.2.3－3） 

(2)復旧 

a.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備に

より給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電

池（直流 125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-2及び AM用直

流 125V蓄電池）が枯渇する前に常設代替交流電源設備，第

二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により充

電器を受電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直

流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプ

レッション・チェンバ・プール水冷却モード）が機能喪失

している場合，原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器

への注水が必要な間は原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯

蔵槽とする。 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転

員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）8名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容

器への注水開始まで125分以内，重大事故等対応要員に

よる排水処理開始まで300分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具

（自給式呼吸用保護具及び耐火服），照明及び通信連絡

設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室する

のは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速やか

に退室する手順とする。したがって，原子炉隔離時冷却

系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う環境温度

の上昇による運転員への影響はないものと考えており，

防護具（自給式呼吸用保護具及び耐火服）を確実に装着

することにより本操作が可能である。 

（添付資料1.2.4） 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備

により給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄

電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備として使用す

る常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備と

して使用する可搬型代替低圧電源車により所内常設直流

電源設備のうち直流125V充電器に給電し，原子炉隔離時

冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧

力容器へ注水する。 

 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）が機能喪失し，サプレッ

ション・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の設計温

度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容器への注

水を低圧代替注水系（可搬型）に切り替える。 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員

４名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら原子炉隔離時冷却系起動による原子炉圧力容器への

注水開始まで１時間以内，緊急時対策要員による排水

処理開始まで１時間 45分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護

具(酸素呼吸器及び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を

整備する。 

 

 

 

 

ＲＣＩＣポンプ室に現場運転員が入室するのは原子

炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速やかに退室

する手順とする。したがって，原子炉隔離時冷却系タ

ービングランド部からの蒸気漏えいに伴う環境温度の

上昇による運転員への影響はないものと考えており，

保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着するこ

とにより本操作が可能である。 

（添付資料 1.2.4‐3） 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流

電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備

として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流

電源設備として使用する高圧発電機車により所内常設蓄

電式直流電源設備のうちＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）に給電

し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を

確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）が機能喪失し，サ

プレッション・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の

設計温度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容器

への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替え

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑮の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，可搬

型計測器を補助盤室に

配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系の水源
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(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流 125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-

2及び AM用直流 125V蓄電池が枯渇により機能が喪失する

と予測される場合で，常設代替交流電源設備，第二代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備が使用可能な場

合。 

 

 

(b)操作手順 

代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

 

(c)操作の成立性 

代替交流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整理する。 

 

 

b.可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により

給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電池（直

流 125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-2及び AM用直流 125V

蓄電池）が枯渇する前に可搬型直流電源設備により原子炉隔

離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な所内常設直流電源設備の蓄電池

が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，常

設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源

装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬

型代替低圧電源車が使用可能な場合。 

 

 

(b) 操作手順 

常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替

交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

常設代替交流電源設備に関する操作の成立性及び可

搬型代替交流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

 

ｂ．代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備

により給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄

電池が枯渇する前に可搬型代替直流電源設備として使用

する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器により原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）が枯

渇により機能が喪失すると予測される場合で，常設代

替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又

は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機

車が使用可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替

交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

常設代替交流電源設備に関する操作の成立性及び可搬

型代替交流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電

源の確保に関する手順等」にて整理する。 

 

ｂ．可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給

電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流

電源設備の蓄電池が枯渇する前に可搬型直流電源設備と

して使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）及び 230V 系充電器（常用）により原子炉隔離時冷却

としてサプレッショ

ン・チェンバの他に復

水貯蔵タンクを自主対

策設備として整備して

いるが，復水貯蔵タン

クは使用できない場合

があるため，低圧注水

系を準備し，原子炉を

減圧することで，低圧

注水系による原子炉の

注水を確保する手段と

している 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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力容器へ注水する。 

 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード）が機能喪失して

いる場合，原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注

水が必要な間は原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵槽とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流 125V蓄電池 A，直流 125V

蓄電池 A-2及び AM用直流 125V蓄電池が枯渇により機

能が喪失すると予測される場合で，代替交流電源設備

により直流電源を確保できない場合。 

(b)操作手順 

可搬型直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整備する。 

(c)操作の成立性 

可搬型直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

 

c.直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備に

より給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電

原子炉圧力容器へ注水する。 

 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）が機能喪失し，サプレッ

ション・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の設計温

度を超えると想定される場合，原子炉圧力容器への注水

を低圧代替注水系（可搬型）に切り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な所内常設直流電源設備の蓄電池

が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，代

替交流電源設備により直流電源を確保できない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型代替直流電源設備に関する手順等は「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

可搬型代替直流電源設備に関する操作の成立性は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

 

 

 

 

 

系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容

器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）が機能喪失し，サ

プレッション・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の

設計温度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容器

への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）が枯

渇により機能が喪失すると予測される場合で，代替交

流電源設備により直流電源を確保できない場合。 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

可搬型直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

 

ｃ．直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流
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池（直流 125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-2及び AM用直

流 125V蓄電池）が枯渇する前に直流給電車により原子炉隔

離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉

圧力容器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプ

レッション・チェンバ・プール水冷却モード）が機能喪失

している場合，原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器

への注水が必要な間は原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯

蔵槽とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流 125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-

2及び AM用直流 125V蓄電池が枯渇により機能が喪失する

と予測される場合で，代替交流電源設備及び可搬型直流電

源設備により直流電源を確保できない場合。 

 

(b)操作手順 

直流給電車に関する手順等は「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整備する。 

(c)操作の成立性 

直流給電車に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整理する。 

 

(3)重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.2.18図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.2－19図に示す。 

電源設備の蓄電池が枯渇する前に直流給電車より原子炉

隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原

子炉圧力容器へ注水する。 

 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）が機能喪失し，サ

プレッション・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の

設計温度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容器

への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V

系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）が枯

渇により機能が喪失すると予測される場合で，代替交

流電源設備及び可搬型直流電源設備により直流電源を

確保できない場合。 

(b) 操作手順 

直流給電車に関する手順等は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

直流給電車に関する操作の成立性は「1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整理する。 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第 1.2－18図に示す。 
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a.全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した場合の

対応 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失により，原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉圧力容

器への注水ができない場合は，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動でき

ない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧代替

注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

 

いずれの操作によっても高圧代替注水系を起動できない

場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位

を維持できない場合は，現場での人力による弁の操作によ

り原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器へ注水す

る。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間， 原子炉隔離時冷却系の運転

を継続する。 

 

 

b.全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備に

より給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電

池が枯渇する前に常設代替交流電源設備，第二代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備により充電器を受電

し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確

保して原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬型

直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要

な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備による給電が

ａ．全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失した

場合の対応 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統の喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合は，中央制御室

からの操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧力容

器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧

代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

 

いずれの操作によっても高圧代替注水系を起動できな

い場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の

水位を維持できない場合は，現場での人力による弁の操

作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器へ

注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系

の運転を継続する。 

 

ｂ．全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備

により給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄

電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備として使用す

る常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備と

して使用する可搬型代替低圧電源車により所内常設直流

電源設備のうち直流125V充電器に給電し，原子炉隔離時

冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧

力容器へ注水する。 

 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬

型代替直流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源

車及び可搬型整流器により原子炉隔離時冷却系の運転継

続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水す

る。 

 

ａ．全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した場合

の対応 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失により，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合は，中央制御室から

の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧力

容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を

起動できない場合は，現場での人力による弁の操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水

する。 

いずれの操作によっても高圧原子炉代替注水系を起動

できない場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉

圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人力

による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子

炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系

の運転を継続する。 

 

ｂ．全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流

電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備

として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流

電源設備として使用する高圧発電機車により所内常設蓄

電式直流電源設備のうちＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）に給電

し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を

確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬

型直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－

115V系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（常用）により

原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保

して原子炉圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備による給電
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できない場合は，直流給電車により原子炉隔離時冷却系の

運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注

水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転

を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

b.制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時

において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に

維持できない場合は，原子炉補機冷却系により冷却水を確

保し，復水貯蔵槽を水源とした制御棒駆動系による原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧代

替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場

合で，制御棒駆動系が使用可能な場合。 

 

 

(b)操作手順 

制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水手順の概要

は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2.2 図及び第

1.2.3 図に，概要図を第 1.2.12 図に，タイムチャートを第

1.2.13図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

 

 

 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系

の運転を継続する。 

（添付資料1.2.6） 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ｂ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失時において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却

系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合は，原子炉補機冷却系に

より冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御

棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高

圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替

注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）以上に維持できない場合で，制御棒駆動

水圧系が使用可能な場合。 

 

(b) 操作手順  

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.2－

2図及び第1.2－3図に，概要図を第1.2－13図に，タイ

ムチャートを第1.2－14図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

ができない場合は，直流給電車により原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容

器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系

の運転を継続する。 

（添付資料1.2.6） 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失時において,高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時

冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）以上に維持できない場合は，原子炉補機冷

却系により冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とし

た制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高

圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉

隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，制御

棒駆動水圧系が使用可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2

－2 図及び第 1.2－3 図に，概要図を第 1.2－10 図に，

タイムチャートを第 1.2－11図示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，全交

流動力電源喪失時に高

圧注水系の起動に失敗

した場合の処置につい

て記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 

 

 

・体制の相違 
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室運転員に制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注

水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員 A 及び B は，制御棒駆動系の起動に

必要なポンプ，監視計器の電源及び冷却水が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に第一ガスタービン発電機又は第二ガスタービン

発電機の負荷容量確認を依頼し，制御棒駆動系が使用

可能か確認する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に制御棒駆動系による

原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

 

⑤中央制御室運転員 A 及び B は，制御棒駆動水ポンプ

(A)の起動操作を実施し，制御棒駆動水ポンプ(A)が起

動したことを確認する。 

 

 

 

⑥中央制御室運転員 A 及び B は，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを制御棒駆動系系統流量指示値の

上昇により確認し，当直副長に報告する。 

 

 

 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注

水開始まで約 20分で可能である。 

 

等に制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への

注水の準備開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水に必要なポンプ，電

動弁，監視計器の電源及び冷却水が確保されてい

ることを状態表示等にて確認する。 

 

 

 

 

③発電長は，運転員等に制御棒駆動水圧系による原

子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

 

④運転員等は中央制御室にて，制御棒駆動水ポンプ

の起動操作を実施し，制御棒駆動水ポンプが起動

したことを確認する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，制御棒駆動水圧系流

量調整弁及び制御棒駆動水圧系駆動水圧力調整弁

を開とする。 

⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への

注水が開始されたことを制御棒駆動水圧系系統流

量指示値の上昇により確認し，発電長に報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注

水開始まで4分以内で可能である。 

 

制御室運転員に制御棒駆動水圧系による原子炉圧

力容器への注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，制御棒駆動水圧系の起動

に必要なポンプ，監視計器の電源及び冷却水が確

保されていることを状態表示にて確認する。 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，制御棒駆動水圧系が使用可能か確認す

る。 

④当直副長は，中央制御室運転員に制御棒駆動水圧

系による原子炉圧力容器への注水開始を指示す

る。 

⑤中央制御室運転員Ａは，Ａ－制御棒駆動水圧ポン

プの起動操作を実施し，Ａ－制御棒駆動水圧ポン

プが起動したことを確認する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＣＲＤ系統流量調節弁及

びＣＲＤ駆動水圧力調節弁の全開操作を実施す

る。 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを制御棒駆動水圧系系統流量指

示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで 15分以内で可能で

ある。 

（添付資料 1.2.4‐4） 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，復水

貯蔵タンクへの補給手

順を技術的能力 1.13 

にて整理 

 

・体制及び運用の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑮の相違 
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a.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

及び注水 

高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時

において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に

維持できない場合は，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源と

したほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入を実施する。 

さらに，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系貯

蔵タンクに補給することで，ほう酸水注入系貯蔵タンクを

使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を

継続する。 

また，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系テス

トタンクに補給することで，ほう酸水注入系テストタンク

を使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

も可能である。 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高圧

代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない

場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

(b)操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

及び注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.2.10

図に，タイムチャートを第 1.2.11図に示す。 

 

 

 

［ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注入］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

ａ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失時において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却

系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合は，ほう酸水貯蔵タンク

を水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

ほう酸水注入を実施する。 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補

給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水

注入系による原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高

圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注

水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合で，ほう酸水注入系が

使用可能な場合。 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入及び注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.2－11図に，タイムチャートを第1.2－

12図に示す。 

 

 

【ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

にほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失時において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離

時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）以上に維持できない場合は，ほう酸水貯蔵

タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タン

クに補給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を継続す

る。 

また、復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テス

トタンクに補給することで，ほう酸水注入系テストタン

クを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

注水も可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，

高圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子

炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほ

う酸水注入系が使用可能な場合。 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，概要図を第 1.2－

12図に，タイムチャートを第 1.2－13図に示す。 

 

 

[ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入] 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

にほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，手順

の対応フローのリンク

を記載 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 
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入の準備開始を指示する。 

②現場運転員 E及び Fは，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ及び電動弁

の電源の受電操作を実施する。 

 

③中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系による

原子炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ及び

電動弁の電源が確保されたこと並びに監視計器の電源

が確保されていることを状態表示にて確認する。 

 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発

電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し，ほう酸水注

入系が使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系ポンプ

の吸込圧力を確保するため，復水移送ポンプが運転中

であり，復水移送ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系ポンプ

(A)又は(B)の起動操作（ほう酸水注入系起動用キー・

スイッチを「ポンプ A」位置（B系を起動する場合は

「ポンプ B」位置）にすることで，ほう酸水注入系ポ

ンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が全開となり，

ほう酸水注入系ポンプが起動し，原子炉圧力容器への

ほう酸水注入が開始される。）を実施する。 

 

⑦現場運転員 C及び Dは，原子炉建屋地上 3階ほう酸水

注入系貯蔵タンク室（管理区域）にて，原子炉圧力容

器へのほう酸水注入が開始されたことをほう酸水タン

ク液位指示値の低下により確認し，当直副長に報告す

る。 

酸水注入の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

②運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入系による

原子炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ

及び電動弁の電源が確保されたこと並びに監視計

器の電源が確保されていることを状態表示等にて

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入ポンプ

（Ａ）又は（Ｂ）の起動操作（ほう酸水注入系起

動用キー・スイッチを「ＳＹＳ Ａ」位置（Ｂ系

を起動する場合は「ＳＹＳ Ｂ」位置）にするこ

とで，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及びほう酸水注

入系爆破弁が全開となり，ほう酸水注入ポンプが

起動し，原子炉圧力容器へのほう酸水注入が開始

される。）を実施する。 

④運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入が開始されたことをほう酸水貯蔵タン

ク液位指示値の低下により確認し，発電長に報告

する。 

 

水注入の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注入に必要なポンプ，電動

弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態

表示にて確認する。 

 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部にガスタービン発電機又は高圧発電機車の負

荷容量確認を依頼し，ほう酸水注入系が使用可能か

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中央制御室運転員Ａは，Ａ又はＢ－ほう酸水注入ポ

ンプの起動操作（ほう酸水注入系起動用ＣＯＳを

「Ａ系統」位置（Ｂ系を起動する場合は「Ｂ系統」

位置）にすることで，Ａ（Ｂ）－ＳＬＣタンク出口

弁及びＡ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁が全開となり，Ａ

（Ｂ）－ほう酸水注入ポンプが起動し，原子炉圧力

容器へのほう酸水注入が開始される。）を実施す

る。 

⑤中央制御室運転員Ａは中央制御室にて，原子炉圧力

容器へのほう酸水注入が開始されたことをほう酸水

貯蔵タンク液位指示値の低下により確認し，当直副

長に報告する。 

 

 ⑬の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，電源

確保を 1.14にて整理 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，負荷

容量確認手順を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のほう酸

水注入ポンプは，ほう

酸水貯蔵タンクの静水

頭圧力で起動可能であ

るため，復水輸送ポン

プの運転状態に影響せ

ず起動が可能であるた

め，復水輸送ポンプの

運転状態の確認は不要 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ほう

酸水貯蔵タンク液位を

中央制御室で確認 
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［ほう酸水注入系貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器

への継続注水］ 

⑧当直副長は，原子炉圧力容器への継続注水が必要と判

断した場合は，運転員にほう酸水注入系による原子炉

圧力容器への継続注水の準備開始を指示する。 

 

※［ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力

容器へのほう酸水注入］の準備と併せて実施する。 

⑨現場運転員 C及び Dは，ほう酸水注入系貯蔵タンクを

使用した原子炉圧力容器への継続注水の系統構成とし

て，ホースを接続（復水補給水系～純水補給水系の

間）し，復水補給水系積算計出口ドレン弁，復水補給

水系積算計出口ベントライン接続口止め弁，純水補給

水系ほう酸水注入系ポンプエリア床除染用ホースコネ

クション止め弁及び純水補給水系 MSIV/SRVラッピン

グ室床除染用ホースコネクション止め弁の全開操作を

実施する。 

⑩現場運転員 C及び Dは，ほう酸水注入系封水供給弁及

びほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁の全閉並

びにほう酸水注入系ほう酸水貯蔵タンク補給水元弁の

全開操作実施後，当直副長にほう酸水注入系貯蔵タン

クを使用した原子炉圧力容器への継続注水の準備完了

を報告する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，ほう酸水貯蔵タンクに

補給するため，純水移送ポンプが運転中であり，

純水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力指示値が約 0.74MPa

［gage］以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への

継続注水】 

⑥発電長は，原子炉圧力容器への継続注水が必要と判

断した場合は，運転員等にほう酸水注入系による

原子炉圧力容器への継続注水の準備開始を指示す

る。 

※【ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

へのほう酸水注入】の準備と併せて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，ほう酸水貯蔵

タンク純水補給ライン元弁の全開操作実施後，発

電長にほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力

容器への継続注水の準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への

継続注水] 

⑥当直副長は，原子炉圧力容器への継続注水が必要と

判断した場合は，現場運転員にほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器への継続注水の準備開始を指示す

る。※ 

※[ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

へのほう酸水注入]の準備と併せて実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水貯蔵タンクを使用

した原子炉圧力容器への継続注水の系統構成とし

て，ホース接続（復水輸送系～補給水系の間）し，

ＭＵＷ工具類除染シンク供給弁（除染用），ＣＷＴ

工具類除染シンク除染弁の全開操作を実施する。 

 

 

 

 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣ封水止め弁及びＳＬ

Ｃドレン弁の全閉並びにＳＬＣタンク補給水入口元

弁の全開操作実施後，当直副長にほう酸水貯蔵タン

クを使用した原子炉圧力容器への継続注水の準備完

了を報告する。 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のほう酸水

注入ポンプは，ほう酸

水貯蔵タンクの静水頭

圧力で起動可能である

ため，復水輸送ポンプ

の運転状態に影響せず

起動が可能であるた

め，復水輸送ポンプの

運転状態の確認につい

て記載しない 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう

酸水貯蔵タンクへの水

張りが補給水系，消火

系及び復水輸送系で可

能 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ほう酸水貯蔵タンク

への補給ラインの相違

による手順の相違 

・体制の相違 
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⑪当直副長は，運転員にほう酸水注入系貯蔵タンクを使

用した原子炉圧力容器への継続注水の開始を指示す

る。 

 

 

 

 

 

⑫現場操作員 C及び Dは，ほう酸水注入系貯蔵タンク補

給水入口弁を調整開とし，ほう酸水注入系貯蔵タンク

に補給する。 

⑬現場運転員 C及び Dは，復水移送ポンプの水源確保と

して，復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水

補給水系常/非常用連絡 1次，2次止め弁の全開操作）

を実施する。 

 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

［ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容

器への注水］ 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容

器への注水の準備開始を指示する。 

②現場運転員 E及び Fは，ほう酸水注入系テストタンク

を使用した原子炉圧力容器への注水に必要なポンプ及

び電動弁の電源の受電操作を実施する。 

 

③中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系テスト

タンクを使用した原子炉圧力容器への注水に必要なポ

ンプ及び電動弁の電源が確保されたこと並びに監視計

 

 

⑧発電長は，運転員等にほう酸水貯蔵タンクを使用し

た原子炉圧力容器への継続注水の開始を指示す

る。 

 

 

 

 

 

⑨運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，ほう酸水貯蔵

タンク純水補給水弁を調整開とし，ほう酸水貯蔵

タンクに補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨当直副長は，現場運転員にほう酸水貯蔵タンクを使

用した原子炉圧力容器への継続注水の開始を指示す

る。 

⑩中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプが運転中で

あり，復水輸送系出口ヘッダ圧力指示値が規定値以

上であることを確認する。 

 

 

⑪現場操作員Ｂ及びＣは，ＳＬＣタンク補給水入口弁

を調整開とし，ほう酸水貯蔵タンクに補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力

容器への注水] 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

にほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧

力容器への注水の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

②中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系テストタン

クを使用した原子炉圧力容器への注水に必要なポン

プ及び電動弁の電源が確保されたこと並びに監視計

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，復水

輸送ポンプの運転を確

認する手順としている 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，復水補

給水系非常用連絡ライ

ンがある 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，電源

確保を 1.14にて整理 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 
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器の電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発

電機又は電源車の負荷容量確認を依頼し，ほう酸水注

入系が使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，ほう酸水注入系ポンプ

吸込圧力確保のため，復水移送ポンプが運転中であ

り，復水移送ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であ

ることを確認する。 

⑥現場運転員 C及び Dは，ほう酸水注入系テストタンク

を使用した原子炉圧力容器への注水の系統構成とし

て，ホースを接続（復水補給水系～純水補給水系の

間）し，復水補給水系積算計出口ドレン弁，復水補給

水系積算計出口ベントライン接続口止め弁，純水補給

水系ほう酸水注入系ポンプエリア床除染用ホースコネ

クション止め弁及び純水補給水系 MSIV/SRVラッピン

グ室床除染用ホースコネクション止め弁の全開操作を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑦現場運転員 C及び Dは，ほう酸水注入系封水供給弁及

びほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁の全閉並

びにほう酸水注入系テストタンク出口弁の全開操作完

了後，当直副長にほう酸水注入系テストタンクを使用

した原子炉圧力容器への注水の準備完了を報告する。 

 

⑧当直副長は，運転員にほう酸水注入系テストタンクを

使用した原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。 

 

⑨現場運転員 C及び Dは，ほう酸水注入系注入弁(A)又

は(B)の全開操作を実施した後，ほう酸水注入ポンプ

(A)又は(B)を起動する。原子炉建屋地上 3階ほう酸水

注入系貯蔵タンク室（管理区域）にて,ほう酸水注入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部にガスタービン発電機又は高圧発電機車の負

荷容量確認を依頼し，ほう酸水注入系が使用可能か

確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプが運転中で

あり，復水輸送系出口ヘッダ圧力指示値が規定値以

上であることを確認する。 

 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水注入系テストタン

クを使用した原子炉圧力容器への継続注水の系統構

成として，ホース接続（復水輸送系～補給水系の

間）し，ＭＵＷ工具類除染シンク供給弁（除染

用），ＣＷＴ工具類除染シンク除染弁の全開操作を

実施する。 

 

 

 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣテストタンク出口

弁，ＳＬＣオリフィスバイパス弁の全開操作を実施

し，ＳＬＣテストタンクに水張りを行う。 

 

 

 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣテストタンク水張り

が完了したことを確認し，ＳＬＣ封水止め弁及びＳ

ＬＣオリフィスバイパス弁の全閉操作完了後，当直

副長にほう酸水注入系テストタンクを使用した原子

炉圧力容器への注水の準備完了を報告する。 

 

⑧当直副長は，現場運転員にほう酸水注入系テストタ

ンクを使用した原子炉圧力容器への注水の開始を指

示する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁の

全開操作を実施した後，Ａ（Ｂ）－ほう酸水注入ポ

ンプを起動する。原子炉建物原子炉棟３階ＳＬＣポ

ンプ室（管理区域）にて，ほう酸水注入ポンプ出口

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のテスト

タンクは，空保管であ

るため，水張り操作を

実施する 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のテスト

タンク出口弁は，テス

トタンク水張り時に全

開している 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-52



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ポンプ出口圧力指示値の上昇を確認後，速やかにほう

酸水注入系テストタンク純水供給元弁を調整開とし，

ほう酸水注入系テストタンクに補給する。 

⑩中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを原子炉水位指示値及び復水貯蔵

槽水位指示値により確認し，当直副長に報告する。 

 

⑪現場運転員 C及び Dは，復水移送ポンプの水源確保と

して，復水移送ポンプ吸込ラインの切替え操作（復水

補給水系常/非常用連絡 1次，2次止め弁の全開操作）

を実施する。 

 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，1ユニット当た

り中央制御室運転員 2名（操作者及び確認者）及び現場運

転員 2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで約 20分で可

能である。 

さらに，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系貯

蔵タンクに補給し，原子炉圧力容器へ継続注水する場合

は，1ユニット当たり現場運転員 2名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器への継続注

水準備完了まで約 65分で可能である。 

 

また，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系テス

トタンクに補給し，原子炉圧力容器へ注水する場合は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 2名（操作者及び確認

者）及び現場運転員 4名にて作業を実施した場合，作業開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，中央制御室対

応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほう

酸水注入開始まで2分以内で可能である。 

 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに

補給し，原子炉圧力容器へ継続注水する場合は，現場

対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器への継

続注水準備完了まで60分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

圧力指示値の上昇を確認後，速やかにＳＬＣオリフ

ィスバイパス弁を調整開とし，ほう酸水注入系テス

トタンクに補給する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことを原子炉水位指示値及び復水貯蔵タ

ンク水位指示値により確認し，当直副長に報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，中央制御室運

転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10 分

以内で可能である。 

 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タ

ンクに補給し，原子炉圧力容器へ継続注水する場合

は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧

力容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能で

ある。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テ

ストタンクに補給し，原子炉圧力容器へ注水を行う場

合は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，「復水補

給水系常/非常用連絡」

ラインがある 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 
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始を判断してから原子炉圧力容器への注水開始まで約 75

分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

 

（添付資料 1.2.3－4） 

 

c.高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水 

全交流動力電源喪失時において，高圧代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル 3）以上に維持できない場合は，常設代替交

流電源設備又は第二代替交流電源設備により高圧炉心注水

系の電源を確保することで高圧炉心注水系を冷却水がない

状態で一定時間運転し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧

力容器への緊急注水を実施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧代

替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場

合で，常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備に

よる非常用高圧母線 D系への給電が可能となった場合。 

(b)操作手順 

高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2.2図及

び第 1.2.3図に，概要図を第 1.2.14図に，タイムチャー

トを第 1.2.15図に示す。 

※高圧炉心注水系ポンプを冷却水がない状態で運転する

場合の許容時間が定められており，高圧炉心注水系ポ

ンプ起動から運転許容時間を経過する前に停止し，高

圧炉心注水系の機能を温存させる。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への

緊急注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系による

原子炉圧力容器への緊急注水に必要なポンプ，電動弁

及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

（添付資料1.2.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧力容器への注水開始まで 1 時間 15 分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同様である。 

 

（添付資料 1.2.4‐5） 
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にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に第一ガスタービン発電機又は第二ガスタービン

発電機の負荷容量確認を依頼し，高圧炉心注水系が使

用可能か確認する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系ポンプ

(B)の起動操作を実施し，高圧炉心注水系ポンプ(B)吐

出圧力指示値が規定値以上であることを確認するとと

もに，当直副長に高圧炉心注水系による原子炉圧力容

器への緊急注水の準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心注水系によ

る原子炉圧力容器への緊急注水の開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入弁

(B)を全開として原子炉圧力容器への緊急注水を開始

する。 

⑦中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への緊

急注水が開始されたことを原子炉水位指示値の上昇及

び高圧炉心注水系(B)系統流量指示値の上昇により確

認し，当直副長に報告する。 

⑧当直副長は，高圧炉心注水系ポンプの運転許可時間を

経過する前に，中央制御室運転員に高圧炉心注水系ポ

ンプ(B)を停止するよう指示する。 

⑨中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系注入弁

(B)を全閉とし，高圧炉心注水系ポンプ(B)を停止す

る。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき， 緊急時対

策本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への

緊急注水開始まで約 25分で可能である。 

 

(2)重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.2.18図に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，高圧代替注水

系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.2－19図に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，高圧代替

注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第 1.2－18図に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，高圧炉心

スプレイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却
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子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合は，常設代替

交流電源設備等により非常用高圧母線の電源を確保し，高圧炉

心注水系が健全であれば，高圧炉心注水系を冷却水がない状態

で一定時間運転（緊急注水）することで重大事故等の進展を抑

制する。 

高圧炉心注水系が使用できない場合は，原子炉補機冷却系に

より冷却水を確保できれば制御棒駆動系による原子炉圧力容器

への注水を実施する。原子炉補機冷却系により冷却水を確保で

きない場合，又は常設代替交流電源等により非常用高圧母線の

電源が確保できず，可搬型代替交流電源設備により電源を確保

した場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入及び注水を実施する。制御棒駆動系及びほう酸水注入系

は発電用原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できない

が，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，重

大事故等の進展抑制として使用する。 

なお，ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へ注水する際の

水源は，通常時の補給にて使用する純水補給水系が使用できな

い場合は，復水補給水系又は消火系から補給する。 

 

 

 

 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1)原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉

水位低（レベル 2若しくはレベル 1.5）又はドライウェル圧力

高）による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉

隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵槽又はサプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系の第一水源は復水貯蔵槽であり，LOCA

信号（原子炉水位低（レベル 1.5）又はドライウェル圧力高）

かつサプレッション・チェンバ・プールの水位高信号の入力に

より第二水源であるサプレッション・チェンバに自動で切り替

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合は，交流動力電源が確保され原子炉

補機冷却系により冷却水を確保できれば制御棒駆動水圧系

による原子炉圧力容器への注水を実施する。原子炉補機冷

却系により冷却水を確保できない場合，又は常設代替交流

電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により交流

動力電源が確保できず，可搬型代替交流電源設備として使

用する可搬型代替低圧電源車により交流動力電源を確保し

た場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう

酸水注入及び注水を実施する。制御棒駆動水圧系及びほう

酸水注入系は発電用原子炉を冷却するには十分な注水量を

確保できないが，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの期間，重大事故等の進展抑制として使用す

る。 

 

なお，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を

継続する場合は，ほう酸水貯蔵タンクに純水系から補給す

ることで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系

による原子炉圧力容器への継続注水を実施する。 

 

 

 

1.2.2.4 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子

炉水位異常低下（レベル２））による作動，又は中央制御室

からの手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

 

 

 

 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源はサプレッション・チェ

ンバを優先して用いるが，原子炉隔離時冷却系で用いること

ができる水源として自主対策設備である復水貯蔵タンクもあ

る。サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェ

系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合は，交流電源又は非常用高圧

母線への給電が確保され原子炉補機冷却系により冷却水を

確保できれば制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への

注水を実施する。制御棒駆動水圧系及びほう酸水注入系は

発電用原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できない

が，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの

期間，重大事故等の進展抑制として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へ注水する

際の水源は，通常時の補給にて使用する補給水系が使用で

きない場合は，復水輸送系又は消火系から補給する。 

 

 

 

 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子

炉水位低（レベル２））による作動，又は中央制御室からの

手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

 

 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源はサプレッション・チェ

ンバを優先して用いるが，原子炉隔離時冷却系で用いること

ができる水源として自主対策設備である復水貯蔵タンクもあ

る。サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェ
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わる。残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード）が機能喪失している場合，サプレッション・チェン

バ・プール水の温度が上昇することを考慮し，原子炉隔離時冷

却系の確実な運転継続を確保する観点から，原子炉隔離時冷却

系の水源を復水貯蔵槽に手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の原子炉隔離時冷却系を

停止することなく水源切替えが可能である。 

なお，事前にサプレッション・チェンバ・プール水の温度が

原子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定された場合は，

原子炉隔離時冷却系の水源切替スイッチを「CSP」位置にする

ことで，原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵槽に保持する。 

 

 

 

 

 

 

a.手順着手の判断基準 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず， 原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）以上に維持できない場合。 

b.操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.2.16図に示す。 

 

［原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力

容器への注水開始を指示する。 

②中央制御室運転員 A及び Bは，中央制御室からの手

動起動操作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レ

ベル 2若しくはレベル 1.5）又はドライウェル圧力

高）により原子炉隔離時冷却系タービン止め弁，原

子炉隔離時冷却系注入弁及び原子炉隔離時冷却系冷

却水ライン止め弁が全開し，原子炉隔離時冷却系が

起動したことを確認する。 

 

③中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への

ンバ破損又はサプレッション・プール水の温度が上昇するこ

とを考慮し，原子炉隔離時冷却系の確実な運転継続を確保す

る観点から，原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵タンクに

手動で切り替える。 

 

いずれの切替えにおいても，運転中の原子炉隔離時冷却系

を停止することなく水源切替えが可能である。 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.2－15図に，タイ

ムチャートを第1.2－16図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注

水開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル２））に

より原子炉隔離時冷却系ポンプ出口弁，原子炉隔離

時冷却系蒸気供給弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉

注入弁が全開し，原子炉隔離時冷却系が起動したこ

とを確認する。 

 

 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注

ンバ破損又はサプレッション・プール水の温度が上昇するこ

とを考慮し，原子炉隔離時冷却系の確実な運転継続を確保す

る観点から，原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵タンクに

手動で切り替える。 

 

いずれの切替えにおいても，運転中の原子炉隔離時冷却系

を停止することなく水源切替えが可能である。 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.2－14図に，タ

イムチャートを第 1.2－15図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力

容器への注水開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動

操作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル

２））により原子炉隔離時冷却系のタービン蒸気入口

弁，ＲＣＩＣ注水弁及び復水器冷却水入口弁が全開

し，原子炉隔離時冷却系が起動したことを確認す

る。 

 

 

 

水源としてサプレッシ

ョン・チェンバ，第二

水源として復水貯蔵タ

ンクを設定 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，水源

の切り替え手順を技術

的能力 1.13にてまとめ

て整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 原子炉隔離時冷却系

起動インターロックの

相違 

・体制の相違 
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注水が開始されたことを原子炉隔離時冷却系系統流

量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により

確認し当直副長に報告するとともに，原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）から原子炉

水位高（レベル 8）の間で維持する。 

④ 当直長は， 当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

［原子炉隔離時冷却系の水源切替え（サプレッション・

チェンバから復水貯蔵槽の場合）］ 

①当直副長は，中央制御室運転員にサプレッション・

チェンバ・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の

設計温度を超える前に原子炉隔離時冷却系の水源を

サプレッション・チェンバから復水貯蔵槽へ切り替

え，その後の原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常

がないことを確認するよう指示する。 

②中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉隔離時冷却系

の水源切替スイッチを「CSP」位置にすることで，原

子炉隔離時冷却系復水貯蔵槽側吸込弁が全開，その

後，原子炉隔離時冷却系サプレッション・チェン

バ・プール側吸込隔離弁が全閉し，水源がサプレッ

ション・チェンバから復水貯蔵槽へ切り替わること

を確認する。また，水源切替え後における原子炉隔

離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認す

る。 

 

c.操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作スイッチ

による中央制御室からの遠隔操作であるため，速やかに対

応できる。 

 

(2)高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心注水系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位

水が開始されたことを原子炉隔離時冷却系系統流量

指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確

認し発電長に報告するとともに，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転

員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開

始まで3分以内で可能である。 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子

③中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことを原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確

認し当直副長に報告するとともに，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水

位高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系

による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能

である。 

（添付資料 1.2.4‐6） 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

と復水貯蔵タンクの水

源切り替え操作手順を

技術的能力 1.13に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑮の相違 
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低（レベル 1.5）又はドライウェル圧力高）による作動，又は

中央制御室からの手動操作により高圧炉心注水系を起動し，復

水貯蔵槽又はサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

 

高圧炉心注水系の第一水源は復水貯蔵槽であり， サプレッ

ション・チェンバ・プールの水位高信号の入力により第二水源

であるサプレッション・チェンバに自動で切り替わる。残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）が

機能喪失している場合，サプレッション・チェンバ・プール水

の温度が上昇することを考慮し，高圧炉心注水系の確実な運転

継続を確保する観点から，高圧炉心注水系の水源を復水貯蔵槽

に手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の高圧炉心注水系を停止

することなく水源切替えが可能である。 

なお，事前にサプレッション・チェンバ・プール水の温度が

高圧炉心注水系の設計温度を超えると想定された場合は，高圧

炉心注水系の水源切替スイッチを「CSP」位置にすることで，

高圧炉心注水系の水源を復水貯蔵槽に保持する。 

 

 

 

 

 

a.手順着手の判断基準 

給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力

容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル 3）以上に維持できない場合。 

 

b.操作手順 

高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水手順の概

要は以下のとおり。概要図を第 1.2.17図に示す。 

 

［高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御

室運転員に高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への

注水開始を指示する。 

②中央制御室運転員 A及び Bは，中央制御室からの手動

炉水位異常低下（レベル２）又はドライウェル圧力高）によ

る作動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心スプ

レイ系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源はサプレッション・チェ

ンバを優先して用いるが，高圧炉心スプレイ系で用いること

ができる水源として自主対策設備である復水貯蔵タンクもあ

る。残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が機能

喪失している場合，サプレッション・プール水の温度が上昇

することを考慮し，高圧炉心スプレイ系の確実な運転継続を

確保する観点から，高圧炉心スプレイ系の水源を復水貯蔵タ

ンクに手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の高圧炉心スプレイ系

を停止することなく水源切替えが可能である。 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

ｂ．操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。概要図を第1.2－17図に，タイ

ムチャートを第1.2－18図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水開始を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，手動起動操作，又は自

炉水位低（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）による作

動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心スプレイ

系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源はサプレッション・チェ

ンバを優先して用いるが，高圧炉心スプレイ系で用いること

ができる水源として自主対策設備である復水貯蔵タンクもあ

る。残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却系）が機

能喪失している場合，サプレッション・プール水の温度が上

昇することを考慮し，高圧炉心スプレイ系の確実な運転継続

を確保する観点から，高圧炉心スプレイ系の水源を復水貯蔵

タンクに手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の高圧炉心スプレイ系

を停止することなく水源切替えが可能である。 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

ｂ．操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.2－16図に，タ

イムチャートを第 1.2－17図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力

容器への注水開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧

炉心スプレイ系の第一

水源としてサプレッシ

ョン・チェンバ，第二

水源として復水貯蔵タ

ンクを設定 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，水源

の切替え手順を技術的

能力 1.13にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・体制の相違 
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起動操作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル

1.5）又はドライウェル圧力高）により高圧炉心注水系

ポンプが起動し，高圧炉心注水系注入弁が全開となっ

たことを確認する。 

③中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを高圧炉心注水系系統流量指示値

の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し当直

副長に報告するとともに，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル

8）の間で維持する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に復水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

 

 

 

 

［高圧炉心注水系の水源切替え（サプレッション・チェ

ンバから復水貯蔵槽の場合）］ 

①当直副長は，中央制御室運転員にサプレッション・チ

ェンバ・プール水の温度が高圧炉心注水系の設計温度

を超える前に高圧炉心注水系の水源をサプレッショ

ン・チェンバから復水貯蔵槽へ切り替え，その後の高

圧炉心注水系の運転状態に異常がないことを確認する

よう指示する。 

②中央制御室運転員 A及び Bは，高圧炉心注水系の水源

切替スイッチを「CSP」位置にすることで， 高圧炉心

注水系復水貯蔵槽側吸込弁が全開，その後，高圧炉心

注水系サプレッション・チェンバ・プール側吸込隔離

弁が全閉し，水源がサプレッション・チェンバから復

水貯蔵槽へ切り替わることを確認する。また，水源切

替え後における高圧炉心注水系の運転状態に異常がな

いことを確認する。 

 

c.操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名

（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作スイッチ

による中央制御室からの遠隔操作であるため，速やかに対

動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル２）又は

ドライウェル圧力高）により高圧炉心スプレイ系ポ

ンプが起動し，高圧炉心スプレイ系注入弁が全開と

なったことを確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを高圧炉心スプレイ系系統流量

指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確

認し発電長に報告するとともに，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転

員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開

操作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル１

Ｈ）又はドライウェル圧力高）により高圧炉心スプ

レイ・ポンプが起動し，ＨＰＣＳ注水弁が全開とな

ったことを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が

開始されたことを高圧炉心スプレイポンプ出口流量

指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確

認し当直副長に報告するとともに，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水

位高（レベル８）の間で維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

を水源とした内部循環

のため，補給の必要な

し 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

と復水貯蔵タンクの水

源切り替え操作手順を

技術的能力 1.13に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑮の相違 
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応できる。 

 

 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系ポン

プ，ほう酸水注入系ポンプ，制御棒駆動水ポンプ，電動弁及び

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電

源設備，第二代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び

可搬型直流電源設備への燃料補給手順については「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

復水貯蔵槽への水の補給手順については「1.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

 

原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順につ

いては「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

始まで3分以内で可能である。 

 

 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手

順については，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

 

 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替

え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給手順等」にて整備する。 

 

 

非常用交流電源設備，所内常設直流電源設備，常設代替交流

電源設備として使用する常設代替高圧電源装置，可搬型代替交

流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車，常設代替直

流電源設備として使用する緊急用 125V系蓄電池又は可搬型代

替直流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車及び可搬

型整流器による高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系，ほう酸

水注入ポンプ，制御棒駆動水ポンプ，電動弁及び監視計器への

電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用する常設

代替高圧電源装置，可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直

流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車及び非常用交

流電源設備への燃料給油手順については，「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順につ

いては，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

である。 

（添付資料 1.2.4‐7） 

 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備す

る。 

 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替

え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給手順等」にて整備する。 

 

 

非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代

替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代

替交流電源設備として使用する高圧発電機車，常設代替直流電

源設備として使用するＳＡ用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電

源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器

（ＳＡ）及び 230V 系充電器（常用）による高圧原子炉代替注

水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ・ポンプ，ほう

酸水注入ポンプ，制御棒駆動水圧ポンプ，電動弁及び中央制御

室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備と

して使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及

び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び非常用

交流電源設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順につ

いては，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水手順記

載個所について記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水源

切替え手順記載箇所に

ついて記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 
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第 1.2.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/6） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

第1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／6） 

（設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備とし

て使用する発電用原子炉の冷却） 

 

第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／６) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2/6） 

（フロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／6） 

（フロントライン系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(２／６) 

（フロントライン系故障時）   

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3/6） 

（サポート系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／6） 

（サポート系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(３／６) 

（サポート系故障時）  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替直

流電源設備による原子

炉隔離時冷却系への給

電について，対応手

段，対処設備，手順書

一覧（4／6）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4/6） 

（サポート系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／6）  

（サポート系故障時） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(４／６) 

（サポート系故障時）  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型直流電源設備による

原子炉隔離時冷却系へ

の給電について，対応

手段，対処設備，手順

書一覧（３／６）にて

記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5/6） 

（監視及び制御） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／6）  

（監視及び制御） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(５／６) 

（監視及び制御） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（6/6） 

（重大事故等の進展抑制） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／6）  

（重大事故等の進展抑制） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(６／６) 

（重大事故等の進展抑制時） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 
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第 1.2.2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1/5） 

 

第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器  

監視計器一覧（1／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／７) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，HPAC

現場起動および RCIC現

場起動について，監視

計器一覧(２／７)，(３

／７)にて記載 
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監視計器一覧（2／7） 監視計器一覧(２／７) ・設備の相違

【東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，HPAC現

場起動について，監視

計器一覧(1/5)にて記載 
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監視計器一覧（3／7） 

 

監視計器一覧(３／７) 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，現場手

動操作による原子炉隔

離時冷却系起動につい

て，監視計器一覧(1/5)

にて記載 
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監視計器一覧（2/5） 

 

監視計器一覧（5／7） 

 

監視計器一覧(４／７) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ほう

酸水注入系による原子

炉注水について，監視

計器一覧（５／７）に

て記載 
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監視計器一覧（3/5） 

 

監視計器一覧（4／7） 

 

監視計器一覧(５／７) 

  

・設備の相違 

【東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，SLCポ

ンプによる原子炉注水

について，監視計器一

覧（2/5）にて記載 

1.2-72



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

監視計器一覧（4/5） 監視計器一覧（6／7） 監視計器一覧(６／７) ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧(5/5) 

 

監視計器一覧（7／7） 

 

監視計器一覧(７／７) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

  対応手段における監

視計器の相違 

 

1.2-74



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 1.2.3 表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

 

第 1.2－3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

 

第 1.2－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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 高

圧
炉
心
注
水
系
の
水
源
切
替
え
（

 サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
か
ら
復
水
貯
蔵
槽
））

 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプ

レッション・チェンバ

と復水貯蔵タンクの水

源切り替え操作手順を

技術的能力 1.13に記載 
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ー
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・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】

⑮の相違
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（1）フロントライン系故障時の対応手段の選択 

（2）サポート系故障時の対応手段の選択 

第 1.2.18 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

（1/2） 

(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択

第 1.2－19図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（1／4） 

(2) サポート系故障時の対応手段の選択（1／2）

第 1.2－19図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（2／4） 

(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択

（2）サポート系故障時の対応手段の選択 

第 1.2－18図 重大事故等時の対応手段選択 フローチャート 

(１／２) 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，サポ

ート系故障時の復旧に

ついては，重大事故等

時の対応手段選択 フ

ローチャート（２／

２）にて記載
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（3）重大事故等の進展抑制時の対応手段の選択 

第 1.2.18 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

（2/2） 

(2) サポート系故障時の対応手段の選択（2／2）

第 1.2－19図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（3／4） 

(3) 重大事故等の進展抑制時の対応手段の選択

第 1.2－19図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

（4／4） 

(3) 重大事故等の進展抑制時の対応手段の選択

第 1.2－18図 重大事故等時の対応手段選択 フローチャート 

(２／２) 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 

【東海第二】 

③の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，サポー

ト系故障時の復旧につ

いては，重大事故等時

の対応手段選択 フロ

ーチャート（1/2）にて

記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉のほう酸

水注入系は，可搬型代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない 
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添付資料 1.2.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/6） 

添付資料 1.2.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／9） 

添付資料 1.2.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／９) 

技術的能力審査基準（1.2） 番号 設置許可基準規則（45 条） 技術基準規則（60 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって、設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却す

るために必要な設備を設けなければならな

い

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原

子炉の冷却機能が喪失した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な

設備を施設しなければならない 

⑨ 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順

等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷

却するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第６０条に規定する「発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

－ 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統

喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系(RCIC)若し

くは非常用復水器（BWRの場合）又はタービン

動補助給水ポンプ（PWRの場合）（以下「RCIC

等」という。）により発電用原子炉を冷却する

ため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順等を整

備すること。 

② 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系

統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系(RCIC)

若しくは非常用復水器（BWR の場合）又はタ

ービン動補助給水ポンプ（PWR の場合）（以

下「RCIC 等」という。）により発電用原子

炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備を整備すること。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電

源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の

場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）

により発電用原子炉を冷却するため、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備

を整備すること。 

⑩ 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型

バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作

により、RCIC等の起動及び十分な期間※の運転

継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備す

ること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力に

よる措置が容易に行える場合を除く。 

－ 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬

型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の

操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間

※の運転継続を行う可搬型重大事故防止設

備等を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）

ⅰ）の人力による措置が容易に行える場合を

除く。

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備

（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を

用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及

び十分な期間※の運転継続を行う可搬

型重大事故防止設備等を整備すること。

ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力によ

る措置が容易に行える場合を除く。 

－ 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC

等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う

手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間のこと。 

③ 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、

RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続

を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作によ

り、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運

転継続を行うために必要な設備を整備

すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの

期間のこと。 

⑪ 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR及びPWR）及び蒸気発生器

水位（PWRの場合）を推定する手順等（手順、

計測機器及び装備等）を整備すること。 

④ 

ⅱ）RCIC等の安全上重要な設備の作動状況を確

認する手順等（手順、計測機器及び装備等）を

整備すること。 

⑤ 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する

手順等（手順及び装備等）を整備すること。 
⑥ 

（２）復旧

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

において、注水（循環を含む。）すること及び

原子炉を冷却できる設備に電源を接続するこ

とにより、起動及び十分な期間の運転継続がで

きること。（BWRの場合）

⑦ 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続

することにより、起動及び十分な期間の運転継

続ができること。（PWRの場合） 

－ 

（３）重大事故等の進展抑制

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸

水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）

等から注水する手順等を整備すること。（BWR

の場合）

⑧ 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/6） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／9） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／９) 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

⑨ 
－ － － － －  

サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 
既設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
既設 

非常用交流電源設備※１ 既設 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 既設 

① 

⑨ 
－ － － － －  

サプレッション・チェンバ 既設 

高圧炉心スプレイ系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

高圧炉心スプレイ補機冷却系 既設 

非常用交流電源設備※１ 既設 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3/6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／9） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／９) ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，現場

手動操作による原子炉

隔離時冷却系起動につ

いて，審査基準，基準

規則と対処設備との対

応表（４／９）にて記

載 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
操
作
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却

高圧原子炉代替注水ポンプ 新設 

① 

② 

⑨ 

⑩ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 

配管・弁 
新設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 

配管・弁 
新設 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁 
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替直流電源設備 ※１ 新設 

可搬型直流電源設備 ※１ 新設 

常設代替交流電源設備 ※１ 新設 

可搬型代替交流電源設備※１ 新設 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
現
場
操
作
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却

高圧原子炉代替注水ポンプ 新設 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 

配管・弁 
新設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 

配管・弁 
新設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁 
既設 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4/6） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／9） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／９) ・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

③の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，現場手

動操作による原子炉隔

離時冷却系起動につい

て，審査基準，基準規

則と対処設備との対応

表（3/6）にて記載 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作
に
よ
る

原
子
炉
の
冷
却

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作
に
よ
る

原
子
炉
の
冷
却
（
排
水
処
理
）

水中ポンプ 可搬 

１時間45分 ４人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

サプレッション・チェンバ 既設 ホース 可搬 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 仮設発電機 可搬 

主蒸気系 配管 既設 燃料補給設備※１ 可搬 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

原子炉圧力容器 既設 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

⑦ 

⑨ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
新設 

常設代替交流電源設備※１ 新設 

可搬型代替交流電源設備※１ 新設 

代替所内電気設備※１ 
既設 

新設 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

⑦ 

⑨ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 常設 

４時間15分 

※１

５人 

※１

自主対策とす

る理由は本文

参照 

サプレッション・チェンバ 既設 サプレッション・チェンバ 常設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
常設 

主蒸気系 配管 既設 主蒸気系 配管 常設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
常設 

原子炉浄化系 配管 既設 原子炉浄化系 配管 常設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 給水系 配管・弁・スパージャ 常設 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設 

可搬型直流電源設備※１ 新設 
直流給電車及び可搬型代替交流

電源設備※１ 

常設 

可搬 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
新設 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
常設 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5/6） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／9） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／９) 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

監
視
及
び
制
御 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
中
央
制
御
室
起
動
時
） 

原子炉水位（広帯域） 既設 

① 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

監
視
及
び
制
御 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
中
央
制
御
室
起
動
時
） 

原子炉水位（狭帯域） 既設 

－ － 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

原子炉水位（燃料域） 既設 

－ － 

原子炉水位（ＳＡ） 新設 

原子炉圧力 既設 

原子炉圧力（ＳＡ） 新設 

高圧原子炉代替注水流量 新設 

サプレッション・プール水位（Ｓ

Ａ） 

既設 

新設 

監
視
及
び
制
御 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
現
場
起
動
時
） 

原子炉水位（広帯域） 既設 

① 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

監
視
及
び
制
御 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
現
場
起
動
時
） 

原子炉水位（狭帯域） 既設 

－ － 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

原子炉水位（燃料域） 既設 
高圧原子炉代替注水ポンプ出口

圧力 
－ 

原子炉水位（ＳＡ） 新設 
高圧原子炉代替注水系タービン

入口圧力 
－ 

原子炉水位（可搬型計測器） 新設 
高圧原子炉代替注水系タービン

排気圧力 
－ 

原子炉圧力 既設 
高圧原子炉代替注水ポンプ入口

圧力 
－ 

原子炉圧力（ＳＡ） 新設 

－ － 

原子炉圧力（可搬型計測器） 新設 

監
視
及
び
制
御 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系 

（
現
場
起
動
時
） 

原子炉水位（広帯域） 既設 

① 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

監
視
及
び
制
御 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系 

（
現
場
起
動
時
） 

原子炉水位（狭帯域） 既設 

－ － 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

原子炉水位（燃料域） 既設 
原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧

力 
既設 

原子炉水位（ＳＡ） 新設 可搬型回転計 既設 

原子炉水位（可搬型計測器） 新設 

－ － 

原子炉圧力 既設 

原子炉圧力（ＳＡ） 新設 

原子炉圧力（可搬型計測器） 新設 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6/6） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／9） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／９) 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設

代替交流電源設備の負

荷として考慮していな

いことから，重大事故

等時の対応手段として

期待しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉のほう酸

水注入系は，可搬型代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない 

 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
進
展
抑
制
（
ほ
う
酸
水
注
入
） 

ほう酸水注入ポンプ 既設 

① 

⑧ 

⑨ 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
進
展
抑
制 

制御棒駆動水圧ポンプ 常設 

15 分 １人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

ほう酸水貯蔵タンク 既設 復水貯蔵タンク 常設 

ほう酸水注入系 配管・弁 既設 制御棒駆動水圧系 配管・弁 常設 

差圧検出・ほう酸水注入系配管

（原子炉圧力容器内部） 
既設 原子炉圧力容器 常設 

原子炉圧力容器 既設 原子炉補機冷却系 常設 

常設代替交流電源設備※１ 新設 常設代替交流電源設備※１ 常設 

代替所内電気設備※１ 
既設 

新設 
代替所内電気設備※１ 常設 

 

－ 

 

－ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
進
展
抑
制 

（
注
水
） 

ほう酸水注入ポンプ 常設 

（原子炉へ

の継続注水

準備） 

１時間 

 

(ほう酸水

注入系テス

トタンク使

用の場合) 

１時間15分 

３人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

 

ほう酸水貯蔵タンク 常設 

ほう酸水注入系テストタンク 常設 

ほう酸水注入系 配管・弁 常設 

差圧検出・ほう酸水注入系配管

（原子炉圧力容器内部） 
常設 

復水輸送系 常設 

消火系 常設 

補給水系 常設 

原子炉圧力容器 常設 

常設代替交流電源設備※１ 常設 

代替所内電気設備※１ 常設 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7／9） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(７／９) 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の技術的能

力審査基準における適

合方針は，審査基準，

基準規則と対処設備と

の対応表（1/6）～

（6/6）にて記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却する

ために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準事故対処設備である原子炉

隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止する手段と

して，高圧原子炉代替注水系による発電用原子

炉を冷却するために必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。 

－ 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統

喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系

（RCIC）若しくは非常用復水器（BWRの

場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWRの場合）（以下「RCIC 等」という。）

により発電用原子炉を冷却するため、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順

等を整備すること。 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が全交流動力

電源喪失及び常設直流電源系統喪失により使

用できない場合には，原子炉隔離時冷却系の現

場操作による発電用原子炉を冷却するために

必要な手順等及び原子炉隔離時冷却系と同等

以上の効果を有する手段として，高圧原子炉代

替注水系による発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等を整備する。 
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 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（8／9） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(８／９) 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の技術的能

力審査基準における適

合方針は，審査基準，

基準規則と対処設備と

の対応表（1/6）～

（6/6）にて記載 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型

バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の

操作により、RCIC等の起動及び十分な期間

※の運転継続を行う手順等（手順及び装備

等）を整備すること。ただし、下記（１）

ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える

場合を除く。 

（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が操作性を

考慮した弁の配置とすることにより，容易に行

えることから，（１）ａ）ⅰ）可搬型重大事故

防止設備に対する措置は対象外。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC

等の起動及び十分な期間※の運転継続を

行う手順等（手順及び装備等）を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

現場での人力による弁の操作により，高圧原

子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を起

動及び十分な期間※の運転継続を行うために必

要な手順等（手順及び装備等）を整備する。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR及びPWR）及び蒸気発生器

水位（PWRの場合）を推定する手順等（手

順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統

喪失時に中央制御室にて原子炉水位を監視又

は推定するために必要な手順等を整備する。 

なお，原子炉水位を推定するために必要な手

順については「1.15 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を

確認する手順等（手順、計測機器及び装備

等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統

喪失時に中央制御室にて発電用原子炉を冷却

するために使用する高圧原子炉代替注水系及

び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認する

ために必要な手順等を整備する。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する

手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統

喪失時に原子炉水位を制御するために必要な

手順等（手順及び装備等）を整備する。 
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 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（9／9） 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(９／９) 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の技術的能

力審査基準における適

合方針は，審査基準，

基準規則と対処設備と

の対応表（1/6）～

（6/6）にて記載 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

（２）復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

において、注水（循環を含む。）すること

及び原子炉を冷却できる設備に電源を接

続することにより、起動及び十分な期間の

運転継続ができること。（BWRの場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

において，代替直流電源（可搬型直流電源設備）

及び代替交流電源（常設代替交流電源設備及び

可搬型代替交流電源設備）により，原子炉隔離

時冷却系の起動及び十分な期間の運転継続に

必要な直流電源を給電するための手順等を整

備する。 

なお，電源の供給に関する手順については

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備

する。 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続

することにより、起動及び十分な期間の運

転継続ができること。（PWRの場合） 

 

対象外 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸

水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）

等から注水する手順等を整備すること。

（BWRの場合） 

重大事故等の進展を抑制する手段として，ほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

に必要な手順等を整備する。 
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添付資料 1.2.2 

自主対策設備仕様 

添付資料 1.2.2 

自主対策設備仕様 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主

対策設備の設備概要を

記載 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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第 2図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源） 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

電源構成の相違及び

対応手段の相違による

供給対象設備の相違 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，単独

申請 
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  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，単独

申請 
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添付資料1.2.3－1 

重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.2.4 

重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.2.4‐1 

重大事故対策の成立性 

1． 中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

(1) 中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

 

ａ．操作概要 

中央操作からの高圧原子炉代替注水系起動が必要な状況

において，中央制御室操作により系統構成を実施し，高圧

原子炉代替注水系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動に必要な要

員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：10 分以内（所要時間目安※１：５分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，高圧原子炉代替注水系起動：想定時間 10

分，所要時間目安５分 

・電源確保確認（電動弁，監視計器）：所要時間目安２

分（中央制御室） 

・系統構成：所要時間目安２分（中央制御室） 

・ポンプ起動：所要時間目安１分（中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイ

プ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に

実施可能である。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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1.現場手動操作による高圧代替注水系起動

(1)高圧代替注水系現場起動

a.操作概要

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が故障によ

り使用できない場合において，中央制御室からの操作に

より高圧代替注水系を起動できない場合は，現場での人

力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し，復水

貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

b.作業場所

原子炉建屋 地上1 階，地下1 階，地下2 階（管理区

域） 

c.必要要員数及び時間

高圧代替注水系現場起動のうち，現場での高圧代替注

水系の系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，

時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員2 名） 

想定時間 :40 分（実績時間:35 分） 

1．現場手動操作による高圧代替注水系起動

(1) 現場手動操作による高圧代替注水系起動

ａ．操作概要 

現場手動操作による高圧代替注水系起動が必要な状況

において，原子炉建屋原子炉棟地下2階及び原子炉建屋原

子炉棟4階まで移動するとともに，現場手動による操作に

より系統構成を実施し，高圧代替注水系を起動し原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地下2階（管理区域）及び原子炉建

屋原子炉棟4階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

現場手動操作による高圧代替注水系起動における，現

場での系統構成及び起動操作に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

必要要員数：4名（運転員等（当直運転員及び重大事故

等対応要員）4名） 

所要時間目安※１：58分以内（所要時間目安のうち，現

場操作に係る時間は58分以内） 

※1：所要時間目安は，模擬により

算定した時間

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）】 

・高圧代替注水系の移動：47分（移動経路：中央制

御室から原子炉建屋原子

炉棟4階及び地下1階（放

射線防護具着用を含

む）） 

・高圧代替注水系関連系統構成：11分（操作対象 1

弁：原子炉建屋原

添付資料 1.2.4‐2 

2． 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

(1) 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動

ａ．操作概要 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動が必要な

状況において，現場操作により系統構成を実施し，高圧原

子炉代替注水系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物原子炉棟 地下１階（管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 地下２階（管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動に必要な

要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：４名（現場運転員４名） 

想定時間 ：35 分以内（所要時間目安※１：16分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により

算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員Ａ，Ｂ】 

●可搬型計器接続（原子炉圧力）：想定時間 20分，所要

時間目安９分 

・移動：所要時間目安２分（中央制御室から補助盤

室） 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室）

●可搬型計器接続（原子炉水位）：想定時間 10分，所要

時間目安７分 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑮の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 
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d.操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境:バッテリー内蔵型LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，ヘッドライト

子炉棟 4階） 

・原子炉隔離時冷却系の移動：41分※２（移動経路：

中央制御室から原子

炉建屋原子炉棟地下

2階（放射線防護具

着用を含む）） 

・原子炉隔離時冷却系関連系統構成：17分※２（操作

対象1弁：原

子炉建屋原子

炉棟地下2

階） 

※2：原子炉隔離時冷却系の移動及び原子炉隔離

時冷却系関連系統構成と並行して行うた

め，所要時間目安には含まれない。 

 

 

 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

 

【現場運転員Ｃ，Ｄ】 

●移動，系統構成：想定時間 25分，所要時間目安 12分 

・移動 ：所要時間目安６分（移動経路：中央制御室か

ら原子炉建物原子炉棟地下１階） 

・系統構成：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子

炉建物原子炉棟地下１階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟地下１階から原子炉建物原子炉棟地下２階） 

・系統構成：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子

炉建物原子炉棟地下２階） 

●起動：想定時間 10分，所要時間目安３分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟地下２階内） 

・起動：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉建

物原子炉棟地下２階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）補助盤室操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：通常の端子リフト・接続操作であり，容易

に実施可能である。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室

との連絡が可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室操作，現場操作

を含めて成立性を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する照明設備の
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及び懐中電灯をバックアップとして携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具

（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装

備して作業を行う。 

 

 

 

 

 

移動経路:バッテリー内蔵型LED 照明をアクセスルート 

上に配備しており接近可能である。また，ヘ 

ッドライト及び懐中電灯をバックアップとし 

て携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能であ 

る。 

 

 

 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

 

 

 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

 

 

 

 

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

 

 

 

 

 

 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

 

操作性 ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につ

いては，操作に工具等は必要とせず，手動

弁と同様な操作であるため，容易に実施可

能である。また，設置未完のため，設置工

事完了後，操作性について検証する。 

 

 

 

 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器

（ページング）のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面

マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服)を着用又は携行して作業を行

う。 

 

 

 

 

 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につ

いては，操作に工具等は必要とせず，手動

弁と同様な操作であるため，通常の弁操作

であり，容易に実施可能である。 

 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いよう

に反射テープを施している。 

 

 

 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備の

うち，使用可能な設備より，中央制御室と

の連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，1.重

大事故等対策添付資料

1.0.13 にて炉心損傷の

徴候の有無に応じて適

切な防護具の着用を判

断 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する照明設備の

相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，操作

対象弁に反射テープを

施している 
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添付資料 1.2.3－2 

2.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(1)原子炉隔離時冷却系現場起動 

 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により

，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉

圧力容器への注水ができず，中央制御室からの操作及び

現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起

動できない場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力

容器内の水位を維持できない場合は，現場での人力によ

る弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯

蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階，地下 3 階（管理区

域） 

 

c.必要要員数及び時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での原子炉

隔離時冷却系系統構成及びタービン起動操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

 

想定時間 :90 分（実績時間:80 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(1) 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 

ａ．操作概要 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動が必要な

状況において，原子炉建屋原子炉棟地下2階及び原子炉建

屋原子炉棟4階まで移動するとともに，現場手動による操

作により系統構成を実施し，原子炉隔離時冷却系を起動

し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地下2階（管理区域）及び原子炉建

屋原子炉棟4階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系における，現

場での系統構成及び起動操作に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

必要要員数：4名（運転員等（当直運転員及び重大事故

等対応要員）4名） 

所要時間目安※１：125分以内（所要時間目安のうち，

現場操作に係る時間は125分以内） 

※1：所要時間目安は，模擬によ

り算定した時間 

 

所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）】 

 

・移動：45分（移動経路：中央制御室から原子炉建

屋原子炉棟地下2階（放射線防護具着用を

含む）） 

45分※２（移動経路：中央制御室から原子炉 

建屋原子炉棟4階（放射線防護具着用を含 

む）） 

添付資料 1.2.4‐3 

3． 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(1) 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

 

ａ．操作概要 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動が必要な状

況において，現場操作により系統構成を実施し，原子炉隔

離時冷却系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

原子炉建物原子炉棟 地下２階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動に必要な要

員数，想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数：４名(現場運転員４名) 

 

想定時間 ：１時間以内(所要時間目安※１：40分) 

 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により

算定した時間 

 

想定時間内訳 

【現場運転員Ａ，Ｂ】 

●可搬型計測器接続（原子炉圧力）：想定時間 20 分，所

要時間目安９分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室か

ら補助盤室） 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

●可搬型計測器接続（原子炉水位）：想定時間 10 分，所

要時間目安７分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑮の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 
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d.操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境:バッテリー内蔵型LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，懐中電灯をバ  

ックアップとして携行している。 

15分※２（移動経路：原子炉建屋原子炉棟4 

階から原子炉建屋原子炉棟地下2階） 

・系統構成：35分（操作対象2弁：原子炉建屋原子 

炉棟地下2階） 

10分※２（操作対象1弁：原子炉建屋原 

子炉棟4階） 

・防護具着用：20分（自給式呼吸用保護具及び耐火

服着用を含む） 

・注水操作：25分（操作対象1弁：原子炉建屋原子 

炉棟地下2階） 

※2：移動及び系統構成は並行して行うため，所

要時間目安には含まれない。 

 

 

 

 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。 

 

 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

 

【現場運転員Ｃ，Ｄ】 

●移動，系統構成：想定時間 25分，所要時間目安 13分 

・移動：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室か

ら原子炉建物原子炉棟地下２階） 

・原子炉隔離時冷却系の冷却水確保：所要時間目安３

分（操作対象３弁：原子炉建物原子炉棟地下２階） 

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子

炉建物原子炉棟地下２階） 

●保護具着用：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・保護具着用：所要時間目安 10 分（原子炉建物原子

炉棟地下２階） 

●起動操作：想定時間 25分，所要時間目安 17分 

・起動操作：所要時間目安 17 分（操作対象２弁：原

子炉建物原子炉棟地下２階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）補助盤室操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：通常の端子リフト・接続操作であり，容易

に実施可能である。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室

との連絡が可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室操作，現場操作

を含めて成立性を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する照明設備の

相違 
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直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転

するとタービングランド部から蒸気が漏えい

するため，原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現

場運転員が入室するのは原子炉隔離時冷却系

起動時のみとし，その後速やかに退室する手

順とする。したがって，原子炉隔離時冷却系

ポンプ室入室時の蒸気漏えいに伴う環境温度

の上昇による運転員への影響はないものと考

えており，防護具（酸素呼吸器及び耐熱服）

を確実に装着することにより本操作が可能で

ある。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッド

ライト及び懐中電灯をバックアップとして携行

している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

 

 

 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反

射テープを施している。 

 

 

 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話 

設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用 

可能な設備により，中央制御室に連絡する。 

 

 

 

 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運

転するとタービングランド部から蒸気が漏

えいするため，原子炉隔離時冷却系ポンプ

室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離

時冷却系起動時のみとし，その後速やかに

退室する手順とする。したがって，原子炉

隔離時冷却系ポンプ室入室時の蒸気漏えい

に伴う環境温度の上昇による運転員への影

響はないものと考えており，防護具（自給

式呼吸用保護具及び耐火服）を確実に装着

することにより本操作が可能である。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

 

操作性 ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につ

いては，操作に工具等は必要とせず，手動

弁と同様な操作であるため，容易に実施可

能である。 

 

 

 

 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話

器（ページング）のうち，使用可能な設備

より，中央制御室との連絡が可能である。 

 

  

原子炉隔離時冷却系 

起動操作 

 

 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運

転するとタービングランド部から蒸気が漏

えいするため，ＲＣＩＣポンプ室に現場運

転員が入室するのは原子炉隔離時冷却起動

時のみとし，その後すみやかに退室する手

順とする。したがって，ＲＣＩＣポンプ室

入室時の蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇

による運転員への影響はないものと考えて

おり，保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を

確実に装着することにより本操作が可能で

ある。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につ

いては，操作に工具等は必要とせず，手動

弁と同様な操作であるため，容易に実施可

能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いよう

に反射テープを施している。 

 

 

 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室

との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 使用する照明設備の

相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，操作

対象弁に反射テープを

施している 
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(2)原子炉隔離時冷却系現場起動時の排水処理

a.操作概要

原子炉隔離時冷却系の現場起動にて発生する水は，原

子炉隔離時冷却系ポンプ室の機器ファンネルを経由して

残留熱除去系ポンプ室(A)にある高電導度廃液系サンプ

(A)に排出される。しかし，全交流動力電源喪失時は高電

導度廃液系サンプ(A)の常設ポンプが運転できないため，

仮設の水中ポンプを用いて排水を汲み上げることで，原

子炉隔離時冷却系ポンプ本体が水没することを防止す

る。 

b.作業場所

サービス建屋 屋外

廃棄物処理建屋 地上１階（管理区域） 

原子炉建屋 地下 3 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間

原子炉隔離時冷却系現場起動時における排水処理に必

要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:4 名（緊急時対策要員 4 名） 

想定時間 :180 分（実績時間:166 分） 

(2) 原子炉隔離時冷却系現場起動時の排水処理

ａ．操作概要 

原子炉隔離時冷却系の現場起動にて発生する水は，Ｒ

ＣＩＣポンプ室の床ファンネルを経由してＣ－ＲＨＲポ

ンプ室にあるＲＨＲ室床ドレンサンプタンクに排出され

る。しかし，全交流動力電源喪失時はＲＨＲ室床ドレン

サンプタンクの常設ポンプが運転できないため，仮設の

水中ポンプを用いて排水を汲み上げることで，原子炉隔

離時冷却ポンプ本体が水没することを防止する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物 屋外 

原子炉建物原子炉棟 １階（管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 地下１階（管理区域） 

原子炉建物原子炉棟 地下２階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動時における排水処理に必要

な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数:４名（緊急時対策要員４名） 

想定時間 :１時間 45分以内（所要時間目安※１：１時

間 36分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により

算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，発電機設置：想定時間 40分，所要時間目安 36

分 

・移動：所要時間目安 34分（移動経路：緊急時対策

所から原子炉建物原子炉棟１階） 

・記載表現の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉隔離時冷却系現場起

動時の排水処理手順の

成立性を記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

排水先の相違 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

⑮の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 
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・発電機設置：所要時間目安２分（原子炉建物原子炉

棟１階） 

●電源盤運搬：想定時間 10分，所要時間目安８分 

・電源盤運搬：所要時間目安６分（運搬経路：原子

炉建物原子炉棟１階から原子炉建物原子炉棟地下

２階） 

・設置：所要時間目安２分（原子炉建物原子炉棟地

下２階） 

●ケーブル敷設：想定時間 50分，所要時間目安 49分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物

原子炉棟地下２階から原子炉建物原子炉棟１階） 

・ケーブル敷設：所要時間目安 38分（原子炉建物原

子炉棟１階から原子炉建物原子炉棟地下２階） 

・ケーブル接続：所要時間目安７分（原子炉建物原

子炉棟地下２階から原子炉建物 屋外） 

●発電機起動，水中ポンプ起動：想定時間５分，所要時

間目安３分 

・発電機起動，水中ポンプ起動：所要時間目安３分

（原子炉建物 屋外） 

 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，発電機設置：想定時間 40分，所要時間目安 36

分 

・移動：所要時間目安 34分（移動経路：緊急時対策

所から原子炉建物原子炉棟１階） 

・発電機設置：所要時間目安２分（原子炉建物原子炉

棟１階） 

●水中ポンプ運搬：想定時間 10分，所要時間目安８分 

・水中ポンプ運搬：所要時間目安６分（運搬経路：原

子炉建物原子炉棟１階から原子炉建物原子炉棟地下

２階） 

・設置：所要時間目安２分（原子炉建物原子炉棟地下

２階） 

●資機材搬入：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟地下２階から原子炉建物原子炉棟１階） 

・資機材搬入：所要時間目安６分（搬入経路：原子炉

建物原子炉棟１階から原子炉建物原子炉棟地下２
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d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，ヘッドライト

及び懐中電灯をバックアップとして携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具

（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装

備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており接近可能である。また，ヘ

ッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :廃棄物処理建屋地上１階に配置する制御盤か

らの起動操作であり，容易に実施可能であ

る。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，衛星電話設備，無線連絡設備）のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 

 

e.排水が滞留することの影響について 

常設直流電源系統が健全である場合は，原子炉隔離

時冷却系タービン及びポンプの潤滑油を冷却するた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階） 

●ホース敷設：想定時間 40分，所要時間目安 39分 

・扉開放，固縛：所要時間目安５分（原子炉建物原子

炉棟地下２階） 

・ホース敷設：所要時間目安 22分（原子炉建物原子

炉棟地下２階～原子炉建物原子炉棟地下１階） 

・ホース接続：所要時間目安 11分（原子炉建物原子

炉棟地下２階～原子炉建物原子炉棟地下１階） 

・移動：所要時間目安１分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟地下１階から原子炉建物 屋外） 

●発電機起動：想定時間５分，所要時間目安３分 

・発電機起動，水中ポンプ起動：所要時間目安３分

（原子炉建物 屋外） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染

防護服）を着用又は携行して作業を行う。 

 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：原子炉建物 屋外に配置する発電機からの

起動操作であり，容易に実施可能である。 

 

連絡手段：電力保安通信用電話設備，衛星電話設備，

無線通信設備のうち，使用可能な設備によ

り，緊急時対策本部との連絡が可能であ

る。 

 

ｅ．排水が滞留することの影響について 

   常設直流電源系統が健全である場合は，原子炉隔離

時冷却系タービン及びポンプの潤滑油を冷却するた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑯の相違 
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め，原子炉隔離時冷却系ポンプの吐出側より冷却水を

潤滑油冷却器に供給し，復水ポンプによりこの冷却水

を原子炉隔離時冷却系ポンプの吸込側に戻している。

常設直流電源系統喪失時は復水ポンプの電源が喪失し

ているため，原子炉隔離時冷却系を現場にて起動する

場合は，真空タンクドレン弁等を開操作し，潤滑油冷

却器の冷却水を高電導度廃液系サンプ(A)に排水しな

がら原子炉隔離時冷却系を運転する必要がある。この

排水を仮設の水中ポンプで処理しなかった場合，原子

炉隔離時冷却系ポンプ室に排水が滞留し，原子炉隔離

時冷却系が水没することになる。 

したがって，排水の発生量，高電導度廃液系サンプ

(A)の体積，原子炉隔離時冷却系ポンプ室及び残留熱

除去系ポンプ室(A)の面積等から保守的に一般的な機

器が影響を受けないとされる機器のベースまで排水が

滞留する時間を評価した。機器のベースまでの空間体

積が小さい 6 号炉の評価結果を以下に示す。 

 

 

【条件】 

・バロメトリックコンデンサ冷却水流量 

:6000[kg/h] 

・原子炉隔離時冷却系タービングランドシールか

らの漏えい量:28.9[kg/h] 

・高電導度廃液系サンプ(A)ピット上部空間体積

（サンプタンクの体積は除く。）:13[m3] 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ室床面積:80[m2] 

・残留熱除去系ポンプ室(A)床面積:124[m2] 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系の機器のベース高さ 

:0.85[m] 

・SA 環境最高温度 66℃における飽和水比容積 

:0.00102042[m3/kg] 

 

原子炉隔離時冷却系の機器のベース高さまでの空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め，原子炉隔離時冷却ポンプの吐出側より冷却水を潤

滑油冷却器に供給し，復水ポンプによりこの冷却水を

原子炉隔離時冷却ポンプの吸込側に戻している。常設

直流電源系統喪失時は復水ポンプの電源が喪失してい

るため，原子炉隔離時冷却系を現場にて起動する場合

は，真空タンクドレン弁等を開操作し，潤滑油冷却器

の冷却水をＲＨＲポンプ室床ドレンサンプタンクに排

水しながら原子炉隔離時冷却系を運転する必要があ

る。この排水を仮設の水中ポンプで処理しなかった場

合，ＲＣＩＣポンプ室に排水が滞留し，原子炉隔離時

冷却系が水没することになる。 

したがって，排水の発生量，ＲＣＩＣポンプ室の面

積等から保守的に一般的な機器が影響を受けないとさ

れる機器のベースまで排水が滞留する時間を評価し

た。評価結果を以下に示す。 

 

 

 

 

【条件】 

・バロメトリックコンデンサ冷却水流量 

:6,000[kg/h] 

・原子炉隔離時冷却系タービングランドシールからの

漏えい量:7[kg/h] 

 

 

・ＲＣＩＣポンプ室床面積:約 160[m2] 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系の機器のベース高さ:0.9[m] 

 

・SA 環境最高温度 66℃における飽和水比容積 

:0.00102042[m3/kg] 

 

原子炉隔離時冷却系の機器のベース高さまでの空間体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，排水

の影響を保守的に評価

するため，サンプの体

積及びサンプ設置箇所

の部屋面積を考慮しな

い 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，排水

の影響を保守的に評価

するため，サンプの体

積及びサンプ設置箇所

の部屋面積を考慮しな

い 
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間体積 

13[m3]＋(80[m2]＋124[m2])×0.85[m]=186.4[m3] 

流入量（体積流量） 

(6000[kg/h]＋

28.9[kg/h])×0.00102042[m3/kg]≒6.15[m3/h] 

原子炉隔離時冷却系ベース高さ到達時間 

186.4[m3]÷6.15[m3/h]≒30.31[h] → 約 30 時間 

以上のことから，原子炉隔離時冷却系を現場で

起動してから約30 時間までは排水の影響を受ける

ことがなく，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷

却対策の準備が整うまでの期間（24 時間）に対し

て十分に運転を継続することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積 

160[m2]×0.9[m]=144[m3] 

流入量（体積流量） 

(6000[kg/h]＋

7[kg/h])×0.00102042[m3/kg]≒6.13[m3/h] 

原子炉隔離時冷却系ベース高さ到達時間 

144[m3]÷6.13[m3/h]≒23.49[h] → 約 23 時間 

以上のことから，原子炉隔離時冷却系を現場で起動

してから約 23時間までは排水の影響を受けることがな

く，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整

うまでの期間，運転を継続することが可能である。 
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添付資料 1.2.3－3 

3.現場手動操作による高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系起

動における可搬式原子炉水位計接続 

(1)可搬式原子炉水位計接続 

 

a.操作概要 

現場手動操作による高圧代替注水系又は原子炉隔離時

冷却系の起動操作において，現場での原子炉圧力容器内

の水位監視のため可搬式原子炉水位計を接続する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階，地下 3 階（管理区

域） 

 

c.必要要員数及び時間 

現場手動操作による高圧代替注水系又は原子炉隔離時

冷却系起動のうち，可搬式原子炉水位計の接続に必要な

要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :40 分（実績時間:37 分） 

（実績時間は，原子炉建屋地下 3 階の可搬式原子炉水

位計使用時の実績時間である。原子炉建屋地上 1 階及

び地下 1 階の可搬式原子炉水位計は設置工事中のため

実績時間なし。） 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，ヘッドライト

及び懐中電灯をバックアップとして携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具

（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装

備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており接近可能である。また，ヘ

ッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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操作性 :一般的な端子操作とコネクタ接続であり，容

易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 
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添付資料 1.2.4‐4 

4． 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

(1)  制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

 

ａ．操作概要 

中央操作からの制御棒駆動水圧系起動が必要な状況にお

いて，中央制御室操作により制御棒駆動水圧系を起動し，

系統構成を実施し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの制御棒駆動水圧系起動に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：15 分以内（所要時間目安※１：６分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源，冷却水確保確認：想定時間５分，所要時間目安

３分 

・電源，冷却水確保確認：所要時間目安３分（中央制

御室） 

●制御棒駆動水圧ポンプ起動，系統構成：想定時間 10

分，所要時間目安３分 

・ポンプ起動：所要時間目安１分（中央制御室） 

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：中央

制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタ

イプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に

実施可能である。 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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添付資料 1.2.3－4 

4.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注

水

(1)現場での系統構成，注水操作

a.操作概要

高圧炉心注水系の機能喪失又は全交流動力電源喪失時

において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以

上に維持できない場合は，ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入及び注水が行えるよう，系統

構成（ほう酸水注入系テストタンク使用の場合は現場で

の注水操作を含む）を実施する。 

b.作業場所

原子炉建屋 地上 3 階（管理区域） 

c.必要要員数及び時間

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水のうち，現場での系統構成，注水操作に必要

な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :ほう酸水注入系貯蔵タンクを使用した原子

炉圧力容器への継続注水の場合 65 分（実

績時間：62 分） 

ほう酸水注入系テストタンクを使用した原

子炉圧力容器への注水の場合 75 分（実績

時間：72 分） 

3．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び 

注水 

(1) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水（継続注

水）

ａ．操作概要 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水（継続

注水）が必要な状況において，原子炉建屋原子炉棟5階ま

で移動するとともに，系統構成を実施し，純水系により

ほう酸水貯蔵タンクに補給する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟5階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び所要時間 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水（継続

注水）における，現場での系統構成に必要な要員数，所

要時間は以下のとおり。 

必要要員数：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：60分以内（所要時間目安のうち，現場

操作に係る時間は60分以内） 

添付資料 1.2.4‐5 

5． ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及

び注水 

(1) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入及び注水

（継続注水） 

ａ．操作概要 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入及び注

水（継続注水）が必要な状況において，中央制御室及び

現場操作により系統構成を実施し，ほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水を行う。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

原子炉建物原子炉棟 ３階(管理区域) 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名(中央制御室運転員１名，現場運転員２

名) 

想定時間 ：ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力

容器への継続注水の場合１時間以内(所要時

間目安※１：37分) 

ほう酸水注入系テストタンクを使用した原

子炉圧力容器への注水の場合１時間 15分以

内(所要時間目安※１：41分) 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により

算定した時間 

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二は，テスト

タンクを使用した原子

炉注水を整備していな

い 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう

酸水貯蔵タンクへの水

張りが補給水系，消火

系及び復水輸送系で可

能 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑮の相違

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二は，テスト

タンクを使用した原子

炉注水を整備していな

い 
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所要時間内訳 

【運転員等（当直運転員）】 

・移動：45分（移動経路：中央制御室から原子炉建

屋原子炉棟5階（放射線防護具着用を含

む）） 

・系統構成：5分（操作対象1弁：原子炉建屋原子炉

棟5階） 

・原子炉注水（継続注水）操作：10分（操作対象 2

弁：原子炉建屋原子炉

棟 5階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定時間内訳 

[ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継続

注水の場合] 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，ほう酸水注入ポンプ起動，注入開始：想定

時間 10分，所要時間目安４分 

・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室） 

・ほう酸水注入ポンプ起動，注入開始：所要時間目安

２分（中央制御室） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ホース敷設：想定時間 35分，所要時間目安 25

分 

・移動：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室か

ら原子炉建物原子炉棟３階） 

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉建物

原子炉棟３階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟３階内） 

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉建物

原子炉棟３階） 

 

●系統構成：想定時間 20分，所要時間目安 11分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟３階内） 

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子

炉建物原子炉棟３階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟３階内） 

・系統構成：所要時間目安３分（操作対象３弁：原子

炉建物原子炉棟３階） 

 

●継続注水操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・ほう酸水貯蔵タンク補給：所要時間目安１分（操作

対象１弁：原子炉建物原子炉棟３階） 

 

[ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容器

への注水の場合] 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，各要

員の想定時間内訳を記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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d.操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．操作の成立性について 

 

 

 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，復水輸送ポンプ運転確認：想定時間５分，

所要時間目安４分 

・電源確認，復水輸送ポンプ運転確認：所要時間目安

４分（中央制御室） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ホース敷設：想定時間 35分，所要時間目安 25 

 分 

・移動：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室か

ら原子炉建物原子炉棟３階） 

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉建物

原子炉棟３階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟３階内） 

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉建物

原子炉棟３階） 

●系統構成，タンク水張り：想定時間 30分，所要時間目

安 12分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟３階内） 

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子

炉建物原子炉棟３階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物原

子炉棟３階内） 

・テストタンク水張り：所要時間目安２分（操作対象

２弁：原子炉建物原子炉棟３階） 

・テストタンク水張り停止：所要時間目安２分（操作

対象２弁：原子炉建物原子炉棟３階） 

●ほう酸水注入ポンプ起動，注水開始：想定時間 10分，

所要時間目安４分 

・ほう酸水注入ポンプ起動，注水開始：所要時間目安

４分（原子炉建物原子炉棟３階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト

（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタン

 東海第二は，テスト

タンクを使用した原子

炉注水を整備していな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央
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作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，ヘッドライト

及び懐中電灯をバックアップとして携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具

（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装

備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており接近可能である。また，ヘ

ッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能であ

る。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

 

 

 

ホース接続はカプラ接続であり容易に実施可

能である。 

 

 

 

 

 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

 

 

 

 

 

 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト

又はＬＥＤライトを携行している。また，

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，タイベック）を着用又は携行して作

業を行う。 

 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行して

おり近接可能である。また，アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

 

 

操作性 ：通常の弁操作であり容易に操作可能であ

る。 

また，操作対象弁は操作性が確保された場

所に設置されており，操作性に支障はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器

（ページング）のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

タイプ）及びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易

に実施可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照

明を作業エリアに配備している。また，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面

マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服)を着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備

していること，ヘッドライト又は懐中電灯

を携行していることから接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に操作可能であ

る。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いよう

に反射テープを施している。 

 

 

 

ホース接続はカプラ接続であり容易に実施

可能である。 

 

 

 

 

 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。），電力保安通信用電話設備の

うち，使用可能な設備より，中央制御室と

の連絡が可能である。 

 

制御室操作，現場操作

を含めて成立性を記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 使用する照明設備の

相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 使用する照明設備の

相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，操作

対象弁に反射テープを

施している 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう

酸水貯蔵タンクへの水

張りを復水輸送系で行

う場合にホース接続を

実施 
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(2)受電操作 

a.操作概要 

ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水を行う際，注水に必要なポンプ及び電動弁の

電源を確保する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

 

c.必要要員数及び時間 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入及び注水のうち，現場での受電操作に必要な要員数，

時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :15 分（実績時間:12 分） 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備

しており，建屋内常用照明消灯時における作

業性を確保している。また，ヘッドライト及

び懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があるこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，電源

確保を 1.14にて整理 
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とから，操作は防護具（全面マスク，個人線

量計，ゴム手袋）を装備又は携行して作業を

行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上

に配備しており接近可能である。また，ヘッ

ドライト及び懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能であ

る。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話

設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，使用

可能な設備により，中央制御室に連絡する。 
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添付資料 1.2.4‐6 

6． 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

(1)  原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

 

ａ．操作概要 

中央操作からの原子炉隔離時冷却系起動が必要な状況に

おいて，中央制御室操作により原子炉隔離時冷却系を起動

し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの原子炉隔離時冷却系起動に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：自動起動信号が発信した場合１分以内（所

要時間目安※１：20秒） 

手動起動の場合２分以内（所要時間目安※

１：40秒） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

[自動起動信号が発信した場合] 

【中央制御室運転員】 

●自動起動確認：想定時間１分，所要時間目安 20秒 

・自動起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室） 

 

[手動起動の場合] 

【中央制御室運転員】 

●注水開始操作：想定時間２分，所要時間目安 40秒 

・起動操作：所要時間目安 20秒（中央制御室） 

・起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 
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添付資料 1.2.4‐7 

7． 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

ａ．操作概要 

中央操作からの高圧炉心スプレイ系起動が必要な状況に

おいて，中央制御室操作により高圧炉心スプレイ系を起動

し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの高圧炉心スプレイ系起動に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：自動起動信号が発信した場合１分以内（所

要時間目安※１：20秒） 

手動起動の場合２分以内（所要時間目安※

１：40秒） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

[自動起動信号が発信した場合] 

【中央制御室運転員】 

●自動起動確認：想定時間１分，所要時間目安 20秒

・自動起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

[手動起動の場合] 

【中央制御室運転員】 

●注水開始操作：想定時間２分，所要時間目安 40秒

・起動操作：所要時間目安 20秒（中央制御室）

・起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備している。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室運転員の作業の

成立性を記載 
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操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実

施可能である。 
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添付資料 1.2.5 

原子炉水位計の校正条件について 

 

技術的能力審査基準において，監視計器のうち原子炉水位（狭

帯域），原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉

水位（ＳＡ広帯域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）について，使

用用途と校正条件を整理する。 

 
第 1図 原子炉水位計の指示範囲 

 

 

 

 

第 1表 原子炉水位計 

 

 

 

添付資料 1.2.5 

原子炉水位計の校正条件について 

 

 技術的能力審査基準において，監視計器のうち原子炉水位（狭

帯域），原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉

水位（ＳＡ）について，使用用途と校正条件を整理する。 

 

 

第 1図 原子炉水位計の指示範囲 

 

 

 

 

第 1表 原子炉水位計 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子

炉水位について，使用

用途と校正条件を整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備構成の相違に伴

う表の内容の相違 
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第 1表より，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，原

子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）にて原子炉圧

力容器内水位を確認する場合は，原子炉水位計の校正条件の違い

から，「原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）補

正曲線」（第 2図）を用いる。 

 

 
第 2図 原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

補正曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1表より，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，原

子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）にて原子炉圧力容器

内水位を確認する場合は，原子炉水位計の校正条件の違いから，

「原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）補正曲線」（第

2図）を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）

補正曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備構成の相違に伴

う図の内容の相違 
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添付資料 1.2.6 

全交流動力電源喪失時に高圧注水系の起動に失敗した場合の処置

について 

 

1．事象の進展 

 

 

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（ＴＢ

Ｄ，ＴＢＵ）」に含まれる事故シーケンス「外部電源喪失＋直流

電源失敗※＋高圧炉心冷却失敗（ＴＢＤ）」，「外部電源喪失＋Ｄ

Ｇ失敗＋高圧炉心冷却失敗（ＴＢＵ）」及び「サポート系喪失

（直流電源故障）（外部電源喪失）＋ＤＧ失敗＋高圧炉心冷却失

敗（ＴＢＵ）」では，全交流動力電源喪失と同時に直流電源喪失

又は原子炉隔離時冷却系の故障が発生することを想定する。こ

のため，原子炉隔離時冷却系が機能喪失して原子炉注水ができ

ず，逃がし安全弁による圧力制御に伴う蒸気流出により原子炉

圧力容器内の保有水量が減少し，原子炉水位が低下することか

ら，緩和措置がとられない場合には，原子炉水位の低下により

炉心が露出し，炉心損傷に至る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（ＴＢＰ）」に含まれる事故シーケンス「外部電源喪失＋ＤＧ失

敗＋逃がし安全弁再閉鎖失敗＋ＨＰＣＳ失敗」，「サポート系喪

失（直流電源故障）（外部電源喪失）＋ＤＧ失敗＋逃がし安全弁

再閉鎖失敗＋ＨＰＣＳ失敗」では，全交流動力電源喪失と同時

に逃がし安全弁 1個が開状態のまま固着し，蒸気駆動の注水系

が動作できない範囲に原子炉圧力が低下することで，原子炉注

水機能を喪失することを想定する。このため，開状態のまま固

添付資料 1.2.6 

全交流動力電源喪失時に高圧注水系の起動に失敗した場合の処置

について 

 

1．事象の進展 

 

 

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（外部電

源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗」に含まれる事故シー

ケンス「外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗＋高圧

炉心冷却失敗」では，全交流動力電源喪失と同時に原子炉隔離

時冷却系が機能喪失することを想定する。このため，逃がし安

全弁による圧力制御に伴う蒸気流出により原子炉圧力容器内の

保有水量が減少し，原子炉水位が低下することから，緩和措置

がとられない場合には，原子炉水位の低下により炉心が露出

し，炉心損傷に至る。 

 

 

 

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（外部電

源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失」に含まれる事故シーケン

ス「外部電源喪失＋直流電源（区分１，２）失敗※１＋高圧炉心

冷却（ＨＰＣＳ）失敗」では，全交流動力電源喪失と同時に直

流電源が喪失することを想定する。このため，直流電源喪失に

伴い原子炉隔離時冷却系が機能喪失して原子炉注水ができず，

逃がし安全弁による圧力制御に伴う蒸気流出により原子炉圧力

容器内の保有水量が減少し，原子炉水位が低下することから，

緩和措置がとられない場合には，原子炉水位の低下により炉心

が露出し，炉心損傷に至る。 

 

また，重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失

敗」に含まれる事故シーケンス「外部電源喪失＋交流電源（Ｄ

Ｇ－Ａ，Ｂ）失敗＋圧力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗

＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗」では，全交流動力電源喪失

と同時に逃がし安全弁１個が開状態のまま固着し，蒸気駆動の

注水系が動作できない範囲に原子炉圧力が低下することで，原

子炉注水機能を喪失することを想定する。このため，開状態の

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，全交

流動力電源喪失時に高

圧注水系の起動に失敗

した場合の処置につい

て記載 

・シーケンス選定の相

違 

【東海第二】 

 東海第二は，ＴＢＤ

及びＴＢＵでは対策

（高圧代替注水系，代

替直流電源設備）及び

事象進展が同様である

ため，同じシーケンス

グループとして整理し

ている 

 

・シーケンス選定の相

違 

【東海第二】 

 東海第二は，ＴＢＤ

及びＴＢＵでは対策

（高圧代替注水系，代

替直流電源設備）及び

事象進展が同様である

ため，同じシーケンス

グループとして整理し

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-145



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

着した逃がし安全弁からの蒸気流出により原子炉圧力容器内の

保有水量が減少し，原子炉水位が低下することから，緩和措置

がとられない場合には，原子炉水位の低下により炉心が露出

し，炉心損傷に至る。 

※：直流電源失敗により非常用ディーゼル発電機の起動ができ

なくなる。 

2．全交流動力電源喪失時に高圧注水系の起動に失敗した場合の 

対応 

(1) 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ）

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（Ｔ

ＢＤ，ＴＢＵ）」においては，常設代替直流電源設備から電

源を給電した高圧代替注水系による原子炉注水によって事

象発生約 8時間後まで，その後低圧代替注水系（可搬型）

による注水の準備が完了したところで逃がし安全弁の手動

開操作により原子炉を減圧し，原子炉減圧後に低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉注水によって事象発生約 24時

間後まで炉心を冷却し，常設代替交流電源設備による給電

後に残留熱除去系（低圧注水系）により炉心を冷却するこ

とによって炉心損傷の防止を図る。 

具体的な対応の概要については，以下のとおり。 

ａ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の準備と

して，原子炉建屋原子炉棟内の操作にて原子炉注水に必

要な電動弁（原子炉注水弁及び残留熱除去系注入弁）の

手動開操作を実施する。 

ｂ．高圧代替注水系による原子炉注水 

まま固着した逃がし安全弁からの蒸気流出により原子炉圧力容

器内の保有水量が減少し，原子炉水位が低下することから，緩

和措置がとられない場合には，原子炉水位の低下により炉心が

露出し，炉心損傷に至る。 

※１：区分１，２の直流電源喪失により非常用ディーゼル発電

機が起動できなくなる。 

2．全交流動力電源喪失時に高圧注水系の起動に失敗した場合の 

対応 

(1) 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉

心冷却失敗 

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（外部電

源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗」においては，常設代

替直流電源設備から電源を給電した高圧原子炉代替注水系によ

る原子炉注水によって事象発生約 8.3時間後まで炉心を冷却

し，その後，逃がし安全弁の手動開操作により原子炉を減圧

し，原子炉減圧後に低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉注水によって事象発生 24時間 30分後まで炉心を冷却し，

常設代替交流電源設備による給電後に残留熱除去系（低圧注水

モード）により炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を

図る。 

具体的な対応の概要については，以下のとおり。 

ａ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準

備 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の

準備として，原子炉棟内の操作にて原子炉注水に必要な

電動弁（Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水隔離弁）の

手動開操作を実施する。 

ｂ．高圧原子炉代替注水系による原子炉注水 

・シーケンス選定の相

違 

【東海第二】 

 東海第二は，ＴＢＤ

及びＴＢＵでは対策

（高圧代替注水系，代

替直流電源設備）及び

事象進展が同様である

ため，同じシーケンス

グループとして整理し

ている 

・設備設計及び運用の

相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧

原子炉代替注水系が機

能維持できる時間とし

て，事象発生約 8.3時

間後より低圧原子炉代

替注水系（可搬型）を

用いて注水を実施 
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原子炉スクラム後，原子炉水位は低下するが，中央制

御室からの遠隔操作によって高圧代替注水系を手動起動

し，原子炉注水を開始することにより，原子炉水位が回

復する。原子炉水位回復後は，運転員による高圧代替注

水系蒸気供給弁の手動開閉操作によって炉心を冠水維持

可能な範囲に制御する。なお，原子炉水位の制御に必要

な弁の電源は常設代替直流電源設備から供給される。 

 

ｃ．逃がし安全弁による原子炉急速減圧 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の準備が

完了後，中央制御室からの遠隔操作によって逃がし安全

弁（自動減圧機能）7個を手動開操作し原子炉を急速減圧

する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

逃がし安全弁による原子炉急速減圧により，原子炉圧

力が可搬型代替注水中型ポンプの吐出圧力以下であるこ

とを確認し，原子炉建屋原子炉棟内の操作にて電動弁

（原子炉圧力容器注水流量調整弁）を手動開し，屋外操

作にて高所東側接続口の弁の開操作を実施することで，

原子炉注水が開始され，原子炉水位が回復する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉スクラム後，原子炉水位は低下するが，中央制

御室からの遠隔操作によって高圧原子炉代替注水系を手

動起動し，原子炉注水を開始することにより，原子炉水

位が回復する。原子炉水位回復後は，運転員による高圧

原子炉代替注水系の蒸気入口弁の手動開閉操作によって

炉心を冠水維持可能な範囲に制御する。なお，原子炉水

位の制御に必要な弁の電源は常設代替直流電源設備から

供給される。 

ｃ．逃がし安全弁による原子炉急速減圧 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の

準備が完了後，サプレッション・プール水温度 100℃で，

中央制御室からの遠隔操作によって自動減圧機能付き逃

がし安全弁６個を手動開操作し原子炉を急速減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

逃がし安全弁による原子炉急速減圧により，原子炉圧

力が低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統圧力を下回

ると原子炉注水が開始され，原子炉水位が回復する。 

 

 

 

 

(2) 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）直流電源

喪失 

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（外

部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失」においては，常

設代替直流電源設備から電源を給電した高圧原子炉代替注

水系による原子炉注水によって事象発生約 8.3時間後まで

炉心を冷却し，その後，逃がし安全弁の手動開操作により

原子炉を減圧し，原子炉減圧後に低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉注水によって事象発生 24時間 30

分後まで炉心を冷却し，常設代替交流電源設備による給電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

【東海第二】 

 減圧タイミングの相

違 

・解析条件の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，炉心

冷却性を厳しく評価す

るため，減圧弁数２個

としている 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉注水が可能となる原

子炉圧力以下となる前

に注水弁を開操作する 

・シーケンス選定の相

違 

【東海第二】 

 東海第二は，ＴＢＤ

及びＴＢＵでは対策

（高圧代替注水系，代

替直流電源設備）及び

事象進展が同様である

ため，同じシーケンス

グループとして整理し

1.2-147



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(2) 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（Ｔ

ＢＰ）」においては，逃がし安全弁 1個の開固着によって，

蒸気駆動の注水系が動作できない範囲に原子炉圧力が低下

するまでの間は，所内常設直流電源設備より電源を給電し

た原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却し，原子炉隔離時

冷却系による注水停止後は，低圧代替注水系（可搬型）に

よる注水の準備が完了した後，逃がし安全弁の手動開操作

により原子炉を減圧し，原子炉減圧後に低圧代替注水系

後に残留熱除去系（低圧注水モード）により炉心を冷却す

ることによって炉心損傷の防止を図る。 

具体的な対応の概要については，以下のとおり。 

ａ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準

備 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の

準備として，原子炉棟内の操作にて原子炉注水に必要な

電動弁（Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水隔離弁）の

手動開操作を実施する。 

ｂ．高圧原子炉代替注水系による原子炉注水 

原子炉スクラム後，原子炉水位は低下するが，中央制

御室からの遠隔操作によって高圧原子炉代替注水系を手

動起動し，原子炉注水を開始することにより，原子炉水

位が回復する。原子炉水位回復後は，運転員による高圧

原子炉代替注水系の蒸気入口弁の手動開閉操作によって

炉心を冠水維持可能な範囲に制御する。なお，原子炉水

位の制御に必要な弁の電源は常設代替直流電源設備から

供給される。 

ｃ．逃がし安全弁による原子炉急速減圧 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の

準備が完了後，サプレッション・プール水温度 100℃で，

中央制御室からの遠隔操作によって自動減圧機能付き逃

がし安全弁６個を手動開操作し原子炉を急速減圧する。 

ｄ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

逃がし安全弁による原子炉急速減圧により,原子炉圧力

が低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統圧力を下回る

と原子炉注水が開始され，原子炉水位が回復する。 

(3) 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）

重大事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（外

部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失

敗」においては，逃がし安全弁１個の開固着によって，蒸

気駆動の注水系が動作できない範囲に原子炉圧力が低下す

るまでの間は所内常設蓄電式直流電源設備より電源を給電

した原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却し，原子炉隔離

時冷却系による注水停止後は，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による注水の準備が完了した後，逃がし安全弁の手

ている 
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（可搬型）により炉心を冷却し，常設代替交流電源設備に

よる給電及び残留熱除去系（低圧注水系）による注水の準

備が完了した以降は残留熱除去系（低圧注水系）により炉

心を冷却することによって炉心損傷の防止を図る。 

具体的な対応の概要については，以下のとおり。 

ａ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の準備と

して，原子炉建屋原子炉棟内の操作にて原子炉注水に必

要な電動弁（原子炉注水弁及び残留熱除去系注入弁）の

手動開操作を実施する。 

ｂ．原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

原子炉スクラム後，原子炉水位は低下するが，原子炉

水位異常低下（レベル２）で原子炉隔離時冷却系が自動

起動し，原子炉注水を開始することにより，原子炉水位

が回復する。原子炉隔離時冷却系による原子炉注水は，

逃がし安全弁 1 個の開固着によって，原子炉隔離時冷却

系が動作できない範囲に原子炉圧力が低下するまでの間

継続する。 

ｃ．早期の電源回復不能判断及び対応準備 

中央制御室からの操作により外部電源受電及び非常用

ディーゼル発電機等の起動ができず，非常用高圧母線

（6.9kV）の電源回復ができない場合，早期の電源回復不

能と判断する。これにより，常設代替交流電源設備の準

備を開始する。 

ｄ．逃がし安全弁による原子炉急速減圧 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の準備が

完了後，中央制御室からの遠隔操作によって再閉鎖に失

敗した 1個に加えて逃がし安全弁（自動減圧機能）6個を

手動開操作し原子炉を急速減圧する。 

ｅ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

逃がし安全弁 1個の開固着及び逃がし安全弁による原

子炉急速減圧により，原子炉圧力が可搬型代替注水中型

ポンプの吐出圧力以下であることを確認し，原子炉建屋

原子炉棟内の操作にて電動弁（原子炉圧力容器注水流量

調整弁）を手動開し，屋外操作にて高所東側接続口の弁

動開操作により原子炉を減圧し，原子炉減圧後に低圧原子

炉代替注水系（可搬型）により炉心を冷却し，常設代替交

流電源設備による給電及び残留熱除去系（低圧注水系）に

よる注水の準備が完了した以降は残留熱除去系（低圧注水

モード）により炉心を冷却することによって炉心損傷の防

止を図る。 

具体的な対応の概要については，以下のとおり。 

ａ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準

備 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の

準備として，原子炉棟内の操作にて原子炉注水に必要な

電動弁（Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水隔離弁）の

手動開操作を実施する。 

ｂ．原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

原子炉スクラム後，原子炉水位は低下するが，原子炉

水低（レベル２）で原子炉隔離時冷却系が自動起動し，

原子炉注水を開始することにより，原子炉水位が回復す

る。原子炉隔離時冷却系による原子炉注水は，逃がし安

全弁１個の開固着によって，原子炉隔離時冷却系が動作

できない範囲に原子炉圧力が低下するまでの間継続す

る。 

ｃ．早期の電源回復不能判断及び対応準備 

中央制御室からの操作により外部電源受電及び非常用

ディーゼル発電機等の起動ができず，非常用高圧母線

（6.9kV）の電源回復ができない場合，早期の電源回復不

能と判断する。これにより，常設代替交流電源設備，原

子炉補機代替冷却系の準備を開始する。 

ｄ．逃がし安全弁による原子炉急速減圧 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水の

準備が完了後，中央制御室からの遠隔操作によって再閉

鎖に失敗した１個に加えて自動減圧機能付き逃がし安全

弁５個を手動開操作し原子炉を急速減圧する。 

ｅ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

逃がし安全弁による原子炉急速減圧により，原子炉圧

力が低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統圧力を下回

ると原子炉注水が開始され，原子炉水位が回復する。 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子

炉注水が可能となる原
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の開操作を実施することで，原子炉注水が開始され，原

子炉水位が回復する。 

子炉圧力以下となる前

に注水弁を開操作する 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備，運用の相違に

よる判断基準の相違 
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・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備，運用の相違に

よる判断基準の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，本文

中において数値を示し

ていない項目について

のみ解釈一覧にて記載
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・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 柏崎 6/7および東海

第二は操作手順の解釈

一覧を集約して記載 

1.2-153



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
添
付
資
料

1.
2
.
4－

2 

各
号
炉
の
弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
 

添
付
資
料

1
.
2
.7
‐
3 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(１
／
２
) 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 配管構成の相違によ

る操作対象の相違 

1.2-154



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(２
／
２
)

1.2-155



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 添付資料 1.2.8 

手順のリンク先について 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

2．1.2.2.1(1)ｂ．現場手動操作による高圧代替注水系起動 

 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

3．1.2.2.2(1)ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

4．1.2.2.2(2)ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系

への給電 

・常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替交流電

源設備に関する手順等 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.6(1)ａ．可搬型設備用軽油タンクか

ら各機器への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.2.8 

手順のリンク先について 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

2．1.2.2.1(1)ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起

動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

3．1.2.2.2(1)ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

4．1.2.2.2(2)ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系

への給電 

・常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替交流電

源設備に関する手順等 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タ

ンク又はディーゼル燃料貯蔵

タンクからタンクローリへの

補給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等へ

の給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，手順

のリンク先を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対
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1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代替

高圧電源装置への給油 

5．1.2.2.2(2)ｂ．代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系

への給電 

・可搬型代替直流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流電源設備に

よる非常用所内電気設備へ

の給電 

1.14.2.6(1)ａ．可搬型設備用軽油タンクから

各機器への給油 

5．1.2.2.2(2)ｂ．可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電 

・可搬型直流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による

給電 

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タ

ンク又はディーゼル燃料貯蔵

タンクからタンクローリへの

補給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への

給油 

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃
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6．1.2.2.4(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への

注水 

・サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ａ．原子炉隔離時冷却系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え 

7．1.2.2.4(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水 

・サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ｂ．高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え 

8．1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

・低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

手順

＜リンク先＞ 1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力

容器への注水（淡水／

6．1.2.2.2(2)ｃ．直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給

電 

・直流給電車に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.2(1)ｃ．直流給電車による直流盤へ

の給電 

7．1.2.2.4(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への

注水 

・サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順 

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ａ．原子炉隔離時冷却系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源切替え 

8．1.2.2.4(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水 

・サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順 

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ｂ．高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源切替え 

9．1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順 

＜リンク先＞ 1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・設備の相違

【東海第二】

③の相違
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海水） 

・サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順 

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ａ．原子炉隔離時冷却系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え 

1.13.2.3(1)ｂ．高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え 

・非常用交流電源設備，所内常設直流電源設備，常設代替交

流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置，可搬型

代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車，

常設代替直流電源設備として使用する緊急用125V系蓄電池

又は可搬型代替直流電源設備として使用する可搬型代替低

圧電源車及び可搬型整流器による高圧代替注水系，原子炉

隔離時冷却系，ほう酸水注入ポンプ，制御棒駆動水ポン

プ，電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに常設代替

交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置，可搬

型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備として使

用する可搬型代替低圧電源車及び非常用交流電源設備への

燃料給油手順 

 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ａ．所内常設直流電源設備によ

る非常用所内電気設備への

給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流電源設備に

よる非常用所内電気設備へ

の給電 

1.14.2.3(1)ａ．常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備に

よる代替所内電気設備への

給電 

1.14.2.3(2)ａ．常設代替直流電源設備によ

る代替所内電気設備への給

電 

1.14.2.3(2)ｂ．可搬型代替直流電源設備に

よる代替所内電気設備への

（淡水／海水） 

・サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切

替え手順 

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ａ．原子炉隔離時冷却系による

原子炉圧力容器への注水時

の水源切替え 

1.13.2.3(1)ｂ．高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注

水時の水源切替え 

・非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設

代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可

搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車，常設

代替直流電源設備として使用するＳＡ用115V系蓄電池又は

可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－

115V系充電器（ＳＡ）及び230V系充電器（常用）による高

圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプ

レイ・ポンプ，ほう酸水注入ポンプ，制御棒駆動水圧ポン

プ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並

びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備と

して使用する高圧発電機車及び非常用交流電源設備への燃

料補給手順 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設

備及び常設代替直流電源設

備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による

給電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高

圧発電機車によるＳＡロー

ドセンタ及びＳＡコントロ

ールセンタ受電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源構成及び給電対

象負荷の相違 

 

1.2-159



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

給電 

1.14.2.6(1)ａ．可搬型設備用軽油タンクか

ら各機器への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.6(1)ｂ．軽油貯蔵タンクから常設代

替高圧電源装置への給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.7(1) 非常用交流電源設備による非

常用所内電気設備への給電 

 

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料貯蔵タン

クからタンクローリへの補給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への

給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電機用軽油

タンク及びディーゼル

燃料貯蔵タンク２種類

を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬型設備

への給油を含め，事象

発生後７日間運転を継

続するために必要な燃

料を確保している。そ

のため，ディーゼル燃

料貯蔵タンクは自主対

策として整理。東海第

二は可搬型設備専用の

タンク及びガスタービ

ン発電機と非常用ディ

ーゼル発電機兼用のタ

ンクを設置。東海第二

は，本手順でタンクロ

ーリへの補給を含む手

順として整理 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.5(1)ガスター

ビン発電機用軽油タン

ク又はディーゼル燃料

貯蔵タンクからタンク

ローリへの補給」の手

順の中で自動給油され

ることを記載 
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1.14.2.7(3) 軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２

Ｄ非常用ディーゼル発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機への給油 

 

 

 

・原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

「1.14.2.6(1)非常用交

流電源設備による給

電」の手順の中で自動

給油されることを記載 
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